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１．概要  

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第２５条  保管廃棄施設」

に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補

足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。  

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。  

 

２．本資料の構成  

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。  

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較  

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。  

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開  

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。  

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開  

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。  

  別紙４：添付書類の発電炉との比較  

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）  

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出  

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。  

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ  

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。  
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別紙 

：商業機密の観点から公開できない箇所
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　Ｒ２

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 2

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 2

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

保管廃棄00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（保管廃棄）】

別紙
備考

(1/1)
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令和５年１月５日 Ｒ２ 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（1 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

 

 

(ｎ) 保管廃棄施設 

保管廃棄施設の設計に係る基本方針を

以下のとおりとする。 

ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固

体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保

管廃棄するために必要な容量を有する設

計とする。②-1,③-1 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラ

ス固化体の冷却のための適切な措置を講

ずる設計とする。①-1,④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7 その他の設計方針 

1.7.1 崩壊熱除去に関する設計 

(１)再処理施設は，使用済燃料等から発

生する崩壊熱を適切に除去することと

し，構造物の温度を適切に維持するこ

と，また，放射性物質を含む溶液の崩

壊熱による機器内での沸騰を防止する

こと等の過度の温度上昇を防止する設

計とする。◇23  
 

(２)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備によ

り混合酸化物貯蔵容器を冷却すること

により，構造物の温度を適切に維持す

る設計とする。また，【◇23 】ガラス固

化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの

崩壊熱を，崩壊熱により生じる通風力

によって流れる冷却空気により除去す

ることにより，ガラス固化体及び構造

物の温度を適切に維持する設計とす

る。①-4,④-4 

 

(３) 崩壊熱により溶液が沸騰するおそ

れのある場合は，その他再処理設備の

附属施設の安全冷却水系により冷却

し，冷却能力の喪失による溶液の沸騰

を防止する。さらに，沸騰までの時間

的余裕が小さい場合は，独立した２系

統の安全冷却水系による冷却を行う。

また，安全冷却水系により冷却する場

合は，塔槽類の冷却コイル又は冷却ジ

ャケットを多重化する設計とする。 

なお，漏えい液が沸騰するおそれが

ある場合は，セル等の漏えい液受皿で

受けるとともに，安全に移送及び処理

ができる設計とする。◇23  
 

(４) 崩壊熱除去のために必要な安全上

重要な系統及び機器は，動的機器の単

一故障を仮定しても，その冷却機能を

損なうことのない設計とする。◇25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1,③-1（P15へ） 

 

 

①-1,④-1（P15へ） 

 

 

 

 

 

 

①-4,④-4（P26へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 
  

【凡例】 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（2 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の

位置，構造及び設備の基準に関する規

則」への適合性 

 

1.9.22 保管廃棄施設 

第二十二条  

再処理施設には，次に掲げるところに

より，放射性廃棄物の保管廃棄施設（安

全機能を有する施設に属するものに限

る。）を設けなければならない。 

 

一 放射性廃棄物を保管廃棄するために

必要な容量を有するものとすること。 

 

二 冷却のための適切な措置が講じられ

ているものであること。 

 

適合のための設計方針 

第一号についてガラス固化体貯蔵設備

は，約8,200本のガラス固化体を貯蔵で

きる容量を有する設計とする。◇15  
低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，燃料

被覆管せん断片及び燃料集合体端末片を

約2,000本（1,000Ｌドラム換算），チャ

ンネルボックス及びバーナブルポイズン

を約7,000本（200ℓ ドラム缶換算），雑

固体等を約82,630本（200ℓ ドラム缶換

算）貯蔵できる容量を有する設計とす

る。◇15  
なお，雑固体等は，再処理事業の開始

から53,158本貯蔵（令和４年５月31日現

在）していることから，これ以降の貯蔵

容量は，再処理設備本体の運転開始以降

の雑固体等（推定年間発生量約5,700

本）及びＭＯＸ燃料加工施設の雑固体

（推定年間発生量約1,000本）及び廃棄

物管理施設の雑固体（推定年間発生量75

本）を考慮しても，約５年分である。◇22  
また，再処理設備本体の運転開始に先

立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設から発生する雑固体及び低レベル

濃縮廃液の固化体は，再処理事業の開始

から26,035本貯蔵（令和４年５月31日現

在）していることから，これ以降の貯蔵

容量は約７年分である。◇22  
第二号についてガラス固化体貯蔵設備

は，冷却空気の流路及び十分な高さの冷

却空気出口シャフトを設け，ガラス固化

体からの崩壊熱を，崩壊熱により生じる

通風力によって流れる冷却空気により除

去することにより，ガラス固化体及び構
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

造物の温度を適切に維持する設計とす

る。①-4,④-4 

 

2. 施設配置 

2.1 概  要 

再処理施設の建物及び構築物は，安全

性の確保及び操作・保守の容易さを十分

に考慮した配置とする。◇5  

敷地内には，廃棄物管理事業に係る廃

棄物管理施設の建物及び構築物並びに核

燃料物質加工事業に係るＭＯＸ燃料加工

施設の建物及び構築物も配置する。◇5  

 

2.2 全体配置 

2.2.1 設計方針 

再処理施設の建物及び構築物は，以下

の方針に基づき敷地内に配置する。◇5  

(１)平常時における周辺監視区域外での

線量が｢原子炉等規制法｣に基づき定

められている線量限度を超えないよ

うにするとともに，設計基準事故  

時における敷地境界外での線量が事

業指定基準規則を満足するような配  

置とする。◇8  

(２)再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設を使用することを考慮した配置

とする。◇5  

(３)操作・保守の容易さを十分に考慮し

た配置とする。◇8  

(４)将来の増設を考慮した配置とする。 

  ◇5  

(５)安全上重要な施設への不法な接近，

侵入の防止措置を考慮した配置とす

る。◇9  

 

2.2.2 全体配置 

敷地内の主要な建物及び構築物は，以

下のもので構成する。◇5  

(１)使用済燃料輸送容器管理建屋 

(２)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(３)使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 

(４)前処理建屋 

(５)分離建屋 

(６)精製建屋 

(７)ウラン脱硝建屋 

(８)ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(９)ウラン酸化物貯蔵建屋 

(10)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋 

(11)高レベル廃液ガラス固化建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-4,④-4（P26へ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(13)低レベル廃液処理建屋 

(14)低レベル廃棄物処理建屋 

(15)チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋 

(16)ハル・エンド ピース貯蔵建屋 

(17)第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(18)第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(19)第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

(20)主排気筒 

(21)海洋放出管 

(22)制御建屋 

(23)分析建屋 

(24)非常用電源建屋 

(25)主排気筒管理建屋 

(26)緊急時対策建屋 

(27)第１保管庫・貯水所 

(28)第２保管庫・貯水所 

 

再処理施設の一般配置図を，2.2－１

図(１)から 2.2－１図(３)に示す。◇4  

 

再処理施設の主要な建物及び構築物

は，敷地の西側部分を標高約 55ｍに整

地造成して，設置する。◇5  

敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，

その西側に前処理建屋，分離建屋，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建

屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋を，主

排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器

管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及

びハル・エンドピース貯蔵建屋を，主排

気筒の北側には第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋を，主排気筒の北東側には第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋を，南東側には緊急

時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第

２保管庫・貯水所を設置する。主排気筒

の南西側には制御建屋，分析建屋，低レ

ベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理

建屋，チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋を，主排気筒の南側には精製

建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵

建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵建屋及び主排気筒管理建屋を設置す

る。建物間には，放射性物質の移送等の

ため洞道を設置する。◇5  

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る使

用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料
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受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵

建屋，海洋放出管の一部，開閉所等は，

敷地北西部に集中した配置とする。◇5  

再処理施設の建物及び構築物は，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋から南方向へ，

プロセスの流れに応じた配置とする。◇5  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理

建屋，前処理建屋と分離建屋，前処理建

屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固

化建屋等の建物間については，操作・保

守の便を考慮して互いに接した配置とす

る。◇5  

整地造成した区域内の西側及び北側部

分には，放射性固体廃棄物の貯蔵施設の

将来増設のためにスペースを確保する。

◇5  

なお，安全上重要な施設は，第三者の

不法な接近等を未然に防止するため，こ

れらを取り囲む物的障壁を持つ防護され

た区域を設け，その内側に配置する。◇9  

 

2.2.3  評  価 

(１)再処理施設の建物及び構築物は，敷

地境界から十分離隔した配置として

おり，「添付書類七」に示すよう

に，平常時における周辺監視区域外

での線量が｢原子炉等規制法｣に定め

られた線量限度を超えないととも

に，「添付書類八」に示すように，

設計基準事故時における敷地境界外

での線量が事業指定基準規則を満足

する配置としている。◇8  

(２)使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

使用済燃料輸送容器管理建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃

料受入れ・貯蔵管理建屋，第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，海洋放出管の

一部，開閉所等は，敷地北西部に集

中した配置としているので，後続す

る建物及び構築物の工事施工により

安全を損なわない配置としている。

◇5  

(３)操作・保守の容易さを十分に考慮し

た配置としている。◇8  

(４)将来の増設を考慮した配置としてい

る。◇5  

(５)安全上重要な施設への不法な接近，

侵入の防止措置を考慮した配置とし

ている。◇9  
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2.3 建物及び構築物 

2.3.1 設計方針 

(１)主要な建物及び構築物は，敷地で予

想される洪水，風（台風），竜巻，

凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火

災等の自然条件を考慮して，これら

によって再処理施設の安全性を損な

わないように設計する。◇10  
(２)建物及び構築物は，十分な地耐力を

有する地盤に支持させる。◇11  
(３)建物を互いに接して配置する場合

は，構造的に分離する。◇12  
(４)防護措置を講ずることを考慮した設

計とする。◇9  

(５)使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設を収納する建物には，必要に 

応じ，後続する建物との取合い工事

のための予備的措置を施す。◇16  
(６)ガラス固化体の貯蔵に必要な施設を

収納する建物には，必要に応じ， 

増設する建物との取合い工事のため

の予備的措置を施す。◇16  
(７)非常用所内電源系統は，十分な独立

性を有する配置とする。◇13  
(８)建物には，その位置を明確，かつ，

恒久的に表示することにより容易に

識別できる安全避難通路を設ける設

計とする。◇14  
 

2.3.2 建物及び構築物 

主要な建物及び構築物は，敷地で予想

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林火災等の自然条

件について，敷地及び周辺地域の過去の

記録，現地調査等を参考にして，予想さ

れる自然条件のうち最も過酷と考えられ

る条件を適切に考慮した設計とする。◇10  
重要な建物・構築物は，安定な地盤で

ある鷹架層で直接支持するか又は安定な

地盤上に打設するコンクリート等を介し

て支持する設計とする。◇11  
また，その他の建物・構築物は，十分

な地耐力を有する地盤で直接支持するか

又はくい等を介して支持する設計とす

る。◇11  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と前処理

建屋，前処理建屋と分離建屋，前処理建

屋及び分離建屋と高レベル廃液ガラス固

化建屋，分析建屋と制御建屋等の建物の
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間は互いに接して配置するが，構造的に

分離する。◇12  
防護対象特定核燃料物質を取り扱う建

物は，防護措置を講ずる設計とする。◇9  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋には，後

続する前処理建屋との取合い工事のため

の予備的措置を施す。◇16  
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟には，

後続する第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

との取合い工事のための予備的措置を施

す。◇16  
非常用所内電源系統は，相互の離隔距

離又は障壁によって分離し，１区分の損

傷により安全機能が喪失しない設計とす

る。◇13  
建物には，人の立ち入る区域から，出

口に至る通路，階段及び踊り場に，安全

避難通路を設けるものとする。安全避難

通路は，誘導灯及び非常灯により容易に

識別できる設計とする。◇14  
 

2.3.4  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，「使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」の

使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設

備，燃料取出し設備及び使用済燃料輸送

容器返却準備設備，「液体廃棄物の廃棄

施設｣の使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を

除く)，｢固体廃棄物の廃棄施設」のチャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処

理系の一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵)

及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ

ル廃棄物貯蔵系，「計測制御系統施設」

の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室，「その他再処理設備の附属施

設」の第１非常用ディーゼル発電機等を

収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上３階（地上高さ約 21ｍ），地

下３階，平面が約 130ｍ（南北方向）×

約 86ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇15  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－６図～第 2.3－12図に示

す。◇4  
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2.3.13 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備，固体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃

液ガラス固化設備及びガラス固化体貯蔵

設備の一部，気体廃棄物の廃棄施設の高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備及

び高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃

ガス処理設備等を収納する。◇6  

高レベル濃縮廃液貯槽，ガラス溶融炉

等の機器は，セル内に収容する。【◇7 】

また，ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピッ

トは，十分な厚みを有する建物のコンク

リート壁等で構築した地下部に配置す

る。◇8  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上２階（地上高さ約 15ｍ），地

下４階，平面が約 59ｍ（南北方向）×

約 84ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇15  
高レベル廃液ガラス固化建屋は，ガラ

ス固化体の冷却流路を形成するため，流

路出入口側に迷路板及びルーバを付設し

た冷却空気入口シャフト及び冷却空気出

口シャフトを設け，冷却空気を出口シャ

フトの排気口から排出する。排気口の高

さは約 35ｍとする。◇1  

高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置

図を第 2.3－75図～第 2.3－83図に示

す。◇4  

 

2.3.14 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，固体廃

棄物の廃棄施設のガラス固化体貯蔵設備

の一部等を収納する。◇6  

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟及び西棟で構成

され，西棟建設後，東棟及び西棟間の一

部の壁を撤去する。◇6  

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵ピット

は，十分な厚みを有する建物のコンクリ

ート壁等で構築した地下部に配置する。

◇8  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上１階（地上高さ約 14ｍ），地

下２階，平面が第１ガラス固化体貯蔵建

屋東棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ

（東西方向），第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ
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（東西方向）の建物であり，堅固な基礎

版上に設置する。◇15  
第１ガラス固化体貯蔵建屋は，貯蔵区

域ごとのガラス固化体の冷却流路を形成

するため，流路出入口側に迷路板及びル

ーバ等を付設した冷却空気入口シャフト

及び冷却空気出口シャフトを設け，冷却

空気を出口シャフトの排気口から排出す

る。排気口の高さは約 35ｍとする。◇1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置図

を第 2.3－84図～第 2.3－87図に示す。

◇4  

 

2.3.16 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，固体廃棄

物の廃棄施設の低レベル濃縮廃液処理

系，廃溶媒処理系及び雑固体廃棄物処理

系，気体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃

棄物処理建屋塔槽類廃ガス処理設備等を

収納する。【◇6 】また，低レベル廃棄物

処理建屋換気筒を本建屋上に設置する。

◇8  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上４階（地上高さ約 29ｍ），地下２

階，平面が約 98ｍ（南北方向）×約 99

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇15  
低レベル廃棄物処理建屋機器配置図を

第 2.3－94図～第 2.3－100図に示す。

◇4  

 

2.3.17 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋は，固体廃棄物の廃棄施設

のチャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理系の一部，廃樹脂貯蔵系（チャ

ンネルボックス及びバーナブルポイズン

の処理に係る廃樹脂の貯蔵) 及びチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵

系，気体廃棄物の廃棄施設のチャンネル

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋

塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階（地上高さ約 26ｍ），地下１

階，平面が約 61ｍ（南北方向）×約 61

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇15  
チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋機器配置図を第 2.3－101

図～第 2.3－104図に示す。◇4  
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2.3.18 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は,固体

廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピース

貯蔵系，廃樹脂貯蔵系（ハル・エンドピ

ースの貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵），気体

廃棄物の廃棄施設のハル・エンドピース

貯蔵建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納

する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）

で，地上２階（地上高さ約 18ｍ），地

下４階，平面が約 43ｍ（南北方向）×

約 54ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。◇15  
ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－105図～第 2.3－111図に示

す。◇4  

 

2.3.19 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体

廃棄物の廃棄施設の第１低レベル廃棄物

貯蔵系等を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約６ｍ），平面が約

73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。◇15  
第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－112図に示す。◇4  

 

2.3.20 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体

廃棄物の廃棄施設の第２低レベル廃棄物

貯蔵系（第１貯蔵系及び第２貯蔵系）等

を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階（地上高さ約 13ｍ），地下３

階，平面が約 70ｍ（南北方向）×約 65

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基

礎版上に設置する。◇15  
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－113図～第 2.3－118図に示

す。◇4  

 

2.3.21 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，固体

廃棄物の廃棄施設の第４低レベル廃棄物

貯蔵系等を収納する。◇6  

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階（地上高さ約６ｍ），平面が約
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73ｍ（南北方向）×約 38ｍ（東西方

向）の建物であり，堅固な基礎版上に設

置する。◇15  
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

図を第 2.3－119図に示す。◇4  

 

2.3.31 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収

納する開閉所，並びに給水処理設備，圧

縮空気設備等を収納するユーティリティ

建屋及び北換気筒を，北側には蒸気供給

設備を収納するボイラ建屋等を，西側に

は電気設備を収納する第２ユーティリテ

ィ建屋を設置する。また，冷却水設備

は，各所に配置する。◇5  

分離建屋の東側には，化学薬品貯蔵供

給設備を収納する試薬建屋を，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋の東側には，

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の還

元ガス供給系の還元ガス供給槽を収納す

る還元ガス製造建屋を，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の北側には，模擬廃液受入

槽を収納する模擬廃液貯蔵庫を設置す

る。また，分析建屋に隣接して出入管理

建屋を設置する。出入管理建屋の一角

に，核燃料物質の使用の許可を受けたバ

イオアッセイ設備を設置し，出入管理建

屋の一部をバイオアッセイ設備と共用す

る。◇5  

北換気筒の東側には，北換気筒管理建

屋を設置する。◇5  

建屋間には，放射性物質等を移送する

ための配管，ダクト，ケーブル等を収納

する洞道を設置する。主要な洞道は，次

の洞道で構成され，その他再処理設備の

附属施設（電気設備の非常用所内電源系

統の一部，圧縮空気設備安全圧縮空気系

の一部，冷却水設備安全冷却水系の一部

等）等を収納する。◇5  

(１)分離建屋と高レベル廃液ガラス固化

建屋を接続する洞道 

(２)分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，低レベル廃液処理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を

接続する洞道のうち，低レベル廃液

処理建屋に接続する東側の洞道並び

にウラン脱硝建屋及びウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋に接続する洞

道を除く部分 

(３)精製建屋とウラン脱硝建屋を接続す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（12 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る洞道 

(４)精製建屋とウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋を接続する洞道 

(５)ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵

建屋を接続する洞道 

(６)高レベル廃液ガラス固化建屋と第１

ガラス固化体貯蔵建屋を接続する洞

道 

(７)使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂを接続す

る洞道 

(８)前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋，制

御建屋，非常用電源建屋，再処理設

備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂ，主排気筒及び主排気筒管理建屋

を接続する洞道のうち，安全上重要

な施設としての排気ダクト又は主排

気筒の排気筒モニタに接続する非常

用所内電源ケーブルのみを収納する

洞道を除く部分◇5  

 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地下埋設，建築面積約 24,000ｍ２の構

築物である。◇15  
洞道は，十分な強度・剛性及び耐力を

有する構造とし，重要な洞道（耐震Ｓク

ラスの設備を収納する洞道）は，安定な

地盤に支持する。◇11  
また，土圧，上部を通過する車両等の

荷重に対しても十分な強度を有する構造

とする。◇12  
主要な洞道の配置図を第 2.2－１図

(２)に示す。◇4  

敷地の南側には，新消防建屋を設置す

る。◇5  

新消防建屋の配置図を第 2.2－１図

(２)及び第 2.2－１図(３)に示す。◇4  
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第２章 個別項目 

5．放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液をガラス固化体に処理する高レベル廃

液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵

するガラス固化体貯蔵設備，低レベル濃

縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶

媒」という。），チャンネルボックス

（以下「ＣＢ」という。），バーナブル

ポイズン（以下「ＢＰ」という。）及び

雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処

理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵

する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成

する。⑩-1 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋に収納する設計とする。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１

階，地下２階の建物とする設計とする。

⑩-3 

 

 

 

 

低レベル廃棄物処理建屋は，地上４

階，地下２階の建物とする設計とする。

⑩-4 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構 造 

 固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液をガラス固化体に処理する高レベル廃

液ガラス固化設備２系列（一部１系列）

【□2 】，ガラス固化体を貯蔵するガラ

ス固化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，

廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい

う。），チャンネルボックス（以下「Ｃ

Ｂ」という。），バーナブルポイズン

（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を

処理する低レベル固体廃棄物処理設備及

び低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。⑩-1 

 高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化

体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベ

ル廃棄物処理建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋に収納する。⑩-2 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構

造は，「ト．(１)(ⅰ) 構造」に示す。

□3  

第１ガラス固化体貯蔵建屋の主要構造

は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋

コンクリート造及び鉄骨造）で，【□4 】

地上１階，地下２階，建築面積約5,700

ｍ２（東棟約2,900ｍ２及び西棟約2,800

ｍ２の一体構造）【□4 】の建物である。

⑩-3 

低レベル廃棄物処理建屋の主要構造

は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地上

４階，地下２階，建築面積約9,500ｍ２

【□4 】の建物である。⑩-4 

 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

 

 

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1 概 要 

固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び

公益財団法人核物質管理センターが運営

する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種

施設」という。）で発生する高レベル廃

液，低レベル濃縮廃液，廃溶媒，雑固体

等をそれぞれの性状に応じて固化，乾

燥，熱分解，焼却等の処置を施し容器に

詰めた後，又は貯槽に受け入れた後，保

管廃棄する施設であり【⑤-1,⑦-1】，

以下の設備で構成する。また，ＭＯＸ燃

料加工施設及び廃棄物管理施設で発生し

容器に詰められた雑固体を保管廃棄す

る。◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス固化体貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

なお，各種施設で発生する雑固体は，

発生するそれぞれの建屋で，必要な場合

には一時集積場所を設定した上で集積・

保管し，雑固体に応じた運搬容器に収納

した後，クレーン等により運搬車に載

せ，低レベル廃棄物処理建屋，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄

物貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等によ

り低レベル固体廃棄物処理設備又は低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。

◇1  

また，雑固体のうち，各施設から発生

する廃活性炭は，水切りした後，それぞ

れの建屋で，必要な場合には一時集積場

所を設定した上で集積・保管し，ドラム

缶に収納した後，クレーン等により運搬

車に載せ，第２低レベル廃棄物貯蔵建

屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運

搬し，クレーン等により低レベル固体廃

棄物貯蔵設備に受け入れる。◇1  

 

ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬され

た雑固体は，クレーン等により低レベル

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系に受け入れる。また，廃棄物管理施

設で容器に詰められた第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋に運搬された雑固体は，クレ

第２章 個別項目 

1.廃棄物貯蔵設備，廃棄物処理設備 

1.1 廃棄物貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1,⑦-1（P15へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備

の相違のため。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

語尾の記載を適正化。 

(以下同様) 

【許可からの変更点】 

再処理施設を収納する建

屋について語尾の記載を

適正化。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

記載を適正化。 
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チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋は，地上２階，地下１階の

建物とする設計とする。⑩-5 

 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上

２階，地下４階建物とする設計とする。

⑩-6 

 

 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上

１階の建物とする設計とする。⑩-7 

 

 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上

２階，地下３階の建物とする設計とす

る。⑩-8 

 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上

１階の建物とする設計とする。⑩-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋の主要構造は，鉄筋コンク

リート造で，【□4 】地上２階，地下１

階，建築面積約3,500ｍ２【□4 】の建物

である。⑩-5 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造）で，

【□4 】地上２階，地下４階，建築面積約

2,200ｍ２【□4 】の建物である。⑩-6 

 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地

上１階，建築面積約2,700ｍ２【□4 】の

建物である。⑩-7 

 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地

上２階，地下３階，建築面積約4,400ｍ
２【□4 】の建物である。⑩-8 

 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造で，【□4 】地

上１階，建築面積約2,700ｍ２【□4 】の

建物である。⑩-9 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概

要図を第130図から第133図に，低レベル

廃棄物処理建屋機器配置概要図を第140

図から第146図に，チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋機器配

置概要図を第147図から第150図に，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋機器配置概要

図を第151図から第157図に，第１低レベ

ル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要図を第

158図に，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

機器配置概要図を第159図から第164図

に，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配

置概要図を第165図にそれぞれ示す。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

に受け入れる◇1  
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第二十五条 
 放射性廃棄物を保管廃棄す

る設備であって、放射性廃棄

物の崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱によって過

熱するおそれがあるものは，

冷却のための必要な措置を講

じ得るように設置されたもの

でなければならない。① 

 

 

事業指定基準規則 

保管廃棄施設 

第二十二条 

再処理施設には，次に掲げ

るところにより，放射性廃棄

物の保管廃棄施設（安全機能

を有する施設に属するものに

限る。）を設けなければなら

ない。 

 

一 放射性廃棄物を保管廃棄

するために必要な容量を有す

るものとすること。 

②,③,⑥,⑧ 

 

二 冷却のための適切な措置

が講じられているものである

こと。④,⑤,⑥,⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス

固化体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物

貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄す

るために必要な容量を有する設計とす

る。②-1,③-1 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラ

ス固化体の冷却のための適切な措置を講

ずる設計とする。①-1,④-1 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，各施

設から発生する高レベル廃液を約140Ⅼ／

ｈで処理できる能力を有する設計とす

る。⑤-1 

低レベル固体廃棄物処理設備は，各施

設及び公益財団法人核物質管理センター

が運営する六ヶ所保障措置分析所（以下

「各種施設」という。）で発生する低レ

ベル濃縮廃液約0.2㎥／ｈ及び200Ⅼドラ

ム缶約2本／日，廃溶媒を約8Ⅼ／ｈ，焼

却可能な雑固体を約75㎏／ｈ及び圧縮減

容可能な雑固体を圧縮力1,500ｔ並びにＣ

Ｂ・ＢＰを各々約1個／ｈ及び0.5個／ｈ

で処理できる能力を有する設計とする。

⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，再処

理施設から発生する低レベル廃棄物を貯

蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及

び廃棄物管理施設から発生し容器に詰め

られた雑固体を貯蔵する設計とする。

【⑨-1】そのため，低レベル固体廃棄物

貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系を

ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の一部を廃棄物管理施

設と共用する【⑨-2】とともに，第２低

レベル廃棄物貯蔵系の一部を収納する第

２低レベル廃棄物貯蔵建屋の一部は，遮

蔽として廃棄物管理施設と共用する。

【◇29 】共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。⑨-3 

また，ガラス固化体貯蔵設備にはガラ

ス固化体の冷却のため冷却空気の流路及

び十分な高さの高レベル廃液ガラス固化

建屋及びガラス固化体貯蔵建屋の冷却空

気出口シャフト（以下「冷却空気出口シ

ャフト」という。）を設け，ガラス固化

体の崩壊熱により生じる通風力によって

流れる冷却空気により崩壊熱を除去する

構造とする。【①-2,④-2】 

高レベル廃液ガラス固化設備系統概要

図を第44図に，低レベル固体廃棄物処理

設備系統概要図を第45図に示す。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を貯蔵する設備の容量

は、通常運転時に発生する放射性廃

棄物の発生量と放射性廃棄物処理設

備の処理能力，また，放射性廃棄物

処理設備の稼働率を想定した設計と

する。【40条１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1,③-1（P1から） 

 

 

①-1,④-1（P1から） 

 

 

 

 

⑤-1（P13,P44から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦-1（P13,P44から） 

 

 

 

 

⑨-1（P40へ） 

 

 

 

⑨-2（P40へ） 

 

 

 

 

⑨-3（P40へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2,④-2（P26へ） 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

貯蔵容量についての基本方針は

同様であるが，発電炉と再処理施

設では設備の構成が異なるため。 

【許可からの変更点】 

主語の明確化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設では設

備の構成が異なるため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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5.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 
 (ａ) 高レベル廃液ガラス固化設備 

ガラス溶融炉 ２ 基（１基／系列） 

材 料 ステンレス鋼（ケーシング） 

耐火レンガ（炉材）□1  

 

高レベル廃液調整槽 ３ 基 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約 20 ｍ３／基（２基） 

約６ ｍ３（１基）□1  

 

高レベル廃液供給液槽４ 基 

（２基／系列） 

材 料 ステンレス鋼 

容 量 約５ ｍ３／基（２基） 

約２ ｍ３／基（２基）□1  

 

固化セル移送台車 

２台（１台／系列）□1  

 

ガラス固化体検査室天井クレーン 

１台□1  

 

ガラス固化体検査装置１式□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4.2 高レベル廃液ガラス固化設備 

7.4.2.1 概 要 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レ

ベル濃縮廃液，アルカリ濃縮廃液，アル

カリ洗浄廃液及び不溶解残渣廃液をガラ

ス固化する設備である。◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備系統概要

図を第 7.4－１図に示す。◇4  

7.4.2.2 設計方針 

(１) 閉じ込め 

高レベル廃液ガラス固化設備の放射性

物質を内包する機器は，腐食し難い材料

を使用し【◇27 】，かつ，漏えいし難い構

造とするとともに，万一液体状の放射性

物質が漏えいした場合にも漏えいの拡大

を防止し安全に処置できる設計とし

【◇23 】，さらに気体廃棄物の廃棄施設に

より負圧を維持する設計とする。◇19  
(２) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液混合槽等の廃液の放射線

分解により発生する水素の濃度が過度に

上昇する可能性のある機器は，水素の爆

発を防止できる設計とする。◇24  
(３) 崩壊熱除去 

高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射

性物質を内包する機器は，崩熱による過

度の温度上昇を防止するため，適切な冷

却機能を有する設計とする。◇23  
(４) 単一故障 

安全上重要な流下停止系は，それらを

構成する動的機器の単一故障を仮定して

も安全機能を確保できる設計とする。 

◇20  
(５) 外部電源喪失 

安全上重要な流下停止系は，非常用所内

電源系統に接続し，外部電源が喪失した

場合でも安全機能が確保できる設計とす

る。◇20  
(６) 落下防止 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下を防止できる設

計とし，固化セル移送台車は，ガラス固

化体の転倒を防止でき設計とする。◇28  
また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇28  
(７) 試験及び検査 

安全上重要な流下停止系は，定期的に試
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高レベル廃液ガラス固化設備は，２系

列(一部１系列)で構成する。⑤-2 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮系等から発生する

高レベル廃液を処理することが可能な能

力を有する設計とする。⑤-3 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣

廃液を高レベル廃液混合槽に受け入れる

設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及

びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液

中和槽に受け入れる設計とする。⑤-4 

必要に応じて中和等の処理をしたアル

カリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，

高レベル廃液混合槽に移送する。高レベ

ル廃液混合槽内の廃液は，必要に応じて

組成調整を行った後，供給液槽及び供給

槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス

原料とともに溶融する設計とする。⑤-5 

 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施

する場合は，高レベル廃液に替えてガラ

ス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃

液を移送し，ガラス原料とともに溶融す

る設計とする。⑤-6 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，

固化セル移送台車上のガラス固化体容器

に注入する設計とする。⑤-7 

注入後，溶接機にてガラス固化体容器

にふたを溶接し，除染装置にて，ガラス

固化体表面の除染を行う。その後，ガラ

ス固化体検査装置での各種検査（外観検

査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め

検査）を実施したガラス固化体は，ガラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

験及び検査ができる設計とする。◇26  
 

7.4.2.3 主要設備の仕様 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要設

備の仕様を第 7.4－１表に示す。◇4  

また，ガラス溶融炉概要図を第 7.4－

２図に示す。◇4  

 

7.4.2.4 系統構成及び主要設備 

高レベル廃液ガラス固化設備は，２系

列(一部１系列)で構成し，【⑤-2】通常

は２系列で運転するが，１系列故障時等

には，１系列で運転できるよう設計す

る。◇1  

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設

備の高レベル廃液濃縮系等から発生する

高レベル廃液を処理することが可能な能

力を有する。⑤-3 

 

(１) 系統構成 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体

廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設

備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣

廃液を高レベル廃液混合槽に受け入れ

る。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカ

リ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に

受け入れる。⑤-4 

必要に応じて中和等の処理をしたアル

カリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，

高レベル廃液混合槽に移送する。高レベ

ル廃液混合槽内の廃液は，必要に応じて

組成調整を行った後，供給液槽及び供給

槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス

原料とともに，1,100～1,200℃程度で

【◇22 】溶融する。⑤-5 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施

する場合は，高レベル廃液に替えてガラ

ス溶融炉に模擬廃液を移送し，ガラス原

料とともに溶融する。⑤-6 

 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，

固化セル移送台車上のガラス固化体容器

に注入する。⑤-7 

注入後，ふたを溶接し，表面汚染検査

等の検査を実施したガラス固化体は，ガ

ラス固化体検査室天井クレーンによりガ

ラス固化体貯蔵設備に移送する。⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-8（P18へ） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設備のため。 

（以下同様） 

【「等」の解説】 

「中和等」とはアルカリ濃縮

廃液及びアルカリ洗浄廃液を

中和するための硝酸の供給，

並びにアジ化物分解のための

亜硝酸ナトリウム溶液の供給

を指すが，主たる操作は前者

であるため許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

高レベル廃液ガラス固化設備

の構成に合わせ，基本設計方

針の記載を適正化。 

【許可からの変更点】 

「表面汚染検査等」について

対象を明確にした。 

【「等」の解説】 

「高レベル廃液処理設備の高

レベル廃液濃縮系等」とは高

レベル廃液の主な発生元であ

る，液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液濃縮系，アルカ

リ廃液濃縮系及び再処理設備

本体の溶解施設 清澄・計量設

備のことであるが，ここでは

高レベル廃液の発生元の総称

として示した記載であること

から，許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

語尾の記載を適正化。 
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ス固化体検査室天井クレーンによりガラ

ス固化体貯蔵設備に移送する設計とす

る。⑤-8 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中

のガラス固化体の過度の温度上昇を防止

する観点から，高レベル廃液ガラス固化

設備では，ガラス固化体１本当たりの発

熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化

体を製造する。⑤-9 

 

 

ただし，ガラス固化体の発熱量は，高

レベル廃液の分析値のばらつき，ガラス

溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料

の供給量の変動並びにガラス固化体容器

へのガラス注入量の変動を考慮すると目

標からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ

／本以下を目標としてガラス固化体を製

造する場合，製造されるガラス固化体の

発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最

大値としては 2.8ｋＷ／本となるような

設計とする。⑤-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中

のガラス固化体の過度の温度上昇を防止

する観点から，高レベル廃液ガラス固化

設備では，ガラス固化体１本当たりの発

熱量 2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固

化体を製造する。⑤-9 

 

(２) 主要設備 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要機

器のうち，槽類は，ステンレス鋼を用い

接液部は溶接構造等の設計とし【◇27 】，

ガラス溶融炉は，溶融槽を耐火レンガで

構成し，外側をステンレス鋼製のケーシ

ングで覆う構造とする。◇1 ,◇23  
また，万一放射性物質を含む廃液が漏

えいした場合に備えて，機器を収納する

セルの床には，漏えい検知装置を備えた

ステンレス鋼製の漏えい液受皿を設置

し，漏えいした廃液は，液体廃棄物の廃

棄施設の高レベル廃液共用貯槽等に移送

する設計とする。◇1 ,◇23  
なお，高レベル廃液混合槽等を収納す

るセルにおいて，万一漏えいが起きた場

合は，漏えいした廃液が沸騰するおそれ

があるため，漏えい検知装置を多重化す

るとともに，漏えい液移送のためのスチ

ーム ジェットポンプの蒸気は，その他

再処理設備の附属施設の安全蒸気系から

適切に供給する設計とする。◇1 ,◇23  
高レベル廃液ガラス固化設備の主要機

器は，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル

廃液ガラス固化廃ガス処理設備又は高レ

ベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処

理設備に接続し，負圧の維持ができる設

計とする。◇1 ,◇19  
高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を

内包する機器は，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を適切

に供給し，廃液の放射線分解により発生

する水素を可燃限界濃度未満に抑制する

設計とするとともに，接地し，着火源を

排除する。◇1 ,◇24  
高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽等の高濃度の放射性物質を

内包する機器は，その他再処理設備の附

属施設の安全冷却水系から冷却水を適切

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-8（P17から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-13（P22から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載を適正化。 
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ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の

重量計により流下ガラス質量を監視する

とともに，流下ガラスがガラス固化体容

器以外に流下することを防止するため，

【⑪-2】計測制御系統施設の固化セル移

送台車上の重量計の信号が固化ガラス１

本分の質量になると発信する信号によ

り，流下ノズルの加熱を停止し，さら

に，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用

弁を開とし，その他再処理設備の附属施

設の安全圧縮空気系から空気を供給し，

溶融ガラスの流下停止を行う流下停止系

を設ける設計とする。⑤-10,⑪-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に供給し，崩壊熱を除去する設計とす

る。◇1 ,◇23  
高レベル廃液ガラス固化設備の高レベ

ル廃液混合槽等は内包する廃液の温度を

監視し，ガラス溶融炉は耐火レンガの温

度等を監視することにより，運転状態を

監視できる設計とする。◇1 ,◇18  
また，固化セル移送台車上の質量を監

視することにより溶融ガラスの流下量の

監視ができる設計とする。◇1 ,◇18  
ガラス固化体の組成管理のため，ガラ

ス溶融炉への高レベル廃液の供給量，ガ

ラス原料供給量及びガラス固化体容器へ

のガラス注入量の監視ができる設計とす

る。◇1 ,◇18  

高レベル廃液ガラス固化設備の【◇2 】

ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の固

化セル移送台車上の重量計の信号が固化

ガラス１本分の質量になると発信する信

号により，流下ノズルの加熱を停止し，

さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供

給用弁を開とし，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を供給

し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停

止系を設ける設計とする。⑤-10,⑪-1 

 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上

重要な流下停止系は，それを構成する動

的機器の単一故障を仮定しても溶融ガラ

スの流下停止機能を確保するように，弁

を多重化する設計とする。◇1 ,◇20  
 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上

重要な流下停止系は，その他再処理設備

の附属施設の非常用所内電源系統に接続

する設計とする。◇1 ,◇20  
 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス

溶融炉等は，保守・補修を考慮した設計

とする。また，保守・補修が容易かつ短

期間にできて放射線業務従事者の線量を

可能な限り低くするように，保守用の室

を適切な位置に配置するとともに，保

守・補修に使用するクレーン等の機器を

適切に配置する設計とする。◇1 ,◇26  
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高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混

合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高

レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給

槽）は，廃液かくはん用にかくはん装置

を設ける設計とする。⑤-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．高レベル廃液調整槽 

(ａ) 高レベル廃液混合槽 

高レベル廃液混合槽は，内包する廃液

の崩壊熱を除去するため独立した２系列

の冷却コイルを設置し，その他再処理設

備の附属施設の安全冷却水系から冷却水

を適切に供給する設計とする。さらに，

【◇23 】廃液かくはん用にかくはん装置を

設ける。【⑤-11】また，高レベル廃液

混合槽は，廃液の放射線分解により発生

する水素を希釈するために，その他再処

理設備の附属施設の安全圧縮空気系から

空気を適切に供給する設計とする。

【◇24 】高レベル廃液混合槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。◇1 ,◇18  
(ｂ) アルカリ濃縮廃液中和槽 

アルカリ濃縮廃液中和槽は，廃液かく

はん用にかくはん装置を設ける。【⑤-

11】また，アルカリ濃縮廃液中和槽は，

必要に応じて廃液を中和等の処理ができ

る設計とする。◇1  

 

ｂ．高レベル廃液供給液槽 

(ａ) 供給液槽 

供給液槽は，内包する廃液の崩壊熱を

除去するため，独立した２系列の冷却コ

イルを設置し，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系から冷却水を適切に

供給する設計とする。さらに，【◇23 】廃

液かくはん用にかくはん装置を設ける。

【⑤-11】また，供給液槽は，廃液の放

射線分解により発生する水素を希釈する

ために，その他再処理設備の附属施設の

安全圧縮空気系から空気を適切に供給す

る設計とする。【◇24 】供給液槽は，液温

の監視用に温度計を設ける。供給液槽

は，ガラス溶融炉へ供給する高レベル廃

液の供給量監視用に液位計を設ける。

◇1 ,◇18  
(ｂ) 供 給 槽 

供給槽は，内包する廃液の崩壊熱を除

去するため，独立した２系列の冷却コイ

ルを設置し，その他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系から冷却水を適切に供

給する設計とする。さらに，【◇23 】廃液

かくはん用にかくはん装置を設ける。

【⑤-11】また，供給槽は，廃液の放射

線分解により発生する水素を希釈するた

めに，その他再処理設備の附属施設の安

全圧縮空気系から空気を適切に供給する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

高レベル廃液ガラス固化設

備の構成に合わせ基本設

計方針の記載を適正化。 
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ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改

善を図るため，棒状の装置を炉の上部か

ら流下ノズル内部に挿入できる設計とす

る。⑤-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。【◇24 】供給槽は，液温の監

視用に温度計を設ける。◇1 ,◇18  
 

ｃ．ガラス溶融炉 

ガラス溶融炉は，耐火レンガの組積構

造により溶融槽を構成し，その外側をス

テンレス鋼製のケーシングで覆う構造と

する。◇1 ,◇3 ,◇15  
高レベル廃液又は模擬廃液及びガラス

原料は，ガラス溶融炉内へ投入し，炉内

に設置した電極を介してガラスに直接電

流を流すことによって発生するジュール

熱によりガラスを加熱溶融する。ガラス

溶融炉内の溶融ガラスは，ガラス溶融炉

下部の流下ノズルを加熱することにより

ガラス固化体容器に注入する。◇1  

ガラス溶融炉は，溶融ガラスの監視用

に耐火レンガ内部に温度計を設ける。ま

た，ガラス原料供給量の監視用に供給量

積算計を設ける。◇1 ,◇18  
ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の

重量計により流下ガラス質量を監視する

とともに，流下ガラスがガラス固化体容

器以外に流下することを防止するため，

【⑪-2】流下停止系を設ける設計とす

る。◇2  

 

ガラス溶融炉は，クレーン等により遠

隔で保守可能な設計とする。◇1 ,◇26  
ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改

善を図るため，棒状の装置を炉の上部か

ら流下ノズル内部に挿入できる構造とす

る。⑤-12 

また，製造するガラス固化体の概要

は，以下のとおりである。 

質 量 ガラス固化体質量 

約 500ｋｇ／本 

固化ガラス質量  約 400ｋｇ／本 

寸法外径 約 430ｍｍ 

高 さ  約 1,340ｍｍ 

容器肉厚  約６ｍｍ 

発熱量  約 2.3ｋＷ／本 

材 料  固化ガラス 

ほうけい酸ガラス 

容 器  ステンレス鋼◇1 ,◇3  

なお，ガラス固化体の発熱量は，高レ

ベル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶

融炉への高レベル廃液及びガラス原料の

供給量の変動並びにガラス固化体容器へ

のガラス注入量の変動を考慮すると目標
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なお，固化セル移送台車，ガラス固化

体検査室天井クレーン等については，ガ

ラス固化体を搬送する能力として必要な

容量を有する設計とする。また，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。⑫-1 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，ガラス固化体の落下防止のため，つ

りワイヤを二重化し，フックに脱落防止

機構を施すとともに，電源喪失時にもつ

り荷を保持できるフェイルセイフ機能を

有する構造とする。さらに，ガラス固化

体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき

るインターロックを設ける設計とする。 

⑫-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ

／本以下を目標としてガラス固化体を製

造する場合，製造されるガラス固化体の

発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最

大値としては 2.8ｋＷ／本となるような

設計とする。⑤-13 

ガラス固化体概要図を第 7.4－３図に

示す。◇4  

ｄ．固化セル移送台車 

固化セル移送台車は，ガラス固化体が

転倒しない構造とするとともに，遠隔自

動運転とし，運転を安全かつ確実に行う

ため，【◇28 】逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。⑫-1 

ｅ．溶 接 機 

溶接機は，ガラス固化体内容物の飛散

防止等の物理的閉じ込め機能を確保する

ため，固化セル内でガラス固化体容器に

ふたを溶接する装置である。◇1  

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セル

からつり上げ，ガラス固化体の表面の除

染を行う装置である。【◇1 】除染装置の

ガラス固化体のつり上げ機構は，ガラス

固化体の落下防止のため，つりワイヤを

二重化し，フックに脱落防止機構を施す

とともに，電源喪失時にもつり荷を保持

できるフェイルセイフ機構を有する構造

とする。【⑫-2】さらに，除染装置のガ

ラス固化体のつり上げ機構は，【◇28 】ガ

ラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に

制限できるインターロックを設け【⑫-

2】，万一のガラス固化体の落下によっ

てもガラス固化体容器に著しい損傷を与

えない設計とする。◇1 ,◇28  
また，除染装置のガラス固化体のつり

上げ機構は，遠隔自動運転とし，運転を

安全かつ確実に行うため，【◇28 】逸走防

止のインターロックを設ける。⑫-1 

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーンは，

ガラス固化体の落下防止のため，つりワ

イヤを二重化し，フックに脱落防止機構

を施すとともに，電源喪失時にもつり荷

を保持できるフェイルセイフ機構を有す

る構造とする。⑫-2 

さらに，ガラス固化体検査室天井クレ

ーンは，収納管外での【◇28 】ガラス固化

体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき

るインターロックを設け【⑫-2】，万一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-13（P18へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-1（P23から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ガラス固化体検査室天井クレーン等」

とは高レベル廃液ガラス固化設備のク

レーンである「ガラス固化体検査室天

井クレーン」及び 「除染装置（つり上
げ機構）」を指すが，ここでは，高レベ

ル廃液ガラス固化設備のクレーンの総

称として記載。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

「第 1章 共通項目 9.4 搬

送設備」の設計方針を展開，

高レベル廃液ガラス固化設

備における搬送設備の記載

を明確化。 
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「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及

び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の同時発生を仮定する高レベル

廃液混合槽，供給液槽及び供給槽を常設

重大事故等対処設備として位置付け，重

大事故等が発生した場合において，当該

貯槽等からの放射性物質の漏えいを防止

できる設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及

び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の同時発生を仮定する高レベル

廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，同

時に発生するおそれがある冷却機能の喪

失による蒸発乾固及び放射線分解により

発生する水素による爆発による温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重に対して，重

大事故等への対処に必要な機能を損なわ

ない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及

び「放射線分解により発生する水素によ

る爆発」の同時発生を仮定する高レベル

廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，

「放射線分解により発生する水素による

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のガラス固化体の落下によってもガラス

固化体容器に著しい損傷を与えない設計

とする。◇1 ,◇28  
また，ガラス固化体検査室天井クレー

ンは，遠隔自動運転とし，運転を安全か

つ確実に行うため，【◇28 】逸走防止のイ

ンターロックを設ける。⑫-1 

ｈ．ガラス固化体検査装置 

(ａ) ガラス固化体外観検査装置 

ガラス固化体外観検査装置は，テレビ

カメラによりガラス固化体の外観観察及

び標識読取りを行う装置である。◇1  

(ｂ) ガラス固化体表面汚染検査装置 

ガラス固化体表面汚染検査装置は，ガ

ラス固化体の表面にろ紙を押しつけるこ

とによりスミヤサンプルを採取する装置

である。◇1  

(ｃ) ガラス固化体閉じ込め検査装置 

ガラス固化体閉じ込め検査装置は，ガ

ラス固化体を容器内に収納し，容器内を

吸引することによりガラス固化体の閉じ

込め性を検査する装置である。◇1  

 

7.4.2.5 試験・検査 

安全上重要な流下停止系の冷却空気供

給用弁は，定期的に開閉の作動状況を確

認する。◇26  
安全上重要な高レベル廃液混合槽等の

機器は，据付け検査，外観検査等の品質

保証活動のもとに据付けを行う。◇26  
 

7.4.2.6 評 価 

(１) 閉じ込め 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要な

槽類は，腐食し難いステンレス鋼を用

い，かつ，接液部は溶接構造等とし，

【◇27 】ガラス溶融炉は，溶融槽を耐火レ

ンガで構成し，漏えいし難い設計とす

る。【◇23 】さらに，これらの機器は，気

体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガラ

ス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備に

より負圧を維持する設計とするので閉じ

込め機能を確保できる。◇19  
高レベル廃液ガラス固化設備の主要機

器を収納するセルの床には，漏えい検知

装置を備えた漏えい液受皿を設置し，漏

えいした廃液を液体廃棄物の廃棄施設の

高レベル廃液共用貯槽等に移送する設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-1（P22へ） 
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爆発」の発生を仮定する機器における水

素濃度ドライ換算12vol％での水素爆発に

伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影

響を考慮しても，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合においても，常設重大事故等対処

設備である「冷却機能の喪失による蒸発

乾固」及び「放射線分解により発生する

水素による爆発」の同時発生を仮定する

高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給

槽は，第１章共通項目の「9.2 重大事故

等対処設備」の「9.2.7 地震を要因とす

る重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計と

する。 

常設重大事故等対処設備である「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射

線分解により発生する水素による爆発」

の同時発生を仮定する高レベル廃液混合

槽，供給液槽及び供給槽は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる高レベル廃

液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）

等により，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射

線分解により発生する水素による爆発」

の同時発生を仮定する高レベル廃液混合

槽，供給液槽及び供給槽は，配管の全周

破断に対して，適切な材料を使用するこ

とにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）によ

り重大事故等への対処に必要な機能を損

なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射

線分解により発生する水素による爆発」

の同時発生を仮定する高レベル廃液混合

槽，供給液槽及び供給槽は，内部発生飛

散物の影響を受けない場所に設置するこ

とにより，重大事故等への対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とするので，万一の放射性廃液の漏えい

を想定してもその拡大を防止できる。◇23  
(２) 火災及び爆発の防止 

高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射

性物質を内包する機器は，その他再処理

設備の附属施設の安全圧縮空気系から空

気を適切に供給し，廃液の放射線分解に

より発生する水素を可燃限界濃度未満に

抑制する設計とし，さらに，これらの機

器を接地し，着火源を排除する設計とす

るので，爆発を防止できる。◇24  
(３) 崩壊熱除去 

高レベル廃液混合槽等の高濃度の放射

性物質を内包する機器は，適切な冷却系

を設置し，その他再処理設備の附属施設

の安全冷却水系から冷却水を適切に供給

する設計とするので，崩壊熱を除去でき

る。◇23  
(４) 外部電源喪失 

安全上重要な流下停止系は，その他再

処理設備の附属施設の非常用所内電源系

統に接続する設計とするので，外部電源

喪失時に溶融ガラスの流下停止機能を確

保できる。◇20  
(５) 単一故障 

安全上重要な流下停止系は，それらを

構成する動的機器を多重化する設計とす

るので，単一故障を仮定しても溶融ガラ

スの流下停止機能を確保できる。◇20  
(６) 落下防止 

ガラス固化体検査室天井クレーン等

は，つりワイヤの二重化等を行い，ま

た，固化セル移送台車等は，逸走防上の

インターロックの設置等を行う設計とす

るので，ガラス固化体の落下及び転倒を

防止できる。◇28  
また，ガラス固化体検査室天井クレー

ン等は，ガラス固化体を必要以上の高さ

につり上げないインターロックを設ける

設計とするので，万一のガラス固化体の

落下によっても，ガラス固化体容器に著

しい損傷を与えることはない。◇28  
(７) 試験及び検査 

安全上重要な流下停止系は，定期的に

試験及び検査ができる。◇26  
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5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピッ

ト，トレンチ移送台車，ガラス固化体検

査室パワーマニプレータ，ガラス固化体

検査室収納架台，ガラス固化体受入れク

レーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーン，冷却空気入口シャフト及

び冷却空気出口シャフトで構成する。 

⑥-1 

(ｂ) ガラス固化体貯蔵設備 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピ

ット １ 基 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構 成 収納管 45 本□1  

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の貯蔵

ピット ４ 基 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構 成 収納管 80 本／基□1  

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の貯蔵

ピット ４ 基 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構 成 収納管 140 本／基□1  

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーン １ 台 

種 類 遮蔽容器付床面走行形□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 ガラス固化体貯蔵設備 

7.4.3.1 概 要 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体

貯蔵建屋に設置するガラス固化体貯蔵設

備で構成する。ガラス固化体貯蔵設備

は，高レベル廃液ガラス固化設備にて製

造したガラス固化体を受け入れ，保管廃

棄する設備である。◇1  

7.4.3.2 設計方針 

(１) 崩壊熱除去 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体から発生する崩壊熱によるガラス固化

体及び構造物の過度の温度上昇を防止で

きる設計とする。①-2,④-2 

(２) 貯蔵容量 

ガラス固化体貯蔵設備は，適切な貯蔵

容量を有する設計とする。◇2  

(３) 落下防止 

 ガラス固化体貯蔵設備のガラス固化体

受入れクレーン及び第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレーンは，ガラス固化

体の落下を防止できる設計とし，トレン

チ移送台車はガラス固化体の転倒を防止

できる設計とする。◇28  
 また，万一のガラス固化体の落下によ

っても，ガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇28  
 

7.4.3.3 主要設備の仕様 

ガラス固化体貯蔵設備の主要設備の仕

様を第7.4－２表に示す。◇4  

ガラス固化体貯蔵設備概要図として，

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟を第7.4

－４図(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建

屋西棟を第7.4－４図(2)に示す。【◇4 】

また，貯蔵ピット概要図として，第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋東棟を第7.4－５図

(1)に，第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

を第7.4－５図(2)に示す。◇4  

 

7.4.3.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピッ

ト，トレンチ移送台車，ガラス固化体受

入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建

屋床面走行クレーン，冷却空気入口シャ

フト及び冷却空気出口シャフトで構成す

る。⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2,④-2（P26へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設備の

ため。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

ガラス固化体貯蔵設備の構

成に合わせ基本設計方針の

記載を適正化。 
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ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化設備からガラス固化体を受

け入れる設計とする。ガラス固化体は，

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス固

化体検査室天井クレーンにより高レベル

廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピットに搬

送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台

車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払

い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋か

ら払い出したガラス固化体は，ガラス固

化体受入れクレーンを用いて，トレンチ

移送台車から取り出す。取り出したガラ

ス固化体は，第１ガラス固化体貯蔵建屋

床面走行クレーンにより第１ガラス固化

体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯

蔵する設計とする。⑥-2 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体から発生する崩壊熱によるガラス固化

体及び構造物の過度の温度上昇を防止す

るため，冷却空気を冷却空気入口シャフ

トから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラ

ス固化体からの崩壊熱により生じる通風

力によって、収納管と通風管の間の円環

流路を上昇しながらガラス固化体の崩壊

熱を除去する。【①-2,④-2】崩壊熱を除

去した空気は，十分な通風力を与える高

さの冷却空気出口シャフト排気口から大

気中へ放出する設計とし，これらによっ

てガラス固化体及び構造物の温度を適切

に維持する設計とする。①-4,④-4 

 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラ

ス固化体からの崩壊熱が適切に除去され

ていることを確認するため，冷却空気の

温度を監視する設計とする。①-3,④-3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃

液ガラス固化設備からガラス固化体を受

け入れる。ガラス固化体は，高レベル廃

液ガラス固化設備のガラス固化体検査室

天井クレーンにより高レベル廃液ガラス

固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵

するか，又はトレンチ移送台車により第

１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高

レベル廃液ガラス固化建屋から払い出し

たガラス固化体は，ガラス固化体受入れ

クレーンを用いて，トレンチ移送台車か

ら取り出す。取り出したガラス固化体

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建

屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する。

⑥-2 

ガラス固化体貯蔵設備の貯蔵容量は，

約8,200本である。◇15  
 

 (２) 主要設備 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体からの崩壊熱により生じる通風力によ

って流れる冷却空気により適切に崩壊熱

を除去する設計とする。①-2,④-2 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化

体からの崩壊熱が適切に除去されている

ことを確認するため，冷却空気の温度を

監視する設計とする。①-3,④-3 

 

ａ．貯蔵ピット 

貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持

架構及びプレナム形成板で構成し，ガラ

ス固化体のもつ閉じ込め機能を維持する

ために，ガラス固化体を収納管内に収納

し，【◇1 】収納管と通風管の間に冷却空

気を流す構造とする。①-2,④-2 

 

冷却空気は，高さ約29ｍ（高レベル廃

液ガラス固化建屋）及び高さ約25ｍ（第

１ガラス固化体貯蔵建屋）の【◇15 】冷却

空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部

に流入し，円環流路を上昇しながらガラ

ス固化体から発生する崩壊熱を除去す

る。【①-2,④-2】この崩壊熱を除去し

た空気は，十分な通風力を与える高さ約

35ｍ【◇15 】の冷却空気出口シャフト排気

口から大気中へ放出する。①-4,④-4 

29℃を外気温とし，2.3ｋＷのガラス

固化体が全数収納された状態でのガラス

固化体の温度は，次のとおりとなる設計

とする。◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物を貯蔵する設備は、放

射性廃棄物が漏えいし難い設計とす

る。また，崩壊熱及び放射線の照射

により発生する熱に耐え，かつ，放

射性廃棄物に含まれる化学薬品の影

響及び不純物の影響により著しく腐

食しない設計とする。【40条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2,④-2（P15,25か

ら） 

 

 

 

①-4,④-4（P1,3から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

基本設計方針の記載に合

わせ記載を適正化。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

漏えいし難い設計につ

いては，第 10 条（閉じ

込めの機能），著しく腐

食しない設計について

は，第 17 条（材料及び

構造）にて記載する。 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピッ

ト 

ガラス固化体容器表面温度 約 270℃ 

ガラス固化体中心温度 約 410℃ 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット 

ガラス固化体容器表面温度 約 280℃ 

ガラス固化体中心温度 約 420℃ 

この場合，冷却空気の円環流路出口温

度は，それぞれ約75℃，約90℃である。 

◇1  

また，発熱量の経年変化を考慮して

も，冷却空気流量の減少割合に比較し，

ガラス固化体の崩壊熱量減少割合の方が

大きいため，ガラス固化体の温度が上昇

することはない。◇1  

なお，ガラス固化体からの崩壊熱が適

切に除去されていることを確認するた

め，冷却空気入口，出口温度監視用に冷

却空気入口シャフト，冷却空気出口シャ

フトに温度計を設ける。◇1 ,◇18  
また，収納管は，気体廃棄物の廃棄施

設の換気設備に接続し，収納管内を負圧

に維持する。【◇19 】貯蔵ピットは，ガラ

ス固化体貯蔵においてガラス固化体容器

が機械的強度上十分耐え得るたて積み９

段以下の設計とする。◇1 ,◇15  
 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵区域の

天井等のコンクリート温度が65℃を超え

ないように断熱材及び貯蔵区域側壁部に

空気流路を設けるとともに，上部及び下

部プレナム部での空気流路を形成するプ

レナム形成板を設ける設計とする。◇1  

収納管及び通風管は，使用環境を考慮

し，防食処理（アルミニウム溶射）した

炭素鋼を用いる設計とする。◇1 ,◇15  
 

収納管は，万一のガラス固化体の落下

時にも，収納管とガラス固化体との間隙

を小さくすることにより，収納管内の空

気が間隙から排出されにくく，収納管内

の空気による圧縮抵抗が働き，ガラス固

化体の落下速度，落下衝撃を減少させる

効果が働くような設計とする。◇1 ,◇3  

また，収納管の底部には衝撃吸収体を

兼ねたガラス固化体受台を設置し，万一

のガラス固化体落下時にもガラス固化体

容器に著しい損傷を与えないようにする

とともに，収納管の機能を失うような損

傷を生じない設計とする。◇1 ,◇3  

収納管は，貯蔵区域の天井スラブで懸
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トレンチ移送台車，ガラス固化体受入

れクレーン等については，ガラス固化体

を搬送する能力として必要な容量を有す

る設計とする。また，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。⑫-3 

ガラス固化体受入れクレーン等につい

ては，ガラス固化体の落下防止のため，

つりワイヤを二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持できるフェイルセイフ機能

を有する構造とする。さらに，ガラス固

化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限で

きるインターロックを設ける設計とす

る。⑫-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架支持し，通風管は，貯蔵ピットの支持

架構で固定支持する。収納管と通風管と

の間にはスペーサを設け地震時の収納管

の荷重をスペーサを介して支持架構で支

持する構造とする。さらに，支持架構

は，高レベル廃液ガラス固化建屋又は第

１ガラス固化体貯蔵建屋の側面に固定す

る。◇1 ,◇3  

なお，収納管に顕著な変化がないこと

を確認するために，収納管等の目視等に

よる観察が可能な措置を講ずる。◇1 ,◇26  
 

ｂ．トレンチ移送台車 

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器

は，その中にガラス固化体１本を収納で

きる構造とする。◇1 ,◇29  
 トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガ

ラス固化体の側面に沿うガイドを設けガ

ラス固化体が転倒しない構造とするとと

もに，遠隔自動運転とし，運転を安全，

かつ，確実に行うため，【◇28 】逸走防止

のインターロックを設ける。⑫-3 

 

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

 ガラス固化体受入れクレーンは，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイヤ

を二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保

持できるフェイルセイフ機構を有する構

造とする。⑫-4 

 さらに，ガラス固化体受入れクレーン

は，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ

以内に制限できるインターロックを設け

【⑫-4】，万一のガラス固化体の落下に

よってもガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。◇1 ,◇28  
 また，ガラス固化体受入れクレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か

つ，確実に行うため，【◇28 】逸走防止の

インターロックを設ける。⑫-3 

 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーン 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンに設置する遮蔽容器は，ガラス固

化体３本，収納管プラグ等を収納できる

構造とする。◇1 ,◇29  
 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク

レーンは，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱

落防止機構を施すとともに，電源喪失時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-3（P29から） 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-4（P29から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ガラス固化体受入れクレーン等」とは

ガラス固化体貯蔵設備のクレーンであ

る「ガラス固化体受入れクレーン」，「ガ

ラス固化体検査室パワーマニプレー

タ」及び 「第１ガラス固化体貯蔵建屋
床面走行クレーン」を指すが，ここで

は，ガラス固化体貯蔵設備のクレーン

の総称として記載。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

「第 1章 共通項目 9.4 搬

送設備」の設計方針を展開，

ガラス固化体貯蔵設備にお

ける搬送設備の記載を明確

化。 
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にもつり荷を保持できるフェイルセイフ

機構を有する構造とする。【⑫-4】さら

に，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンは，収納管外での【◇28 】ガラス

固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限

できるインターロックを設け【⑫-4】，

万一のガラス固化体の落下によってもガ

ラス固化体容器に著しい損傷を与えない

設計とする。◇1 ,◇28  
 また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンは，遠隔自動運転とし，運

転を安全，かつ，確実に行うため，

【◇28 】逸走防止のインターロックを設け

る。⑫-3 

 

ｅ．冷却空気入口シャフト及び冷却空気

出口シャフト 

冷却空気入口シャフト及び冷却空気出

口シャフトは，高レベル廃液ガラス固化

建屋又は第１ガラス固化体貯蔵建屋と一

体構造とし，建屋の側面に設ける。

◇1 ,◇3  

冷却空気出口シャフトは，ガラス固化

体の崩壊熱を除去できる十分な冷却空気

の風量を与える高さとする。◇1 ,◇3  

なお，冷却空気出入口シャフトの開口

部には異物の侵入を防止する措置を講ず

るとともに，入口シャフト底部について

は目視等による観察及び必要に応じ，じ

んあい等の除去が可能な措置を講ずる。 

◇1 ,◇26  
 

7.4.3.5  試験・検査 

 安全上重要な収納管及び通風管は，据

付け検査，外観検査等の品質保証活動の

もとに据付けを行う。◇26  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-4（P28へ） 

 

 

 

⑫-4（P28へ） 

 

 

 

 

 

 

 

⑫-3（P28へ） 
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5.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

 

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レ

ベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑

固体廃棄物処理系及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理系で構成す

る。⑦-2 

 

 

 

 

5.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及

び固化装置は，各１系列で構成する。低

レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備から発

生する低レベル濃縮廃液を処理すること

が可能な能力を有する設計とする。⑦-3 

 

(ｃ) 低レベル固体廃棄物処理設備 

乾燥装置 １ 基 

材 料 ニッケル基合金□1  

 

熱分解装置 １ 基 

材 料 ニッケル基合金（乾留部） 

ステンレス鋼（粉体抜出し部）□1  

 

焼却装置 １ 基 

材 料 炭素鋼（ケーシング） 

耐火物（炉材）□1  

 

圧縮減容装置 １ 基□1  

 

固化装置 １ 基□1  

 

切断装置 ４ 台（ＣＢ用） 

３ 台（ＢＰ用）□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4  低レベル固体廃棄物処理設備 

7.4.4.1   概    要 

 低レベル固体廃棄物処理設備は，低レ

ベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑

固体廃棄物処理系及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理系で構成す

る。⑦-2 

低レベル固体廃棄物処理設備系統概要

図を第7.4－６図に示す。◇4  

 

 

7.4.4.2  低レベル濃縮廃液処理系 

7.4.4.2.1  概  要 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備か

ら発生する低レベル濃縮廃液を処理する

系である。◇1  

 

7.4.4.2.2 設計方針 

 (１) 閉じ込め 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，

固化装置等の放射性物質を内包する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏

えいし難い構造とするとともに，万一液

体状の放射性物質が漏えいした場合にも

漏えいの拡大を防止し安全に処置できる

設計とする。◇23  
 (２) その他  

低レベル濃縮廃液処理系のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に伴う設備は，再

処理設備本体の運転開始に先立ち使用で

きる設計とする。◇17  
 

7.4.4.2.3  主要設備の仕様 

 低レベル濃縮廃液処理系の主要設備の

仕様を第7.4－３表に示す。◇4  

 また，乾燥装置概要図を第7.4－７図

に示す。◇4  

 なお，低レベル濃縮廃液処理系のうち

使用済燃料の受入れ及び貯蔵に伴う設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる。◇17  
 

7.4.4.2.4  系統構成及び主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及

び固化装置は，各１系列で構成する。低

レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備から発

生する低レベル濃縮廃液を処理すること

が可能な能力を有する。⑦-3 

 

 

固体廃棄物処理設備は，廃棄物の種

類に応じて，濃縮廃液を乾燥・造粒

固化する減容固化設備及び固化材と

混練して固化するセメント混練固化

装置（東海，東海第二発電所共用

（以下同じ。）），可燃性雑固体廃

棄物及び使用済樹脂並びに廃スラッ

ジを焼却する雑固体廃棄物焼却設備

（東海，東海第二発電所共用（以下

同じ。）），不燃性雑固体廃棄物を

溶融・焼却する雑固体減容処理設備

（東海，東海第二発電所共用（以下

同じ。））で処理する設計とする。 

 

 

 

セメント混練固化装置，雑固体廃

棄物焼却設備，雑固体減容２処理設

備及び固体廃棄物作業建屋は，東海

発電所と共用とするが，その処理量

は東海第二発電所及び東海発電所に

おける合計の予想発生量を考慮する

ことで安全性を損なわない設計とす

る。 

 

 

放射性廃棄物を処理する設備は，

放射性廃棄物が漏えいし難い又は放

射性廃棄物を処理する過程において

散逸し難い構造とし，かつ，放射性

廃棄物に含まれる化学薬品の影響及

び不純物の影響により著しく腐食し

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備

構成の相違のため。 

（以下同様） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

固体廃棄物処理設備については，一部

類似した設備もあるが，発電炉と再処理

施設では設備構成に相違があるため。 
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低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第１低レベル廃液処理系から発生する低

レベル濃縮廃液を，乾燥装置へ連続供給

して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶

又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣とい

う｡）に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯

蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第

１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じ

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系へ移送する設計とする。また，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃

液処理系から発生する低レベル濃縮廃液

を，固化装置へ供給し固化材と混合した

後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯

蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１

貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レ

ベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とす

る。⑦-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 系統構成 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄

物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の

第１低レベル廃液処理系から発生する低

レベル濃縮廃液を，乾燥装置（蒸発温

度：約100℃）【◇22 】へ連続供給して乾

燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角

型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡）に

詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャン

ネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵

系へ移送する。また，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生

する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供

給し固化材と混合した後，ドラム缶内に

固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第

２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系

へ移送する。⑦-4 

 乾燥装置から発生する廃ガスは，気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備へ移送する。◇1 ,◇19  
 

(２) 主要設備 

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，

固化装置等の放射性物質を内包する機器

は，ニッケル基合金又はステンレス鋼を

用い，接液部は溶接構造等の設計とす

る。【◇27 】液体状の放射性物質を内包す

る主要設備を収納する室の床には，漏え

い検知装置を備えたステンレス鋼製又は

樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えい

した液体状の放射性物質は，適切に移送

する設計とする。◇1 ,◇23  
 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置等

は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

ス処理設備に接続する設計とする。

【◇19 】また，乾燥装置は，加熱蒸気温度

等を測定し，運転状態を監視する設計と

する。◇1 ,◇18  
 

7.4.4.2.5  試験・検査 

 低レベル濃縮廃液処理系は，中央制御

室及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の制御盤等でその状態を監

視する。◇18 ,◇30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統

及び放射性廃棄物を処理し，又は貯

蔵する設備に係る主要な機械又は器

具の動作状態を正確，かつ迅速に把

握できるようポンプの運転停止状態

及び弁の開閉状態等を表示灯により

監視できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

監視装置について

は，「第 20条：計測制

御系統施設」，「第 23

条：制御室」にて記載

する。 
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5.3.3.2 廃溶媒処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理

することが可能な能力を有する設計とす

る。⑦-5 

 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，

水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置

へ供給してりん酸と可燃性ガスに熱分解

する設計とする。りん酸は，熱分解と同

時に水酸化カルシウムで中和し熱分解生

成物として熱分解装置から抜き出し，圧

縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２

貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送す

る設計とする。また，可燃性ガスは，燃

焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガス

は，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4.3 廃溶媒処理系 

7.4.4.3.1  概  要 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒回収設備から発生する廃溶媒を

処理する系である。◇1  

 

7.4.4.3.2  設計方針 

(１) 閉じ込め 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性

物質を内包する機器は，腐食し難い材料

を使用し，かつ，漏えいし難い構造とす

るとともに，万一液体状の放射性物質が

漏えいした場合にも漏えいの拡大を防止

し安全に処置できる設計とする。◇23  
  

(２) 火災及び爆発の防止 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒

を取り扱う機器は，廃溶媒による火災を

適切に防止できる設計とするとともに燃

焼装置等の可燃性ガスを取り扱う機器

は，可燃性ガスによる火災及び爆発を適

切に防止できる設計とする。◇24  
 

7.4.4.3.3  主要設備の仕様 

廃溶媒処理系の主要設備の仕様を第

7.4－４表に示す。◇4  

また，熱分解装置概要図を第7.4－８

図に示す。◇4  

 

7.4.4.3.4  系統構成及び主要設備 

 廃溶媒処理系は，１系列で構成する。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設

の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理

することが可能な能力を有する。⑦-5 

 

(１) 系統構成 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施

設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，

水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置

へ供給してりん酸と可燃性ガスに熱分解

（約450℃）【◇22 】する。りん酸は，熱

分解と同時に水酸化カルシウムで中和し

熱分解生成物として熱分解装置から抜き

出し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

へ移送する。また，可燃性ガスは，燃焼

装置（約900℃）【◇22 】へ導いて燃焼

し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射性廃棄物処理設備及び放射性廃

棄物貯蔵設備において，崩壊熱が発

生し，火災事象に至るような放射性

廃棄物を貯蔵しない設計とする。ま

た，放射性物質を含んだ使用済イオ

ン交換樹脂，チャコールフィルタ及

び HEPAフィルタは，固体廃棄物とし

て処理を行うまでの間，金属容器や

不燃シートに包んで保管する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

火災に関する事項につ

いては，「第 11条及び

35条：火災等による損

傷の防止」にて記載す

る。 
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ス処理設備へ移送する設計とする。⑦-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，熱分解装置は，窒素ガスを供給

することにより，廃溶媒を不活性な雰囲

気下で熱分解する設計とする。また，熱

分解装置は，外部ヒータを適切に制御す

るとともにその内部温度を測定し，運転

状態を監視する設計とする。⑦-7 

 

燃焼装置は，その内部温度を測定し，

燃焼状態を監視する設計とするととも

に，耐火物を内張りし，装置外面におけ

る過度の温度上昇を防止する設計とす

る。⑦-8 

 

 

 

 

 

5.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送す

る。⑦-6 

 

(２) 主要設備 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性

物質を内包する機器は，ステンレス鋼，

炭素鋼又はニッケル基合金を用い，接液

部は溶接構造等の設計とする。【◇27 】ま

た，液体状の放射性物質を内包する主要

設備を収納する室の床には，漏えい検知

装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製

の漏えい液受皿を設置し，漏えいした液

体状の放射性物質は，適切に移送する設

計とする。◇1 ,◇23  
 廃溶媒処理系の熱分解装置等は, 気体

廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備に接続する設計とする。◇1 ,◇19  
 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒

を取り扱う機器は，接地するとともに，

電動機等は，防爆構造とし，着火源を適

切に排除する設計とする。◇1 ,◇24  
ａ．熱分解装置 

 熱分解装置は，窒素ガスを供給するこ

とにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で

熱分解する設計とする。また，熱分解装

置は，外部ヒータを適切に制御するとと

もにその内部温度を測定し，運転状態を

監視する設計とする。⑦-7 

ｂ．燃焼装置 

 燃焼装置は，その内部温度を測定し，

燃焼状態を監視する設計とするととも

に，耐火物を内張りし，装置外面におけ

る過度の温度上昇を防止する設計とす

る。⑦-8 

 

7.4.4.3.5  試験・検査 

 廃溶媒処理系は，中央制御室の制御盤

等でその状態を監視する◇18 ,◇30  
 

7.4.4.4  雑固体廃棄物処理系 

7.4.4.4.1  概  要 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する紙，フィルタ，ポンプ等の雑固

体を焼却若しくは圧縮減容又はそのまま

取り扱う系である。◇1  

 

7.4.4.4.2  設計方針 

 (１) 閉じ込め 

 雑固体廃棄物処理系の焼却装置等の放

射性物質を内包する機器は，腐食し難い

材料を使用し，かつ，放射性物質が漏え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載を適正化。 
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雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成

する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設

から発生する雑固体を処理することが可

能な能力を有する設計とする。⑦-9 

 

 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する雑固体のうち焼却可能なものを

必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理

系の圧縮成型装置で圧縮成型した後，ド

ラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼

却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容

した後ドラム缶等に詰め，又は，そのま

まドラム缶等に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必

要に応じチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン貯蔵系へ移送する設計とす

る。⑦-10 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処

理設備の油分除去系から発生する廃活性

炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした

後，ドラム缶に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送

する設計とする。⑦-11 

ただし，雑固体のうち，よう素フィル

タは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯

蔵系に貯蔵する設計とする。⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，焼却装置及びセラミックフィル

タは，耐火物を内張りし，機器外面にお

ける過度の温度上昇を防止する設計とす

る。⑦-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いし難い構造とする。◇23  
 

7.4.4.4.3  主要設備の仕様 

 雑固体廃棄物処理系の主要設備の仕様

を第7.4－５表に示す。◇4  

 

7.4.4.4.4  系統構成及び主要設備 

 雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成

する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設

から発生する雑固体を処理することが可

能な能力を有する。⑦-9 

 

(１) 系統構成 

 雑固体廃棄物処理系は，各種施設から

発生する雑固体のうち焼却可能なものを

必要に応じ焼却装置（約900℃）【◇22 】
で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で

圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，ま

た，雑固体のうち焼却しないものを圧縮

減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に

詰め，又は，そのままドラム缶等に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

へ移送する。⑦-10 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処

理設備の油分除去系から発生する廃活性

炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした

後，ドラム缶に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯

蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送

する。⑦-11 

ただし，雑固体のうち，よう素フィル

タは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯

蔵系に貯蔵する。⑦-12 

焼却装置から発生する廃ガスは，セラ

ミックフィルタを経て，気体廃棄物の廃

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送す

る。◇1 ,◇19  
(２) 主要設備 

雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセ

ラミックフィルタのケーシングは，炭素

鋼を用い，溶接構造等の漏えいし難い設

計とするとともに，【◇23 】気体廃棄物の

廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続

する設計とする。◇1 ,◇19  
また，焼却装置及びセラミックフィル

タは，耐火物を内張りし，機器外面にお

ける過度の温度上昇を防止する設計とす

る【⑦-13】とともに，焼却装置は燃焼
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5.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」

という。）は，２系列(一部１系列)で構

成する。ＣＢ・ＢＰ処理系は，使用済燃

料の貯蔵施設において，せん断前の処理

として，使用済燃料集合体から取り外し

たＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能

力を有する設計とする。⑦-14 

 

 

 

 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯

蔵設備において，せん断前の処理とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状態を監視する設計とする。◇1 ,◇18  
 

7.4.4.4.5  試験・検査 

 雑固体廃棄物処理系は，中央制御室の

制御盤等でその状態を監視する。◇18 ,◇30  
 

7.4.4.5  チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理系 

7.4.4.5.1  概  要 

 チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理系は，使用済燃料の貯蔵施設に

おいて，せん断前の処理として，使用済

燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰ

を処理する系(以下7.4では｢ＣＢ・ＢＰ

処理系｣という｡)である。◇1  

 

7.4.4.5.2  設計方針 

(１) 閉じ込め 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の第２ＣＢ切断装置

及び第２ＢＰ切断装置を設置する切断ピ

ットは，液体状の放射性物質が漏えいし

難い構造とするとともに万一の漏えいを

検知し，漏えいした液体状の放射性物質

を安全に処置できる設計とする。◇23  
 

7.4.4.5.3  主要設備の仕様 

 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要設備の仕様を

第7.4－６表に示す。◇4  

 なお，ＣＢ・ＢＰ処理系のうち第１Ｃ

Ｂ切断装置及び第１ＢＰ切断装置は，再

処理設備本体の運転開始から使用し，燃

料貯蔵プールに隣接する設備であるた

め，使用済燃料貯蔵中の安全性を損なう

ことのないよう使用済燃料の受入れ及び

貯蔵に必要な施設と同時に設置する。◇17  
 

7.4.4.5.4  系統構成及び主要設備 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は，２系列(一部１

系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処理系

は，使用済燃料の貯蔵施設において，せ

ん断前の処理として，使用済燃料集合体

から取り外したＣＢ・ＢＰを処理するこ

とが可能な能力を有する。⑦-14 

 

(１) 系統構成 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は,使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋及びチャンネルボックス・

バーナブルポイズン処理建屋に設置す

る。◇1  

 使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯

蔵設備において，せん断前の処理とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「CB・BP処理系」の定義を

追加。 
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て，使用済燃料集合体から取り外したＣ

Ｂ及びＢＰは，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び

第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯

蔵施設のプール水中で切断後, チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置

及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット

水中で更に切断し，収納容器に収納し

て，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃

棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計

とする。第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つ

に切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断

し，平板状にする設計とする。第１ＢＰ

切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に

分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒

本体をせん断する設計とする。⑦-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，切断ピットは，ピット水の水質

の維持・管理を図る設計とする。⑦-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹

脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系，第１低レベル廃棄物貯蔵系，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系

及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成す

る。⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 １式 

廃樹脂貯蔵系  

ハル・エンドピース貯蔵系  

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン貯蔵系  

第１低レベル廃棄物貯蔵系  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ

ル廃棄物貯蔵系  

第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ

燃料加工施設と共用） 

第１貯蔵系（廃棄物管理施設と共

用）  

第２貯蔵系  

て，使用済燃料集合体から取り外したＣ

Ｂ及びＢＰは，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び

第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯

蔵施設のプール水中で切断後, チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置

及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット

水中で更に切断し，収納容器に収納し

て，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃

棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン貯蔵系に移送する。第

１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，

第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状

にする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持

体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ

切断装置はＢＰ棒本体をせん断する。 

⑦-15 

 

(２) 主要設備 

 第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装

置を設置する切断ピットの内面は，液体

状の放射性物質の漏えいを防止するた

め，ステンレス鋼を内張りし，接液部は

溶接構造等の設計とする。また，切断ピ

ットに漏えい検知装置を設けるとともに

漏えいした液体状の放射性物質は，適切

に移送する設計とする。◇1 ,◇23  
切断ピットは，ピット水の水質の維

持・管理を図る設計とする。⑦-16 

また，第１切断装置及び第２切断装置

は，その運転状態を監視する設計とす

る。◇1 ,◇18  
 

7.4.4.5.5  試験・検査 

 ＣＢ・ＢＰ処理系は，中央制御室の制

御盤等でその状態を監視する。◇18 ,◇30  
 

7.4.5   低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1  概  要 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹

脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，

チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系，第１低レベル廃棄物貯蔵系，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系

及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成す

る。⑧-1 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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第４低レベル廃棄物貯蔵系□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用す

る。⑨-2 

 

7.4.5.2   設計方針 

(１) 閉じ込め 

 廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器

は，腐食し難い材料を使用し，かつ，漏

えいし難い構造とするとともに液体状の

放射性物質が漏えいした場合にも漏えい

の拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。◇23  
ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プー

ルは，液体状の放射性物質が漏えいし難

い構造とするとともに万一の漏えいを検

知し，漏えいした液体状の放射性物質を

安全に処置できる設計とする。◇23  
 

(２) 貯蔵等に関する考慮 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，適切

な貯蔵容量を有する設計とする。◇2  

 

(３) 共  用   

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１

貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生する雑固体の性状に対して再処

理施設で発生する雑固体と雑固体の種

類，表面線量当量率，質量その他の廃棄

物特性が同等のものであることを確認し

て保管する。ＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設から発生する雑固体を考慮

しても約５年分の貯蔵容量を有する設計

とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。◇2  

 

(４) その他 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。◇17  
 

7.4.5.3   主要設備の仕様 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設

備の仕様を第7.4－７表に示す。◇4  

 なお，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

うち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要

な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋），第１低レベル廃棄物貯蔵系，使

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P40へ） 
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低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種

施設から発生する低レベル固体廃棄物

（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンド

ピース，ＣＢ及びＢＰの処理物，低レベ

ル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，

雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設から発生する雑固

体を貯蔵する能力を有する設計とする。

⑧-2,⑨-1 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵

する設計とする。⑧-3 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラ

ム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵

室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とす

る。⑧-4 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.1 廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施

設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄

施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系，低レベル固体廃棄物貯

蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵する

ハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベ

ル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理

系から発生する廃樹脂及び廃スラッジ

を，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，そ

れぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建

屋に設置する設計とする。⑧-5 

 

 

5.3.4.2 ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施

設から発生するハル・エンドピース等を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系及び第２低レベル廃棄物貯蔵系

の第１貯蔵系は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用する。◇17  
 また，第２低レベル廃棄物貯蔵系は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄

物管理施設と共用する。⑨-2 

 

7.4.5.4 系統構成及び主要設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種

施設から発生する低レベル固体廃棄物

（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンド

ピース，ＣＢ及びＢＰの処理物，低レベ

ル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，

雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設から発生する雑固

体を貯蔵する能力を有する。⑧-2,⑨-1 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵

する設計とする。⑧-3 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラ

ム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵

室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とす

る。⑧-4 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，将来

必要に応じ増設を考慮する。◇5  

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備

は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用できる設計とする。◇17  
 

(１) 系統構成 

ａ．廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施

設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄

施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設廃液処理系，低レベル固体廃棄物貯

蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵する

ハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベ

ル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理

系から発生する廃樹脂及び廃スラッジ

を，それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋に設置する廃樹脂貯槽に貯蔵す

る系である。⑧-5 

 

 

ｂ．ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施

設から発生するハル・エンドピース等を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設

備が設置される発電用原子炉施設

は，固体状の放射性廃棄物をドラム

缶内に詰める，容器に入れる又はタ

ンク内に貯蔵することによる汚染拡

大防止措置を講じることにより，放

射性廃棄物による汚染が広がらない

設計とする。【40条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-2（P40へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P40へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ハル・エンドピース等」

とはハル・エンドピースを

含む燃料部材の総称として

示した記載であることから

許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「廃樹脂及び廃スラッジ，ハ

ル・エンドピース，ＣＢ及びＢ

Ｐの処理物，低レベル濃縮

廃液の処理物，廃溶媒の処

理物，雑固体の処理物等」

とは「廃樹脂及び廃スラッ

ジ，ハル・エンドピース，ＣＢ

及びＢＰの処理物，低レベ

ル濃縮廃液の処理物，廃溶

媒の処理物，雑固体の処理

物，そのまま容器に詰める

雑固体」のことを指すが，主

に取り扱う固体廃棄物は許

可の記載のとおりのため許

可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。  

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備

構成の相違のため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

汚染拡大防止措置につい

ては，第 10 条（閉じ込めの

機能）にて記載する。 
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詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系

であり，ハル・エンドピース貯蔵建屋に

設置する設計とする。⑧-6 

また，貯蔵プールは，プール水の水

質，水位及び温度の維持・管理を図る設

計とする。⑧-7 

 

5.3.4.3 チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン貯蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生する

ＣＢ・ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶

等を貯蔵する系であり，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋に設

置する設計とする。⑧-8 

 

5.3.4.4 第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，プルトニウムを含む溶

液若しくは粉末又は高レベル廃液による

汚染のおそれのない雑固体であるセル及

びグローブボックス以外から発生する雑

固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設

置する設計とする。⑧-9 

 

5.3.4.5 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る施設から発生する低レベル

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯

蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する

設計とする。⑧-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系

であり，ハル・エンドピース貯蔵建屋に

設置する。⑧-6 

 

 

 

 

ｃ．チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン貯蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生する

ＣＢ・ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶

等を貯蔵する系であり，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン処理建屋に設

置する。⑧-8 

 

ｄ．第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，プルトニウムを含む溶

液若しくは粉末又は高レベル廃液による

汚染のおそれのない雑固体であるセル及

びグローブボックス以外から発生する雑

固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設

置する。⑧-9 

 

ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ

ル廃棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル

廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及

び貯蔵に係る施設から発生する低レベル

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯

蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋地下２階及び地下３階に設置す

る。⑧-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧-7（P42から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「ＣＢ・ＢＰ処理系等から発生す

るＣＢ・ＢＰの処理物等」とは「Ｃ

Ｂ・ＢＰ処理系から発生するＣＢ・

ＢＰの処理物，低レベル濃縮廃

液処理系から発生する低レベル

濃縮廃液の処理物及び固化体，

廃溶媒処理系から発生する廃溶

媒の処理物，雑固体廃棄物処

理系から発生する雑固体の処理

物，そのまま容器に詰める雑固

体並びに各種施設から発生する

低レベル固体廃棄物処理設備

の雑固体廃棄物処理系で処理

しない雑固体を詰めたドラム缶

又は角形容器」を指すが，ここで

は主にＣＢ・ＢＰ処理系から発生

するＣＢ・ＢＰの処理物を取り扱

うため許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

「水質等」について対象を明

確にした。 
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5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理

施設から発生する低レベル固体廃棄物を

貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設

及び廃棄物管理施設から発生し容器に詰

められた雑固体を貯蔵する設計とする。

⑨-1 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用し，第２低レベル廃

棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理

施設と共用する。⑨-2 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系

は，再処理施設から発生する低レベル固

体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄

物管理施設から発生する雑固体の推定年

間発生量に対して必要な容量を有する設

計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 

⑨-3 

 

 

 

 

5.3.4.6.1 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物又はそのまま容器に詰める雑固

体，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並

びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設から発生する雑固体が詰められたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置す

る設計とする。⑧-11,⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ） 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物等，各種施設から発生する低レ

ベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体を詰めたドラ

ム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設から発生する雑固体が詰め

られたドラム缶等を貯蔵する系であり，

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階

に設置する。 

⑧-11,⑨-1 

ドラム缶等を貯蔵する場合は，遮蔽設

計及び建屋の強度設計に影響がないよう

に，表面線量当量率及び質量を貯蔵前に

管理するものとする。◇1  

再処理設備本体の運転開始に先立ち第

１貯蔵系を使用する場合には，再処理設

備本体の運転開始後を対象とした第２低

レベル廃棄物貯蔵建屋に係る遮蔽設計に

影響がないように，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る施設から発生する低レベ

ル廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系

で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P15,38から） 

 

 

 

⑨-2（P15,37,38から） 

 

 

 

 

 

 

⑨-3（P15から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P38から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉と再処理施設の設備構

成の相違のため。（以下同様） 

【許可からの変更点】 

「処理物等」について対

象を明確にした。 

（以下同様） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可の要求事項を

踏まえて，MOX燃料加工施

設及び廃棄物管理施設との

共用における保管容量につ

いて記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX燃料加工施設及び廃棄物管

理施設との共用に関する記載は，

再処理特有のため。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化。 
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5.3.4.6.2 第２貯蔵系 
第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物又はそのまま容器に詰める雑固

体，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で

処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並

びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑

固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地

下１階，地下２階及び地下３階に設置す

る設計とする。【⑧-12,⑨-1】ただし，

よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に

貯蔵する設計とする。⑧-13 

 

5.3.4.7 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，セル及びグローブボッ

クス以外から発生する雑固体を詰めたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とす

る。⑧-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の表面線量当量率を貯蔵前に管理するも

のとする。◇1  

 

(ｂ) 第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵

系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低

レベル濃縮廃液処理系から発生する低レ

ベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶

媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，

雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体

の処理物等，各種施設から発生する低レ

ベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物

処理系で処理しない雑固体を詰めたドラ

ム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発

生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵

する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋の地下１階，地下２階及び地下３階

に設置する。【⑧-12,⑨-1】ただし，よ

う素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物

貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯

蔵する。⑧-13 

 

 

ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発

生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑

固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物

処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済

燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処

理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体のうち，セル及びグローブボッ

クス以外から発生する雑固体を詰めたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋に設置する。⑧-14 

 

(２) 主要設備 

廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器

は，ステンレス鋼を用い，接液部は溶接

構造等の設計とする。また，廃樹脂及び

廃スラッジを内包する主要設備を収納す

る室の床には，漏えい検知装置を備えた

ステンレス鋼製又は樹脂製の漏えい液受

皿を設置し，漏えいした液体状の放射性

物質は，適切に処置できる設計とする。 

◇1 ,◇23  
ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨-1（P38から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「よう素フィルタ等」とは再

処理施設の各設備から発

生するよう素フィルタ，高

性能粒子フィルタ，ルテニ

ウム吸着材，ミストフィル

タのことであるが，ここで

は貯蔵するフィルタの総

称として示した記載である

ことから，許可の記載を用

いた。 
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ルの内面は，ステンレス鋼を内張りし，

かつ，接液部は溶接構造等の設計とす

る。また，貯蔵プールに漏えい検知装置

を設けるとともに漏えいした液体状の放

射性物質は，適切に移送する設計とす

る。【◇23 】また，貯蔵プールは，プール

水の水質等の維持・管理を図る設計とす

る。⑧-7 

フィルタ貯蔵室は，低レベル廃棄物処

理建屋換気筒に接続する設計とする。◇19  
低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，貯蔵

する各低レベル固体廃棄物の推定年間発

生量，使用済燃料による総合試験期間

（平成18年3月31日開始）中に発生する

各低レベル固体廃棄物，増設に必要な期

間等を考慮して，次のとおりの貯蔵容量

を有する設計とする。◇1  

廃樹脂貯蔵系は，約40年分の貯蔵容量

を有する設計とする。ハル・エンドピー

ス貯蔵系は，約５年分の貯蔵容量を有す

る設計とする。◇1  

チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系は，ＢＷＲ使用済燃料及びＰ

ＷＲ使用済燃料を年間400ｔ・ＵＰｒず

つ再処理する場合に発生するＣＢ及びＢ

Ｐの処理物等の約10年分の貯蔵容量を有

する設計とする。◇1  

また，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系及び第２貯蔵系並びに第４低

レベル廃棄物貯蔵系は，低レベル固体廃

棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系

から発生する低レベル濃縮廃液の処理物

及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系か

ら発生する雑固体の処理物等並びに各種

施設から発生する雑固体を再処理事業の

開始から約27年分の貯蔵容量を有する設

計とする。◇1  

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵

系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯

蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち，使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を

使用して，使用済燃料の受入れ及び貯蔵

を行う場合に発生する雑固体並びに低レ

ベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系の固化装置のしゅん工（平成

19年3月30日）後に発生する低レベル濃

 

 

 

 

 

 

⑧-7（P39へ） 
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縮廃液の固化体を再処理事業の開始から

約30年分の貯蔵容量を有する設計とす

る。◇1  

 

7.4.5.5   試験・検査 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，中央

制御室の制御盤等でその状態を監視す

る。◇18 ,◇30  
 

7.4.5.6 評 価 

(１) 閉じ込め 

廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器

は，ステンレス鋼を用い，かつ，接液部

は溶接構造等の漏えいし難い設計とする

ので，閉じ込め機能を確保できる。ま

た，廃樹脂及び廃スラッジを内包する主

要設備を収納する室の床には，漏えい検

知装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした

液体状の放射性物質は，適切に移送する 

設計とするので，万一の液体状の放射性

物質の漏えいを想定しても，その拡大を

防止できる。◇23  
ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プー

ルの内面は，ステンレス鋼の腐食し難い

材料を内張りし，かつ，接液部は溶接構

造等の漏えいし難い設計とするので閉じ

込め機能を確保できる。また，貯蔵プー

ルに漏えい検知装置を設けるとともに漏

えいした液体状の放射性物質を適切に移

送する設計とするので，万一の液体状の

放射性物質の漏えいを想定しても，その

拡大を防止できる。◇23  
(２) 貯蔵等に関する考慮 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種

施設から発生した低レベル固体廃棄物，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生した雑固体を約５年分貯蔵する

ことができる。◇2  

(３) 共 用 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用し，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１

貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

から発生した雑固体の性状に対して，再

処理施設で発生した雑固体と雑固体の種

類，表面線量当量率，質量その他の廃棄

物特性が同等のものであることを確認し

て保管し，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（44 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃

液を約 140Ｌ／ｈ，低レベル濃縮廃液を

約 0.2ｍ３／ｈ及び 200ℓ ドラム缶約２

本／日，廃溶媒を約８Ｌ／ｈ及び焼却可

能な雑固体を約 75ｋｇ／ｈ，圧縮減容

可能な雑固体を圧縮力約 1,500ｔ並びに

ＣＢ・ＢＰを各々約１個／ｈ及び約 0.5

個／ｈで処理できる能力を有する。⑤-

1，⑦-1 

 

(ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

(ａ) ガラス固化体貯蔵設備 

8,235 本（ガラス固化体）□1  

高レベル廃液ガラス固化建屋 

315 本（ガラス固化体）□1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟 

2,880 本（ガラス固化体）□1  

第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟 

5,040 本（ガラス固化体）□1  

 

(ｂ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

廃樹脂貯蔵系 約 850 ｍ３ 

ハル・エンドピース貯蔵系 

約 2,000 本 

（1,000Ｌドラム換算）□1  

チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン貯蔵系 

約 7,000 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

第１低レベル廃棄物貯蔵系 

約 13,500 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レ

ベル廃棄物貯蔵系  

約 430 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

 

物管理施設から発生した雑固体を考慮し

ても約５年分の貯蔵容量を有する設計と

することで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない。◇26  
(４) その他 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な廃樹

脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

等は，再処理設備本体の運転開始に先立

ち使用できる設計とする。◇17  
 

 

第7.4－１表 高レベル廃液ガラス固化

設備の主要設備の仕様 

(１) 高レベル廃液調整槽 

ａ．高レベル廃液混合槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 ２ 

容  量 約20ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｂ．アルカリ濃縮廃液中和槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 １ 

容  量 約６ｍ３  

主要材料 ステンレス鋼◇15  
(２) 高レベル廃液供給液槽 

ａ．供給液槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 ２（１基／系列） 

容  量 約５ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｂ．供 給 槽 

種  類 たて置円筒形 

基  数 ２（１基／系列） 

容  量 約２ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
(３) ガラス溶融炉 

種  類 液体供給式直接通電 

セラミックメルタ 

基  数 ２(１基／系列） 

容  量 約70Ｌ（高レベル廃

液）／ｈ（１基当たり） 

主要材料 ステンレス鋼(ケーシ

ング） 

耐火レンガ(炉材）◇15  
(４) 固化セル移送台車 

種  類 床面レール走行形 

台  数 ２（１台／系列）◇15  
(５) 溶 接 機 

種  類 ＴＩＧ自動溶接方式 

台  数 ２（１台／系列）◇15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1,⑦-1（P15へ） 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（45 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第２低レベル廃棄物貯蔵系 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

第１貯蔵系（廃棄物管理施設と

共用）約 12,700 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

第２貯蔵系 約 42,500 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

第４低レベル廃棄物貯蔵系 

約 13,500 本 

（200ℓ ドラム缶換算）□1  

 

固体廃棄物の廃棄施設の貯蔵設備は，

必要がある場合には増設を考慮する。□5  

 

 

(６) 除染装置 

種  類 水洗浄及びブラシ除染 

方式 

天井走行形 

（ガラス固化体のつり上げ機構） 

台  数 ２◇15  
(７) ガラス固化体検査室天井クレーン 

種  類 天井走行形 

台  数 １ 

容  量 約２ｔ◇15  
(８) ガラス固化体検査装置 

ａ．ガラス固化体外観検査装置 

種  類 テレビカメラ方式 

基  数 １◇15  
ｂ．ガラス固化体表面汚染検査装置 

種  類 スミヤサンプリング 

方式 

基  数 １◇15  
ｃ．ガラス固化体閉じ込め検査装置 

種  類 ガスサンプリング方式 

基  数 １◇15  
 

第7.4－２表 ガラス固化体貯蔵設備の

主要設備の仕様 

(１) 貯蔵ピット 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵

ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 １ 

構  成 収納管及び通風管 

各45本 

容  量 ガラス固化体315本 

(ガラス固化体７本／収納管） 

   寸  法 貯蔵ピット 

約22ｍ×約６ｍ×約15ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約14ｍ 

        通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約11ｍ 

主要材料 炭素鋼◇15  
 

ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟の貯

蔵ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 ４ 

構  成 収納管及び通風管 

各80本／基 

容  量 ガラス固化体 

720本／基 

（ガラス固化体９本／収納管） 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（46 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
寸  法 貯蔵ピット 

約26ｍ×約６ｍ×約17ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約16ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約12ｍ 

主要材料 炭素鋼◇15  
 

ｃ．第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟の貯

蔵ピット 

種  類 間接自然空冷貯蔵方式 

基  数 ４ 

構  成 収納管及び通風管 

各140本／基 

容  量 ガラス固化体 

1,260本／基 

（ガラス固化体９本／収納管） 

寸  法 貯蔵ピット 

約26ｍ×約8ｍ×約17ｍ（高さ） 

収納管内径 約44ｃｍ 

収納管肉厚 約１ｃｍ 

収納管長さ 約16ｍ 

通風管内径 約58ｃｍ 

通風管長さ 約12ｍ 

主要材料 炭素鋼◇15  
 

(２) トレンチ移送台車 

種 類  遮蔽容器付床面レール

走行形 

台 数  １◇15  
 

(３) ガラス固化体受入れクレーン 

種 類  天井走行形 

台 数  １ 

容  量  約１ｔ◇15  
 

(４) 第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走

行クレーン 

種 類  遮蔽容器付床面走行形 

台 数  １ 

容 量  約４ｔ◇15  
 

(５) 冷却空気入口シャフト 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却

空気入口シャフト 

高 さ  約29ｍ◇15  
ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋の冷却空

気入口シャフト 

高 さ  約25ｍ◇15  
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（47 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(６) 冷却空気出口シャフト 

ａ．高レベル廃液ガラス固化建屋の冷却

空気出口シャフト 

高 さ  約35ｍ◇15  
ｂ．第１ガラス固化体貯蔵建屋の冷却空

気出口シャフト 

高 さ  約35ｍ◇15  
 

 

第7.4－３表 低レベル濃縮廃液処理系

の主要設備の仕様 

(１) 乾燥装置 

種 類  たて置遠心薄膜式 

基 数  １ 

容 量  約0.2ｍ３／ｈ 

主要材料 ニッケル基合金◇15  
(２) 圧縮成型装置 

種 類  油圧式 

基 数  １式◇15  
(３) 固化装置＊ 

基 数  １式 

容 量  200ℓドラム缶約２本 

／日◇15  
注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る設備である。 

 

第7.4－４表 廃溶媒処理系の主要設備

の仕様 

(１) 熱分解装置 

種 類  乾留分解式 

基 数  １ 

容 量  約８Ｌ／ｈ 

主要材料 ニッケル基合金 

(乾留部) 

ステンレス鋼 

(粉体抜出し部) ◇15  
(２) 燃焼装置 

種 類  自燃式 

基 数  １ 

主要材料 炭素鋼(ケーシング) 

耐火物(炉材) ◇15  
(３) 圧縮成型装置 

種 類  油圧式 

基 数  １式◇15  
 

第7.4－５表 雑固体廃棄物処理系の主

要設備の仕様 

 

(１) 焼却装置 

種 類  自燃式 

基 数  １ 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（48 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
容 量  約75ｋｇ／ｈ 

主要材料 炭素鋼(ケーシング) 

耐火物(炉材) ◇15  
(２) セラミック フィルタ 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １式 

容 量 約1,700ｍ３／ｈ[normal] 

主要材料 炭素鋼(ケーシング) 

耐火物(炉材) ◇15  
(３) 圧縮減容装置 

種 類 油圧式 

基 数 １ 

容 量 約1,500ｔ(圧縮力) ◇15  
 

第7.4－６表 ＣＢ・ＢＰ処理系の主要

設備の仕様 

(１) 第１切断装置＊  

ａ．第１ＣＢ切断装置 

種 類 溶断式 

   台 数 ２ 

容 量 ＣＢ 約0.5個／ｈ／台◇15  
ｂ．第１ＢＰ切断装置 

種 類 機械式 

台 数 ２ 

容 量 ＢＰ 約0.5個／ｈ／台◇15  
(２) 第２切断装置 

ａ．第２ＣＢ切断装置 

種 類 溶断式 

台 数 ２ 

容 量 ＣＢ 約0.5個／ｈ／台◇15  
ｂ．第２ＢＰ切断装置 

種 類 機械式 

台 数 １ 

容 量 ＢＰ 約0.5個相当／ｈ◇15  
注)  *印の設備は，使用済燃料の受入

れ及び貯蔵に必要な施設と同時に設置す

る。 

 

第7.4－７表 低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の主要設備の仕様 

(１) 廃樹脂貯蔵系 

ａ．廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋）＊  

種 類 ライニング槽 

基 数 ３ 

容 量 約190ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｂ．廃樹脂貯槽（ハル・エンドピース

貯蔵建屋） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 ２ 
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    別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第二十五条（保管廃棄施設）（49 / 49） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
容 量 約80ｍ３／基 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
ｃ．廃樹脂貯槽（チャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建

屋） 

種 類 たて置円筒形 

基 数 １ 

容 量 約120ｍ３ 

主要材料 ステンレス鋼◇15  
(２) ハル・エンドピース貯蔵系 

構  造 鉄筋コンクリート（一

部鉄骨鉄筋コンクリー

ト及び鉄骨造） 

貯蔵能力 約2,000本 

（1,000Ｌドラム換算）◇15  
(３) チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン貯蔵系 

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約7,000本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(４) 第１低レベル廃棄物貯蔵系＊  

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約13,500本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(５) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レ

ベル廃棄物貯蔵系＊  

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約430本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(６) 第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用） 

構  造 鉄筋コンクリート造 

ａ．第１貯蔵系＊（廃棄物管理施設と

共用） 

貯蔵能力 約12,700本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
ｂ．第２貯蔵系 

貯蔵能力 約42,500本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
(７) 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

構  造 鉄筋コンクリート造 

貯蔵能力 約13,500本 

（200ℓドラム缶換算）◇15  
注) *印の設備は，使用済燃料の受入れ

及び貯蔵に係る設備である。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第二十五条（保管廃棄施設） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

① 
ガラス固化体貯蔵設備におけ

る崩壊熱の除去に関する記載 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

(10 条１項) 
－ a,b 

② 
ガラス固化体貯蔵設備の保管

容量に関する記載 
許可事項の展開 － － a,b,d 

③ 
低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の保管容量に関する記載 
許可事項の展開 － － a,b,d 

④ 
冷却のための適切な措置に関

する記載 
技術基準の要求を受けている内容 

１項 

(10条１項)  
－ a,b,e 

⑤ 
高レベル廃液ガラス固化設備

の設計方針 
許可事項の展開 

－ 

(24条 1項 1号) 

(24条 1項 5号) 

－ a,b 

⑥ 
ガラス固化体貯蔵設備の設計

方針 
許可事項の展開 － － a,b 

⑦ 
低レベル固体廃棄物処理設備

の設計方針 
許可事項の展開 

－ 

(11 条４項 ) 

(24条 1項 1号) 

(24条 1項 5号) 

－ a,b,f 

⑧ 
低レベル固体廃棄物貯蔵設備

の設計方針 
許可事項の展開 

－ 

(24条 1項 1号) 

(24条 1項 5号) 

－ a,b 

⑨ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16条「安全機能を有する施設」

の共用に係る要求を受けている内

容 

－ 

(16条５項)  
－ c 

⑩ 
固体廃棄物の廃棄施設の建物

に関する事項 
許可事項の展開 － － b 

⑪ 
高レベル廃液ガラス固化設備

の流下停止系に関する記載 

高レベル廃液ガラス固化設備の特

有の機能である流下停止系につい

て記載する。 

－ 

(10 条１項) 

(15 条 1 項) 

(22条 2項 1号) 

－ a,b 

⑫ 搬送設備に関する事項 
第 18条「搬送設備」に係る要求を

受けている内容 

－ 

(18条 1項 1号) 

(18条 1項２号) 

(18条 1項３号) 

－ b 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

□2  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

□3  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 
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□4  建屋の仕様 
仕様を特定する必要のない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
b,d 

□5  将来増設に関する事項 
将来増設に関する事項については，基本設計方針には記

載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

◇1  添付書類記載事項 添付書類に記載する事項のため，記載しない。 a,c 

◇2  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

◇3  
機器配置・系統図・概要（構造

等） 

機器配置・系統図・概要（構造等）については添付書類

「再処理施設に関する図面」に添付するため記載しない。 
b 

◇4  一般事項 
一般事項であるため，基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み，記載箇所の呼び込み等） 
－ 

◇5  再処理施設の位置 
再処理施設の位置に関する概要説明であるため，基本設

計方針に記載しない。 
－ 

◇6  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

◇7  セルに収納する機器 セルに設置される機器は系統図及び配置図に示す。 b 

◇8  

建物に関する基本事項（第 10

条，第 16 条，第 24 条，第 27

条，第 28条） 

第 10条「閉じ込めの機能」，第 16条「安全機能を有する

施設」，第 24 条「廃棄施設」，第 27 条「遮蔽」，第 28 条

「換気施設」に関する基本事項であるため記載しない。 

－ 

◇9  
建物に関する基本事項（第９

条） 

第９条「再処理施設への人の不法な侵入等の防止」に関

する基本事項であるため記載しない。 
－ 

◇10  
建物に関する基本事項（第８

条） 

第８条「外部からの衝撃による損傷の防止」に関する基

本事項であるため記載しない。 
－ 

◇11  
建物に関する基本事項（第５

条） 

第５条「安全機能を有する施設の地盤」」に関する基本事

項であるため記載しない。 
－ 

◇12  
建物に関する基本事項（第６

条） 

第６条「地震による損傷の防止」に関する基本事項であ

るため記載しない。 
－ 

◇13  
建物に関する基本事項（第 29

条） 

第 29条「保安電源設備」に関する基本事項であるため記

載しない。 
－ 

◇14  
建物に関する基本事項（第 14

条） 

第 14条「安全避難通路等」に関する基本事項であるため

記載しない。 
－ 

◇15  設備仕様 仕様表にて記載する。 d 

◇16  工事に関する事項 工事の方法に関する事項のため記載しない。 － 

◇17  先行使用に関する事項 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設である

ため記載しない。 
－ 
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◇18  
他条文で展開する事項（第 20

条） 

第 20条「計測制御系統施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇19  
他条文で展開する事項（第 24

条） 

第 24条「廃棄設備」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

◇20  
他条文で展開する事項（第 22

条） 

第 22条「安全保護回路」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

◇21  将来増設に関する事項 
将来増設に関する事項については，基本設計方針には記

載しない。 
－ 

◇22  運転条件に関する事項 
運転に関する事項で設備の設計に直接関係無いため，記

載しない。 
－ 

◇23  
他条文で展開する事項（第 10

条） 

第 10条「閉じ込めの機能」にて，説明する内容のため記

載しない。 
－ 

◇24  
他条文で展開する事項（第 11

条） 

第 11条「火災による損傷の防止」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇25  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15条「安全上重要な施設」にて，説明する内容のため

記載しない。 
－ 

◇26  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

◇27  
他条文で展開する事項（第 17

条） 

第 17条「材料及び構造」にて，説明する内容のため記載

しない。 
－ 

◇28  
他条文で展開する事項（第 18

条） 

第 18条「搬送設備」にて，説明する内容のため記載しな

い。 
－ 

◇29  
他条文で展開する事項（第 27

条） 
第 27条「遮蔽」にて，説明する内容のため記載しない。 － 

◇30  
他条文で展開する事項（第 23

条） 
第 23条「制御室」にて，説明する内容のため記載しない。 － 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-6 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 

b 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 

c Ⅵ-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 仕様表 

e Ⅵ-1-1-2 再処理施設の閉じ込めの機能に関する説明書 

f Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

2
　第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設計
とする。

設置要求 第１ガラス固化体貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

3
　低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計と
する。

設置要求

低レベル廃棄物処理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベル廃棄物
貯蔵建屋間洞道含む）
（低レベル廃棄物処理建屋/チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋間洞道含む）

基本方針 ― ― ― ― ―

4
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，地
下１階の建物とする設計とする。

設置要求
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋

基本方針 ― ― ― ― ―

5
　ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階の建物とする設
計とする。

設置要求 ハル・エンドピース貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

6 　第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

7
　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする設
計とする。

設置要求 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

8 　第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針 ― ― ― ― ―

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構
成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の配置，構造等を説明
する。
（配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構
成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）

第１回

基本方針

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

添付書類　構成 添付書類　説明内容

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構
成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

―― ― ― ―1

第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.3　固体廃棄物の廃棄施設

　固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する高
レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体貯蔵
設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい
う。），チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブルポ
イズン（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃
棄物処理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄物
貯蔵設備で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，ガ
ラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固
化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄物処理
建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，低レベ
ル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に収納す
る設計とする。

設置要求 基本方針

基本方針

10

　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を
約140Ⅼ／ｈで処理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理
センターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」とい
う。）で発生する低レベル濃縮廃液約0.2㎥／ｈ及び200Ⅼドラム缶約2
本／日，廃溶媒を約8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約75㎏／ｈ及び圧縮
減容可能な雑固体を圧縮力1,500ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約1個／ｈ及
び0.5個／ｈで処理できる能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11

5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃
液処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理す
ることが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃
液貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル廃液混
合槽に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗
浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄
廃液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の廃液
は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラ
ス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替
えてガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラス原
料とともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固
化体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置に
て，ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装置で
の各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実
施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンによりガラス
固化体貯蔵設備に移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物処理設備(低レベル濃縮廃液
処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(廃溶媒処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(雑固体廃棄物処理
系)
低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理系)

基本方針

9

　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固
体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を
有する設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な
措置を講ずる設計とする。

機能要求①
機能要求②

ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピー
ス貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第１低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第１貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第２貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第４低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(廃樹脂貯蔵系)

― ―

― ―

― ― ―

― ―

― ― ― ―

―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

2
　第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設計
とする。

設置要求 第１ガラス固化体貯蔵建屋 基本方針

3
　低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計と
する。

設置要求

低レベル廃棄物処理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋/第2低レベル廃棄物
貯蔵建屋間洞道含む）
（低レベル廃棄物処理建屋/チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理建屋間洞道含む）

基本方針

4
　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，地
下１階の建物とする設計とする。

設置要求
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
建屋

基本方針

5
　ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階の建物とする設
計とする。

設置要求 ハル・エンドピース貯蔵建屋 基本方針

6 　第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

7
　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする設
計とする。

設置要求 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

8 　第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 基本方針

基本方針1

第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.3　固体廃棄物の廃棄施設

　固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する高
レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体貯蔵
設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」とい
う。），チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブルポ
イズン（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃
棄物処理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄物
貯蔵設備で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，ガ
ラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固
化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄物処理
建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，低レベ
ル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，
第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に収納す
る設計とする。

設置要求 基本方針

基本方針

10

　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を
約140Ⅼ／ｈで処理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理
センターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」とい
う。）で発生する低レベル濃縮廃液約0.2㎥／ｈ及び200Ⅼドラム缶約2
本／日，廃溶媒を約8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約75㎏／ｈ及び圧縮
減容可能な雑固体を圧縮力1,500ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約1個／ｈ及
び0.5個／ｈで処理できる能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

11

5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃
液処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理す
ることが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃
液貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル廃液混
合槽に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗
浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄
廃液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の廃液
は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラ
ス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替
えてガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラス原
料とともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固
化体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置に
て，ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装置で
の各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実
施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンによりガラス
固化体貯蔵設備に移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

高レベル廃液ガラス固化設備
低レベル固体廃棄物処理設備(低レベル濃縮廃液
処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(廃溶媒処理系)
低レベル固体廃棄物処理設備(雑固体廃棄物処理
系)
低レベル固体廃棄物処理設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン処理系)

基本方針

9

　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固
体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を
有する設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な
措置を講ずる設計とする。

機能要求①
機能要求②

ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エンドピー
ス貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(チャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第１低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第１貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第２低レベル廃棄
物貯蔵系 第２貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(第４低レベル廃棄
物貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(廃樹脂貯蔵系)

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

第２回

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― ―基本方針 ―△ 基本方針

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― 基本方針

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

― ―

<機械装置>
・種類
・容量
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・容量
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

基本方針 基本方針

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

△

基本方針

― ―

<建物・構造物>
・主要寸法
・主要材料
<容器>
・容量
・主要寸法
・主要材料

△
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上
昇を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス固化
体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造す
る。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

― ― ― ― ―

13

　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつ
き，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並び
にガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標からばら
つくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化体を製
造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して
１本の最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とする。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

― ― ― ― ―

14

　ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量計により流下ガラス質量を
監視するとともに，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流下すること
を防止するため，計測制御系統施設の固化セル移送台車上の重量計の信
号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流下ノズル
の加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開と
し，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，
溶融ガラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

Ⅵ－１－１－２－１　安全機能を有する施設の
閉じ込めの機能に関する説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設
計について説明する。

― ― ― ― ―

15
　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和
槽）及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくはん
用にかくはん装置を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

16
　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉
の上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

17

　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等につい
ては，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とす
る。また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のた
め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とす
る。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン
ターロックを設ける設計とする。

機能要求① 高レベル廃液ガラス固化設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の
動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明す
る。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

― ― ― ― ―

18

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する
水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽
及び供給槽を常設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発
生した場合において，当該貯槽等からの放射性物質の漏えいを防止でき
る設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

19

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する
水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽
及び供給槽は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失による蒸発
乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発による温度，圧力，
湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

20

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する
水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽
及び供給槽は，「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を
仮定する機器における水素濃度ドライ換算12vol％での水素爆発に伴う
瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

21

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事
故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分
解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液
混合槽，供給液槽及び供給槽は，第１章共通項目の「9.2　重大事故等
対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

22

　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及
び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する
高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

23

　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及
び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する
高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

24

　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及
び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する
高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，内部発生飛散物の影響を
受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針 ― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12

　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上
昇を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス固化
体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造す
る。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

13

　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつ
き，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並び
にガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標からばら
つくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化体を製
造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して
１本の最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とする。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設備
基本方針
設計方針（評価方針
等）

14

　ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量計により流下ガラス質量を
監視するとともに，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流下すること
を防止するため，計測制御系統施設の固化セル移送台車上の重量計の信
号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流下ノズル
の加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開と
し，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，
溶融ガラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

15
　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和
槽）及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくはん
用にかくはん装置を設ける設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

16
　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉
の上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。

設置要求
高レベル廃液ガラス固化設備
 (許可文中、第7.4-1表、第7.4-1図)

基本方針
設計方針

17

　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等につい
ては，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とす
る。また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のた
め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とす
る。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン
ターロックを設ける設計とする。

機能要求① 高レベル廃液ガラス固化設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

18

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する
水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽
及び供給槽を常設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発
生した場合において，当該貯槽等からの放射性物質の漏えいを防止でき
る設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

19

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する
水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽
及び供給槽は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失による蒸発
乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発による温度，圧力，
湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

20

　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する
水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽
及び供給槽は，「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を
仮定する機器における水素濃度ドライ換算12vol％での水素爆発に伴う
瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故等への対
処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

21

　地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事
故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分
解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液
混合槽，供給液槽及び供給槽は，第１章共通項目の「9.2　重大事故等
対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐
震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を
損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

22

　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及
び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する
高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，外部からの衝撃による損
傷を防止できる高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等に
より，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

23

　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及
び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する
高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，配管の全周破断に対し
て，適切な材料を使用することにより，漏えいした放射性物質を含む腐
食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

24

　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及
び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する
高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，内部発生飛散物の影響を
受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能
を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設備 基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

【2.　基本方針】
【2.1　閉じ込め】
・放射性物質を限定された区域に閉じ込める設
計について説明する。

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25

5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固
化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガラス
固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン，
冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固
化体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固
化設備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固
化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車に
より第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建
屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用い
て，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，第１
ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建
屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・ガラス固化体貯蔵設備の系統構成について各
規則の施設区分ごとに図面に示す。（系統図，
配置図，構造図等）

― ― ― ― ―
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　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガ
ラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空気を冷
却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体から
の崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の間の円環流路
を上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空
気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気出口シャフト排気口から大
気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温
度を適切に維持する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

― ― ― ― ―
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　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に
除去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設計と
する。

設置要求
ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

― ― ― ― ―
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　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラ
ス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。また，
逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止
のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構
造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき
るインターロックを設ける設計とする。

機能要求① ガラス固化体貯蔵設備（搬送設備）
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の
動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明す
る。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

― ― ― ― ―
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5.3.3　低レベル固体廃棄物処理設備

　低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処
理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理系で構成する。

設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針 ― ― ― ― ―
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5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成
する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃
液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力
を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，乾
燥装置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器
（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応
じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とす
る。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生す
る低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化材と混合した後，ドラム
缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵
系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第
４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び
 貯蔵施設廃液処理系)
低レベル廃液処理設備
(第１低レベル廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の
回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力
を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

33

　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃
溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸と可
燃性ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化カ
ルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出し，圧縮成
型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２
低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。ま
た，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガスは，気体
廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―
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　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活
性な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒー
タを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視す
る設計とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とする
とともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を防止
する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）

【崩壊熱除去に関する基本方針】
・ガラス固化体からの崩壊熱によりコンクリー
トが加熱される恐れがあることから間接自然空
冷貯蔵方式にて崩壊熱を除去しコンクリート温
度を適切に維持する旨記載する。

【崩壊熱除去対象設備】
・冷却空気によるガラス固化体から発生する崩
壊熱の除去、断熱材等による貯蔵区域天井部コ
ンクリートの過熱防止、空気流路（側壁流路）
による貯蔵区域の側壁部の発熱除去、断熱材に
よる冷却空気出口シャフトの過熱防止について
記載する。

【崩壊熱量】
・ガラス固化体一本当たりの平均発熱量2.3kWか
ら各解析に用いる発熱量を設定する。

【崩壊熱除去解析方法】
・解析フロー、解析モデル、パラメータ設定、
解析コードについて記載する。

【計算コード】
・温度評価に用いる解析コードおよびその使用
の妥当性について記載する。

【解析のケース】
・解析を実施する上で温度が厳しい条件となる
ガラス固化体収納状態をいくつかケース分けし
記載する

【解析結果】
・崩壊熱除去解析により得られた冷却空気量、
ガラス固化体温度、コンクリート部温度を記載
する。

Ⅵ-1-6
「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書」
3.3 固体廃棄物の廃棄施設
3.3.7 ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に
関する説明

添付書類
「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関す
る説明書」

既設工認より変更なし
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25

5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固
化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガラス
固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン，
冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固
化体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固
化設備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固
化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車に
より第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建
屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用い
て，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，第１
ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建
屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
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　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガ
ラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空気を冷
却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体から
の崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の間の円環流路
を上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空
気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気出口シャフト排気口から大
気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温
度を適切に維持する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）

27
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に
除去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設計と
する。

設置要求
ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針
設計方針（評価方針
等）
評価（崩壊熱除去解
析）
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　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラ
ス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。また，
逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止
のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構
造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限でき
るインターロックを設ける設計とする。

機能要求① ガラス固化体貯蔵設備（搬送設備）
基本方針
設計方針
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5.3.3　低レベル固体廃棄物処理設備

　低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処
理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理系で構成する。

設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
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5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成
する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃
液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力
を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

31

　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処
理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，乾
燥装置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器
（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備
の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応
じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とす
る。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生す
る低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化材と混合した後，ドラム
缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵
系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第
４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、第7.4-6図)

低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び
 貯蔵施設廃液処理系)
低レベル廃液処理設備
(第１低レベル廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)

基本方針
設計方針

32

5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の
回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力
を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針
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　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃
溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸と可
燃性ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化カ
ルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出し，圧縮成
型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２
低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。ま
た，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガスは，気体
廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針
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　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活
性な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒー
タを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視す
る設計とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とする
とともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を防止
する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物処理設備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-6 「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書」
「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関す
る説明書」

既設工認 添付書類「ガラス固化体貯蔵設備の崩
壊熱の除去に関する説明書」より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-6 「放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明
書」
「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関す
る説明書」

既設工認 添付書類「ガラス固化体貯蔵設備の崩
壊熱の除去に関する説明書」より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―
Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，
各種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有する設計
とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

36

　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能
なものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で圧
縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しないもの
を圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又は，そのままド
ラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄
物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生す
る廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，
主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯
蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
　ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系
の第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
　また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器
外面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

37

5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ
処理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処
理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用
済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力を
有する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

38

　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処
理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装
置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装
置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切断し，収納容器
に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャン
ネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計とする｡ 第１
ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，
平板状にする設計とする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本
体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計とす
る。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とす
る。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

39

5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース
貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低レベ
ル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，
第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体
廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰの
処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物
等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体を貯
蔵する能力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰
め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

40

5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄
物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，低レ
ベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・エンド
ピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系か
ら発生する廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，
それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計と
する。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(廃樹脂貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
使用済燃料貯蔵設備
(プール水浄化系)
 (許可文中、第3-2表、第3-12図)
低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

41

5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンド
ピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エン
ドピース貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，プール
水の水質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

42

5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃
棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処理物等
を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

43

5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施
設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処
理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低
レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めた
ドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を
除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又
は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑固体であるセル及びグロー
ブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で
あり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第１低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

44

5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の
受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固
体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系であ
り，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する設計
とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯
蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（配
置図，構造図等）

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（系
統図，配置図，構造図等）
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項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

35

5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，
各種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有する設計
とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

36

　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能
なものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で圧
縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しないもの
を圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又は，そのままド
ラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄
物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生す
る廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，
主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯
蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
　ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系
の第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
　また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器
外面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

37

5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ
処理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処
理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用
済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な能力を
有する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

38

　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処
理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装
置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装
置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切断し，収納容器
に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャン
ネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計とする｡ 第１
ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，
平板状にする設計とする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本
体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計とす
る。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とす
る。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

39

5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース
貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低レベ
ル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，
第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体
廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰの
処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物
等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体を貯
蔵する能力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰
め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

40

5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄
物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，低レ
ベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・エンド
ピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系か
ら発生する廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，
それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計と
する。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(廃樹脂貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
使用済燃料貯蔵設備
(プール水浄化系)
 (許可文中、第3-2表、第3-12図)
低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系)
 (許可文中、第7.3-3表、第7.3-5図)
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
低レベル固体廃棄物処理設備
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、第7.4-6図)

基本方針
設計方針

41

5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンド
ピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エン
ドピース貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，プール
水の水質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(ハル・エンドピース貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

42

5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃
棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処理物等
を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設
(チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

43

5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施
設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処
理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低
レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めた
ドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を
除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又
は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑固体であるセル及びグロー
ブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で
あり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第１低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

44

5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の
受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固
体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系であ
り，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する設計
とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯
蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
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説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

45

5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体
廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設か
ら発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低
レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レ
ベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する
雑固体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針（共用）

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

2. 基本方針
　(5) 共用に対する考慮
7. 共用に対する考慮

第1回申請より変更なし

【Ⅵ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用さ
れる条件の下における健全性に関する説明書】

【2. 基本方針
　　(5) 共用に対する考慮】
【7. 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施
設，ＭＯＸ燃料加工施設又は使用施設と共用す
るものは，共用によって再処理施設の安全性を
損なうことのない設計とする。

― ― ― ― ―

46

5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理
設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物
及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物
処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，
各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及
び廃棄物管理施設から発生する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵す
る系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置する設計と
する。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

47

5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理
設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物
及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物
処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，
各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設か
ら発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下３階に設置する設計と
する。ただし，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下
２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

48

5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施
設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処
理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低
レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めた
ドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を
除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体のうち，セル及びグローブボックス以外から発生
する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レベル廃棄
物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第４低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

― ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成につ
いて各規則の施設区分ごとに図面に示す。（配
置図，構造図等）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

45

5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体
廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設か
ら発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低
レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レ
ベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する
雑固体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とすること
で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針（共用）

46

5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理
設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物
及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物
処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，
各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及
び廃棄物管理施設から発生する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵す
る系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階に設置する設計と
する。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第１貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

47

5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理
設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物
及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物
処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める雑固体，
各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設か
ら発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下３階に設置する設計と
する。ただし，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下
２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第２低レベル廃棄物貯蔵系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

48

5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施
設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処
理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低
レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰めた
ドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を
除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体のうち，セル及びグローブボックス以外から発生
する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レベル廃棄
物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求①
低レベル固体廃棄物貯蔵設備
(第４低レベル廃棄物貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する施設が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書

2. 基本方針
　(5) 共用に対する考慮
7. 共用に対する考慮

第1回申請より変更なし

第1回申請の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-2　再処理施設に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

既設工認より変更なし

既設工認の添付書類に変更がないことを説明す
る。

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項
14 　ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の固化セル移送台車上の重量計の信号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流

下ノズルの加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開とし，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から
空気を供給し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

基本方針 Ⅵ-1-1-2-1　安
全機能を有する
施設の閉じ込め
の機能に関する
説明書

2.　基本方針
2.1　閉じ込め

【Ⅵ-1-1-2-1　安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書】
2.　基本方針
2.1　閉じ込め
放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

45 5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理
施設から発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用す
る。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発
生する雑固体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系
　第１貯蔵系)
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系
　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有す
る施設が使用さ
れる条件の下に
おける健全性に
関する説明書

2. 基本方針
　(5) 共用に対する考慮
7. 共用に対する考慮

【Ⅵ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書】

【2. 基本方針
　　(5) 共用に対する考慮】
【7. 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設又は使用施設と共用するものは，共用によって
再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

17 　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等については，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設
計とする。また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制
限できるインターロックを設ける設計とする。

機能要求① 高レベル廃液ガラス固化設
備（搬送設備）

Ⅵ-1-1-10　搬送
設備に関する説
明書

【使用済燃料等の落下防止対策】
【搬送設備の容量】
【搬送設備のつり上げ高さ】

※補足すべき事項の対象なし

28 　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。
また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すと
ともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内
に制限できるインターロックを設ける設計とする。

機能要求① ガラス固化体貯蔵設備（搬
送設備）

※補足すべき事項の対象なし

26 　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空
気を冷却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の
間の円環流路を上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気出口
シャフト排気口から大気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

※補足すべき事項の対象なし

27 　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する
設計とする。

設置要求 ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

※補足すべき事項の対象なし

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

※補足すべき事項の対象なし

2 　第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設計とする。 設置要求 第１ガラス固化体貯蔵建屋 【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の配置，構造等を説明する。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

3 　低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計とする。 設置要求 低レベル廃棄物処理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋
/第2低レベル廃棄物貯蔵建
屋間洞道含む）
（低レベル廃棄物処理建屋
/チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建
屋間洞道含む）

※補足すべき事項の対象なし

4 　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，地下１階の建物とする設計とする。 設置要求 チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋

※補足すべき事項の対象なし

5 　ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階の建物とする設計とする。 設置要求 ハル・エンドピース貯蔵建
屋

※補足すべき事項の対象なし

6 　第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第１低レベル廃棄物貯蔵建
屋

※補足すべき事項の対象なし

7 　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする設計とする。 設置要求 第２低レベル廃棄物貯蔵建
屋

※補足すべき事項の対象なし

8 　第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 設置要求 第４低レベル廃棄物貯蔵建
屋

※補足すべき事項の対象なし

1 第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.3　固体廃棄物の廃棄施設

　固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化
体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」という。），チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バー
ナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レ
ベル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄物処理建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋に，低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベ
ル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に収納する設計とする。

設置要求 基本方針

展開先（小項目）

固体廃棄物の廃棄施設に関する図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

Ⅵ-1-6
放射性廃棄物の
廃棄施設に関す
る説明書

「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除
去に関する説明書」

【崩壊熱除去に関する基本方針】
【崩壊熱除去対象設備】
【崩壊熱量】
【崩壊熱除去解析方法】
【計算コード】
【解析のケース】
【解析結果】

【固体廃棄物の廃棄施設の基本方針】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。

【崩壊熱除去に関する基本方針】
・ガラス固化体からの崩壊熱によりコンクリートが加熱される恐れがあることから間接自然空冷貯蔵方式にて崩壊熱
を除去しコンクリート温度を適切に維持する旨記載する。
【崩壊熱除去対象設備】
・冷却空気によるガラス固化体から発生する崩壊熱の除去、断熱材等による貯蔵区域天井部コンクリートの過熱防
止、空気流路（側壁流路）による貯蔵区域の側壁部の発熱除去、断熱材による冷却空気出口シャフトの過熱防止につ
いて記載する。
【崩壊熱量】
・ガラス固化体一本当たりの平均発熱量2.3kWから各解析に用いる発熱量を設定する。
【崩壊熱除去解析方法】
・解析フロー、解析モデル、パラメータ設定、解析コードについて記載する。
【計算コード】
・温度評価に用いる解析コードおよびその使用の妥当性について記載する。
【解析のケース】
・解析を実施する上で温度が厳しい条件となるガラス固化体収納状態をいくつかケース分けし記載する
【解析結果】
・崩壊熱除去解析により得られた冷却空気量、ガラス固化体温度、コンクリート部温度を記載する。
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
基本方針 Ⅵ-2

再処理施設に関
する図面

【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【固体廃棄物の廃棄施設の基本方針】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

固体廃棄物の廃棄施設に関する図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【固体廃棄物の廃棄施設の基本方針】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，配置，構造等を説明する。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

12 　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上昇を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラ
ス固化体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造する。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

13 　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動
並びにガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固
化体を製造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計と
する。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

15 　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かく
はん用にかくはん装置を設ける設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

※補足すべき事項の対象なし

16 　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉の上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。 設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

※補足すべき事項の対象なし

18 　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供
給液槽及び供給槽を常設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故等が発生した場合において，当該貯槽等からの放射性物質の漏え
いを防止できる設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

19 　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供
給液槽及び供給槽は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発による
温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

20 　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供
給液槽及び供給槽は，「放射線分解により発生する水素による爆発」の発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算12vol％での水素
爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

10 　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を約140Ⅼ／ｈで処理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理センターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」と
いう。）で発生する低レベル濃縮廃液約0.2㎥／ｈ及び200Ⅼドラム缶約2本／日，廃溶媒を約8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約75㎏／ｈ及
び圧縮減容可能な雑固体を圧縮力1,500ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約1個／ｈ及び0.5個／ｈで処理できる能力を有する設計とする。

機能要求①
機能要求②

高レベル廃液ガラス固化設
備
低レベル固体廃棄物処理設
備(低レベル濃縮廃液処理
系)
低レベル固体廃棄物処理設
備(廃溶媒処理系)
低レベル固体廃棄物処理設
備(雑固体廃棄物処理系)
低レベル固体廃棄物処理設
備(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)

11 5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を
処理することが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル
廃液混合槽に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とす
る。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内
の廃液は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とす
る。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替えてガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガ
ラス原料とともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固化体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置にて，ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装
置での各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンに
よりガラス固化体貯蔵設備に移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

9 　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な
容量を有する設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な措置を講ずる設計とする。

機能要求①
機能要求②

ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(ハル・エンドピース貯
蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン貯蔵
系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(第１低レベル廃棄物貯
蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵
系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(第２低レベル廃棄物貯
蔵系 第１貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(第２低レベル廃棄物貯
蔵系 第２貯蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(第４低レベル廃棄物貯
蔵系)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備(廃樹脂貯蔵系)

高レベル廃液ガラス固化設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
21 　地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放

射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，第１章共通項目の「9.2
重大事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

高レベル廃液ガラス固化設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

※補足すべき事項の対象なし

22 　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮
定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，外部からの衝撃による損傷を防止できる高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風
（台風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

23 　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮
定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，配管の全周破断に対して，適切な材料を使用することにより，漏えいした放射性物
質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

24 　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮
定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，内部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処
に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

25 5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，
ガラス固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成す
る。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固化体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガ
ラス固化設備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレン
チ移送台車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受
入れクレーンを用いて，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンによ
り第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

ガラス固化体貯蔵設備に関する図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・ガラス固化体貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

29 5.3.3　低レベル固体廃棄物処理設備

　低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネルボックス・バーナブル
ポイズン処理系で構成する。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、
第7.4-6図)
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、
第7.4-6図)
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

施設共通　基本設計方針

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

低レベル固体廃棄物処理設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

30 5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル廃液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

31 　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液
を，乾燥装置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃
棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系
へ移送する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固
化材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１
貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、
第7.4-6図)

低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設
及び
 貯蔵施設廃液処理系)
低レベル廃液処理設備
(第１低レベル廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、
第7.3-5図)

※補足すべき事項の対象なし

32 5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能
な能力を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

33 　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん
酸と可燃性ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化カルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き
出し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系
へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼
し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

34 　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外
部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視する設計とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とするとともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇
を防止する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

35 5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有す
る設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

36 　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能なものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装
置で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又
は，そのままドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２　貯蔵系へ，必要
に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に
詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器外面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設
備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし
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37 5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・
ＢＰ処理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが
可能な能力を有する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

低レベル固体廃棄物処理設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

38 　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後,
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で
更に切断し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系
に移送する設計とする｡ 第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状にする設計とする。第１ＢＰ
切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計とする。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設
備
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

39 5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１
低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系
で構成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及び
ＢＰの処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生す
る雑固体を貯蔵する能力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
 (許可文中、第7.4-7表)

基本方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

低レベル固体廃棄物貯蔵設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

41 5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンドピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・
エンドピース貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，プール水の水質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(ハル・エンドピース貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

42 5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処
理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

43 5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固
化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備
の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑
固体であるセル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に
設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第１低レベル廃棄物貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

44 5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備
の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に
設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋低レベル廃棄物貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

46 5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の
処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰
める雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭ
ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の
地上１階に設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系　第１貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

47 5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の
処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰
める雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭ
ＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び
地下３階に設置する設計とする。ただし，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計
とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

48 5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固
化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備
の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，セル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系
であり，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第４低レベル廃棄物貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(廃樹脂貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
使用済燃料貯蔵設備
(プール水浄化系)
 (許可文中、第3-2表、第
3-12図)
低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、
第7.3-5図)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(ハル・エンドピース貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)
低レベル固体廃棄物処理設
備
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

機能要求①5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣ
Ｂ・ＢＰ処理系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・
エンドピース貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。
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別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
17 　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等については，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設

計とする。また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制
限できるインターロックを設ける設計とする。

機能要求① 高レベル廃液ガラス固化設
備（搬送設備）

設計方針 Ⅵ-1-1-10　搬送
設備に関する説
明書

【使用済燃料等の落下防止対策】
【搬送設備の容量】
【搬送設備のつり上げ高さ】

※補足すべき事項の対象なし

28 　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。
また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すと
ともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内
に制限できるインターロックを設ける設計とする。

機能要求① ガラス固化体貯蔵設備（搬
送設備）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

15 　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かく
はん用にかくはん装置を設ける設計とする。

設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

※補足すべき事項の対象なし

16 　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉の上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。 設置要求 高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

※補足すべき事項の対象なし

30 5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル廃液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能な能力を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、
第7.4-6図)

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

31 　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液
を，乾燥装置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃
棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系
へ移送する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固
化材と混合した後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１
貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(低レベル濃縮廃液処理系)
 (許可文中、第7.4-3表、
第7.4-6図)

低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設
及び
 貯蔵施設廃液処理系)
低レベル廃液処理設備
(第１低レベル廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、
第7.3-5図)

※補足すべき事項の対象なし

32 5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能
な能力を有する設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

33 　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん
酸と可燃性ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水酸化カルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き
出し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系
へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼
し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

34 　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外
部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を監視する設計とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とするとともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇
を防止する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(廃溶媒処理系)
 (許可文中、第7.4-4表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

35 5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有す
る設計とする。

機能要求①
設置要求

低レベル固体廃棄物処理設
備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

36 　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能なものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装
置で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又
は，そのままドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に
応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に
詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
　また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器外面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設
備
(雑固体廃棄物処理系)
 (許可文中、第7.4-5表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

高レベル廃液ガラス固化設
備
 (許可文中、第7.4-1表、
第7.4-1図)

高レベル廃液ガラス固化設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

11 5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を
処理することが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル
廃液混合槽に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とす
る。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内
の廃液は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とす
る。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替えてガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガ
ラス原料とともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固化体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置にて，ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装
置での各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）を実施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンに
よりガラス固化体貯蔵設備に移送する設計とする。

設置要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【使用済燃料等の落下防止対策】
搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について説明する。

【搬送設備の容量】
搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。

【搬送設備のつり上げ高さ】
搬送設備の高さ制限について説明する。
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37 5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・
ＢＰ処理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが
可能な能力を有する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物処理設
備
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

設計方針 Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

38 　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後,
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で
更に切断し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系
に移送する設計とする｡ 第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状にする設計とする。第１ＢＰ
切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計とする。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物処理設
備
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

※補足すべき事項の対象なし

39 5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１
低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系
で構成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及び
ＢＰの処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生す
る雑固体を貯蔵する能力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

41 5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンドピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・
エンドピース貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，プール水の水質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

運用要求
機能要求①

低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(ハル・エンドピース貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

42 5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処
理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

43 5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固
化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備
の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑
固体であるセル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に
設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第１低レベル廃棄物貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

44 5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備
の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に
設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(使用済燃料受入れ・貯蔵
建屋低レベル廃棄物貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

46 5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の
処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰
める雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭ
ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の
地上１階に設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系　第１貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

47 5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の
処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰
める雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭ
ＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び
地下３階に設置する設計とする。ただし，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計
とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

48 5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理
系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固
化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備
の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，セル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系
であり，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第４低レベル廃棄物貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)

※補足すべき事項の対象なし

低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(廃樹脂貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)
使用済燃料貯蔵設備
(プール水浄化系)
 (許可文中、第3-2表、第
3-12図)
低レベル廃液処理設備
(使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設廃液処理系)
 (許可文中、第7.3-3表、
第7.3-5図)
低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(ハル・エンドピース貯蔵
系)
 (許可文中、第7.4-7表)
低レベル固体廃棄物処理設
備
(チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理
系)
 (許可文中、第7.4-6表、
第7.4-6図)

40 5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理
系，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣ
Ｂ・ＢＰ処理系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャン
ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する廃樹脂貯槽に貯蔵する設計とする。

機能要求①

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

低レベル固体廃棄物処理設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

低レベル固体廃棄物貯蔵設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

低レベル固体廃棄物貯蔵設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】
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45 5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理
施設から発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用す
る。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発
生する雑固体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす
る。

機能要求① 低レベル固体廃棄物貯蔵設
備
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系
　第１貯蔵系)
(第２低レベル廃棄物貯蔵
系
　第２貯蔵系)
 (許可文中、第7.4-7表)

設計方針（共用） Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有す
る施設が使用さ
れる条件の下に
おける健全性に
関する説明書

2. 基本方針
　(5) 共用に対する考慮
7. 共用に対する考慮

【Ⅵ-1-1-4-1　安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書】

【2. 基本方針
　　(5) 共用に対する考慮】
【7. 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設又は使用施設と共用するものは，共用によって
再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

26 　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空
気を冷却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の
間の円環流路を上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気出口
シャフト排気口から大気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

設計方針（評価方
針等）

※補足すべき事項の対象なし

27 　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する
設計とする。

設置要求 ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

※補足すべき事項の対象なし

12 　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上昇を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラ
ス固化体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製造する。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

Ⅵ-2
再処理施設に関
する図面

※補足すべき事項の対象なし

13 　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動
並びにガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固
化体を製造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計と
する。

運用要求 高レベル廃液ガラス固化設
備

※補足すべき事項の対象なし

25 5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，
ガラス固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成す
る。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固化体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガ
ラス固化設備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレン
チ移送台車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受
入れクレーンを用いて，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス固化体は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンによ
り第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。

設置要求
機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

ガラス固化体貯蔵設備に関する図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・ガラス固化体貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

26 　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空
気を冷却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の
間の円環流路を上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気出口
シャフト排気口から大気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固化体及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。

設置要求
評価要求

ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

評価（崩壊熱除去
解析）

※補足すべき事項の対象なし

27 　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する
設計とする。

設置要求 ガラス固化体貯蔵設備
 (許可文中、第7.4-2表)

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-6
放射性廃棄物の
廃棄施設に関す
る説明書

「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除
去に関する説明書」

【崩壊熱除去に関する基本方針】
【崩壊熱除去対象設備】
【崩壊熱量】
【崩壊熱除去解析方法】
【計算コード】
【解析のケース】
【解析結果】

【崩壊熱除去に関する基本方針】
・ガラス固化体からの崩壊熱によりコンクリートが加熱される恐れがあることから間接自然空冷貯蔵方式にて崩壊熱
を除去しコンクリート温度を適切に維持する旨記載する。
【崩壊熱除去対象設備】
・冷却空気によるガラス固化体から発生する崩壊熱の除去、断熱材等による貯蔵区域天井部コンクリートの過熱防
止、空気流路（側壁流路）による貯蔵区域の側壁部の発熱除去、断熱材による冷却空気出口シャフトの過熱防止につ
いて記載する。
【崩壊熱量】
・ガラス固化体一本当たりの平均発熱量2.3kWから各解析に用いる発熱量を設定する。
【崩壊熱除去解析方法】
・解析フロー、解析モデル、パラメータ設定、解析コードについて記載する。
【計算コード】
・温度評価に用いる解析コードおよびその使用の妥当性について記載する。
【解析のケース】
・解析を実施する上で温度が厳しい条件となるガラス固化体収納状態をいくつかケース分けし記載する
【解析結果】
・崩壊熱除去解析により得られた冷却空気量、ガラス固化体温度、コンクリート部温度を記載する。

高レベル廃液ガラス固化設備に関する
図面
【Ⅵ-2　再処理施設に関する図面】
【Ⅵ-2-3 系統図】
【Ⅵ-2-4 配置図】
【Ⅵ-2-5 構造図】

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-1-6
放射性廃棄物の
廃棄施設に関す
る説明書

「ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除
去に関する説明書」

【崩壊熱除去に関する基本方針】
【崩壊熱除去対象設備】
【崩壊熱量】
【崩壊熱除去解析方法】
【計算コード】
【解析のケース】
【解析結果】

【崩壊熱除去に関する基本方針】
・ガラス固化体からの崩壊熱によりコンクリートが加熱される恐れがあることから間接自然空冷貯蔵方式にて崩壊熱
を除去しコンクリート温度を適切に維持する旨記載する。
【崩壊熱除去対象設備】
・冷却空気によるガラス固化体から発生する崩壊熱の除去、断熱材等による貯蔵区域天井部コンクリートの過熱防
止、空気流路（側壁流路）による貯蔵区域の側壁部の発熱除去、断熱材による冷却空気出口シャフトの過熱防止につ
いて記載する。
【崩壊熱量】
・ガラス固化体一本当たりの平均発熱量2.3kWから各解析に用いる発熱量を設定する。
【崩壊熱除去解析方法】
・解析フロー、解析モデル、パラメータ設定、解析コードについて記載する。
【計算コード】
・温度評価に用いる解析コードおよびその使用の妥当性について記載する。
【解析のケース】
・解析を実施する上で温度が厳しい条件となるガラス固化体収納状態をいくつかケース分けし記載する
【解析結果】
・崩壊熱除去解析により得られた冷却空気量、ガラス固化体温度、コンクリート部温度を記載する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅵ-1-1-2-1 安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書 ― ―

2.1 閉じ込め 放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 ― ― ― ― ― ―

2． 基本方針 ― ― ― ― ― ―

(5) 共用に対する考慮 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

○ 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

△ 第1回で全て説明されるため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

7． 共用に対する考慮 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

○ 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，MOX燃料加工施設又は使用施設と共用するもの
は，共用によって再処理施設の安全性を損なうことのない設計とする。

△ 第1回で全て説明されるため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 搬送設備の容量，つり上げ高さ，落下防止対策について説明する。 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-1-6 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書 ― ― ― ― ― ―

3.3 固体廃棄物の廃棄施設 固体廃棄物の廃棄施設に関する事項について説明する。 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

3.3.7 ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する説明 ガラス固化体貯蔵設備におけるガラス固化体の崩壊熱の除去に関する計算書 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2 再処理施設に関する図面 ― ― ― ― ― ―

Ⅵ-2-3 系統図 系統構成について各規則の施設区分ごとに系統図に示す。 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-4 配置図 系統構成について各規則の施設区分ごとに配置図に示す。 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2-5 構造図 系統構成について各規則の施設区分ごとに構造図に示す。 ― 対象となる設備なしのため，記載事項なし △ 既設工認変更なしのため，追加事項なし 補足すべき事項の対象なし

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 1 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 固体廃棄物の廃棄施設 

 

固体廃棄物は，その発生源に応じて減容，焼

却，固化，乾燥，熱分解，圧縮減容，切断の処

理を行い，十分な遮蔽能力を有する固体廃棄物

の廃棄施設に保管廃棄することにより，公衆の

線量の低減化を図る。 

固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び公益財

団法人核物質管理センターが運営する六ヶ所保

障措置分析所（以下「各種施設」という。）で

発生する高レベル廃液，低レベル濃縮廃液，廃

溶媒，雑固体，ハル・エンドピース，チャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン，廃樹脂及び

廃スラッジをそれぞれの性状に応じて固化，乾

燥，熱分解，焼却，圧縮減容，切断の処置を施

し容器に詰めた後，又は貯槽に受け入れた後，

保管廃棄する施設であり，以下の設備で構成す

る。また，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理

施設で発生し容器に詰められた雑固体を保管廃

棄する。 

・高レベル廃液ガラス固化設備 

・ガラス固化体貯蔵設備 

・低レベル固体廃棄物処理設備 

・低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

なお，各種施設で発生する雑固体は，発生す

るそれぞれの建屋で，必要な場合には一時集積

4. 固体廃棄物の処理 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 2 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液を

ガラス固化体に処理する高レベル廃液ガラス

場所を設定した上で集積・保管し，雑固体に応

じた運搬容器に収納した後，クレーン等により

運搬車に載せ，低レベル廃棄物処理建屋，第２

低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物

貯蔵建屋等に運搬し，クレーン等により低レベ

ル固体廃棄物処理設備又は低レベル固体廃棄物

貯蔵設備に受け入れる。 

また，雑固体のうち，各施設から発生する廃

活性炭は，水切りした後，それぞれの建屋で，

必要な場合には一時集積場所を設定した上で集

積・保管し，ドラム缶に収納した後，クレーン

等により運搬車に載せ，第２低レベル廃棄物貯

蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運搬

し，クレーン等により低レベル固体廃棄物貯蔵

設備に受け入れる。 

ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ第２低

レベル廃棄物貯蔵建屋に運搬された雑固体は，

クレーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の第

２低レベル廃棄物貯蔵系に受け入れる。また，

廃棄物管理施設で容器に詰められた第２低レベ

ル廃棄物貯蔵建屋に運搬された雑固体は，クレ

ーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系に受け入れ

る。 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガ

ラス固化体に処理する高レベル廃液ガラス固化

「クレーン等」の

示す内容は固体

廃棄物の廃棄施

設のクレーンの

総称として記載

であることから

「等」のままとし

た。（以下同様） 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 3 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固

化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する

有機溶媒（以下「廃溶媒」という。），チャンネ

ルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブ

ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）及び雑固

体を処理する低レベル固体廃棄物処理設備並

びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル

固体廃棄物貯蔵設備で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル

廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化体貯蔵設

備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１

ガラス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄

物処理設備は，低レベル廃棄物処理建屋及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋に，低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低

レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物

貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に

収納する設計とする。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，

地下２階の建物とする設計とする。 

 

 

 

設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体貯

蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒

（以下「廃溶媒」という。），チャンネルボッ

クス（以下「ＣＢ」という。），バーナブルポ

イズン（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を

処理する低レベル固体廃棄物処理設備並びに低

レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄

物貯蔵設備で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃

液ガラス固化建屋に，ガラス固化体貯蔵設備

は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理

設備は，低レベル廃棄物処理建屋及びチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・

エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物貯

蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４

低レベル廃棄物貯蔵建屋に収納する設計とす

る。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の主要構造は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート

造及び鉄骨造）で，地上１階，地下２階，建築

面積約5,700㎡（東棟約2,900㎡及び西棟約2,800

㎡の一体構造）の建物である。 
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低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地

下２階の建物とする設計とする。 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理建屋は，地上２階，地下１階の建物とす

る設計とする。 

 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，

地下４階の建物とする設計とする。 

 

 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階

の建物とする設計とする。 

 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，

地下３階の建物とする設計とする。 

 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階

の建物とする設計とする。 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化

体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備

は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要

な容量を有する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固

低レベル廃棄物処理建屋の主要構造は，鉄筋

コンクリート造で，地上４階，地下２階，建築

面積約9,500㎡の建物である。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階，地下１階，建築面積約3,500㎡の建物

である。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の主要構造は，

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造及び鉄骨造）で，地上２階，地下４階，建

築面積約2,200㎡の建物である。 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構造は，

鉄筋コンクリート造で，地上１階，建築面積約

2,700㎡の建物である。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構造は，

鉄筋コンクリート造で，地上２階，地下３階，

建築面積約4,400㎡の建物である。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構造は，

鉄筋コンクリート造で，地上１階，建築面積約

2,700㎡の建物である。 

 

固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体

貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，

放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量

を有する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化
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化体の冷却のための適切な措置を講ずる設計

とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設か

ら発生する高レベル廃液を約 140Ⅼ／ｈで処

理できる能力を有する設計とする。 

低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及

び公益財団法人核物質管理センターが運営す

る六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」と

いう。）で発生する低レベル濃縮廃液約 0.2 ㎥

／ｈ及び 200Ⅼドラム缶約 2 本／日，廃溶媒

を約 8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約 75㎏／

ｈ及び圧縮減容可能な雑固体を圧縮力 1,500

ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約 1個／ｈ及び 0.5

個／ｈで処理できる能力を有する設計とす

る。 

5.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一

部１系列)で構成する。 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レ

ベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液

体の冷却のための適切な措置を講ずる設計とす

る。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から

発生する高レベル廃液を約140Ｌ／h処理できる

能力を有する設計とする。 

低レベル固体廃棄物処理設備は, 各施設及び

各種施設で発生する低レベル濃縮廃液を約0.2㎥

／h及び200Ⅼドラム缶約２本／日，廃溶媒を約

８Ｌ／h，焼却可能な雑固体を約75ｋｇ／h及び

圧縮減容可能な雑固体を圧縮力約1,500ｔ並びに

ＣＢ・ＢＰを各々約１個／h及び約0.5個／hで処

理できる能力を有する設計とする。 

  

 

 

3.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル濃縮

廃液，アルカリ濃縮廃液，アルカリ洗浄廃液及び

不溶解残渣廃液をガラス固化する設備である。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部

１系列)で構成し，通常は２系列で運転するが，

１系列故障時等には，１系列で運転できるよう設

計する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の

廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃

液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高レベル廃液

処理設備の高レ

ベル廃液濃縮系

等」とは高レベル

廃液の発生元の

総称として示し
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を処理することが可能な能力を有する設計と

する。 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄

物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備から高

レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベ

ル廃液混合槽に受け入れる設計とする。また，

アルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をア

ルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とす

る。 

必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ

濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，高レベル

廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽

内の廃液は，必要に応じて組成調整を行った

後，供給液槽及び供給槽を経てガラス溶融炉

に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計

とする。 

 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する

場合は，高レベル廃液に替えてガラス溶融炉

に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，

ガラス原料とともに溶融する設計とする。 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化

セル移送台車上のガラス固化体容器に注入す

る設計とする。 

注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふ

ることが可能な能力を有する設計とする。 

 

(１) 系統構成 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物

の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備から高レ

ベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル

廃液混合槽に受け入れる設計とする。また，ア

ルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアル

カリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。 

 

必要に応じて中和等（アルカリ廃液中和及び

アジ化物分解のための薬品の供給操作）の処理

をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃

液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベ

ル廃液混合槽内の廃液は，必要に応じて組成調

整を行った後，供給液槽及び供給槽を経てガラ

ス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに，1,100

～1,200℃程度で溶融する設計とする。 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場

合は，高レベル廃液に替えてガラス溶融炉に模

擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラス

原料とともに溶融する設計とする。 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セ

ル移送台車上のガラス固化体容器に注入する

設計とする。 

注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふた

た記載であるこ

とから「等」のま

まとした。 
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たを溶接し，除染装置にて，ガラス固化体表

面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査

装置での各種検査（外観検査，表面汚染検査，

寸法検査，閉じ込め検査）を実施したガラス

固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーン

によりガラス固化体貯蔵設備に移送する設計

とする。 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガ

ラス固化体の過度の温度上昇を防止する観点

から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガ

ラス固化体１本当たりの発熱量 2.3ｋＷ以下

を目標としてガラス固化体を製造する。 

ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベ

ル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融炉へ

の高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変

動並びにガラス固化体容器へのガラス注入量

の変動を考慮すると目標からばらつくことが

考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラ

ス固化体を製造する場合，製造されるガラス

固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本

の最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような

設計とする。 

 

 

 

 

を溶接し，除染装置にて，ガラス固化体表面の

除染を行う。その後，ガラス固化体検査装置で

の各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検

査，閉じ込め検査）を実施したガラス固化体は，

ガラス固化体検査室天井クレーンによりガラ

ス固化体貯蔵設備に移送する設計とする。 

 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガ

ラス固化体の過度の温度上昇を防止する観点

から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガ

ラス固化体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を

目標としてガラス固化体を製造する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 主要設備 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器の

うち，槽類は，ステンレス鋼を用い接液部は

溶接構造等の設計とし，ガラス溶融炉は，溶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「溶接構造等」と

は溶接構造，爆着

接合法等の漏え

いし難い構造の
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融槽を耐火レンガで構成し，外側をステンレ

ス鋼製のケーシングで覆う構造とする。 

また，万一放射性物質を含む廃液が漏えい

した場合に備えて，機器を収納するセルの床

には，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼

製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした廃液

は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液共

用貯槽等に移送する設計とする。 

なお，高レベル廃液混合槽等を収納するセ

ルにおいて，万一漏えいが起きた場合は，漏

えいした廃液が沸騰するおそれがあるため，

漏えい検知装置を多重化するとともに，漏え

い液移送のためのスチーム ジェットポンプの

蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安全

蒸気系から適切に供給する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の主要機器

は，気体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備又は高レベル廃液ガ

ラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備に接続

し，負圧の維持ができる設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃

液混合槽等の高濃度の放射性物質を内包する

機器は，その他再処理設備の附属施設の安全

圧縮空気系から空気を適切に供給し，廃液の

放射線分解により発生する水素を可燃限界濃

度未満に抑制する設計とするとともに，接地

総称としての記

載であることか

ら「等」のままと

した。（以下同様） 

 

 

「高レベル廃液

共用貯槽等」とは

漏えいした廃液

の移送先のこと

であるが，主な移

送先となる「高レ

ベル廃液共用貯

槽」が使用できな

い場合を考慮し

「等」のままとし

た。 

「高レベル廃液

混合槽等」とは高

レベル廃液を内

包する貯槽（高レ

ベル廃液混合槽,

供給液槽 ,供給

槽）のことだが,

ここでは総称と

して示した記載
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ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量

計により流下ガラス質量を監視するととも

に，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流

下することを防止するため，計測制御系統施

設の固化セル移送台車上の重量計の信号が固

化ガラス１本分の質量になると発信する信号

により，流下ノズルの加熱を停止し，さらに，

し，着火源を排除する。 

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃

液混合槽等の高濃度の放射性物質を内包する

機器は，その他再処理設備の附属施設の安全

冷却水系から冷却水を適切に供給し，崩壊熱

を除去する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃

液混合槽等は内包する廃液の温度を監視し，

ガラス溶融炉は耐火レンガの温度等を監視す

ることにより，運転状態を監視できる設計と

する。 

また，固化セル移送台車上の質量を監視す

ることにより溶融ガラスの流下量の監視がで

きる設計とする。 

ガラス固化体の組成管理のため，ガラス溶

融炉への高レベル廃液の供給量，ガラス原料

供給量及びガラス固化体容器へのガラス注入

量の監視ができる設計とする。 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融

炉は，計測制御系統施設の固化セル移送台車

上の重量計の信号が固化ガラス１本分の質量

になると発信する信号により，流下ノズルの

加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の

であることから

「等」のままとし

た。（以下同様） 

 

 

「温度等」とは運

転状態を監視す

るためのパラメ

ータの総称とし

ての記載である

ことから「等」の

ままとした。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 10 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開と

し，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮

空気系から空気を供給し，溶融ガラスの流下

停止を行う流下停止系を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，

アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高レベル廃液

供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくは

ん用にかくはん装置を設ける設計とする。 

冷却空気供給用弁を開とし，その他再処理設

備の附属施設の安全圧縮空気系から空気を供

給し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停止

系を設ける設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上重要

な流下停止系は，それを構成する動的機器の

単一故障を仮定しても溶融ガラスの流下停止

機能を確保するように，弁を多重化する設計

とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備の安全上重要

な流下停止系は，その他再処理設備の附属施

設の非常用所内電源系統に接続する設計とす

る。 

高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融

炉等は，保守・補修を考慮した設計とする。

また，保守・補修が容易かつ短期間にできて

放射線業務従事者の線量を可能な限り低くす

るように，保守用の室を適切な位置に配置す

るとともに，保守・補修に使用するクレーン

等の機器を適切に配置する設計とする。 

ａ．高レベル廃液調整槽 

(ａ) 高レベル廃液混合槽 

高レベル廃液混合槽は，内包する廃液の崩

壊熱を除去するため独立した２系列の冷却コ

イルを設置し，その他再処理設備の附属施設

の安全冷却水系から冷却水を適切に供給する
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 11 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計とする。さらに，廃液かくはん用にかく

はん装置を設ける。また，高レベル廃液混合

槽は，廃液の放射線分解により発生する水素

を希釈するために，その他再処理設備の附属

施設の安全圧縮空気系から空気を適切に供給

する設計とする。高レベル廃液混合槽は，液

温の監視用に温度計を設ける。 

(ｂ) アルカリ濃縮廃液中和槽 

アルカリ濃縮廃液中和槽は，廃液かくはん

用にかくはん装置を設ける。また，アルカリ

濃縮廃液中和槽は，必要に応じて廃液を中和

等の処理ができる設計とする。 

ｂ．高レベル廃液供給液槽 

(ａ) 供給液槽 

供給液槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去

するため，独立した２系列の冷却コイルを設

置し，その他再処理設備の附属施設の安全冷

却水系から冷却水を適切に供給する設計とす

る。さらに，廃液かくはん用にかくはん装置

を設ける。また，供給液槽は，廃液の放射線

分解により発生する水素を希釈するために，

その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気

系から空気を適切に供給する設計とする。供

給液槽は，液温の監視用に温度計を設ける。

供給液槽は，ガラス溶融炉へ供給する高レベ

ル廃液の供給量監視用に液位計を設ける。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 12 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 供 給 槽 

供給槽は，内包する廃液の崩壊熱を除去す

るため，独立した２系列の冷却コイルを設置

し，その他再処理設備の附属施設の安全冷却

水系から冷却水を適切に供給する設計とす

る。さらに，廃液かくはん用にかくはん装置

を設ける。また，供給槽は，廃液の放射線分

解により発生する水素を希釈するために，そ

の他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系

から空気を適切に供給する設計とする。供給

槽は，液温の監視用に温度計を設ける。 

ｃ．ガラス溶融炉 

ガラス溶融炉は，耐火レンガの組積構造に

より溶融槽を構成し，その外側をステンレス

鋼製のケーシングで覆う構造とする。 

高レベル廃液又は模擬廃液及びガラス原料

は，ガラス溶融炉内へ投入し，炉内に設置し

た電極を介してガラスに直接電流を流すこと

によって発生するジュール熱によりガラスを

加熱溶融する。ガラス溶融炉内の溶融ガラス

は，ガラス溶融炉下部の流下ノズルを加熱す

ることによりガラス固化体容器に注入する。 

ガラス溶融炉は，溶融ガラスの監視用に耐

火レンガ内部に温度計を設ける。また，ガラ

ス原料供給量の監視用に供給量積算計を設け

る。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 13 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を

図るため，棒状の装置を炉の上部から流下ノ

ズル内部に挿入できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量

計により流下ガラス質量を監視するととも

に，流下ガラスがガラス固化体容器以外に流

下することを防止するため，流下停止系を設

ける設計とする。 

ガラス溶融炉は，クレーン等により遠隔で

保守可能な設計とする。 

ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を

図るため，棒状の装置を炉の上部から流下ノ

ズル内部に挿入できる構造とする。 

また，製造するガラス固化体の概要は，以

下のとおりである。 

質 量 ガラス固化体質量 

約500ｋｇ／本 

固化ガラス質量  約400ｋｇ／本 

寸法外径 約430ｍｍ 

高 さ  約1,340ｍｍ 

容器肉厚  約６ｍｍ 

発熱量  約2.3ｋＷ／本 

材 料  固化ガラス 

ほうけい酸ガラス 

容 器  ステンレス鋼 

なお，ガラス固化体の発熱量は，高レベル

廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融炉への

高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動

並びにガラス固化体容器へのガラス注入量の
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 14 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検

査室天井クレーン等については，ガラス固化

体を搬送する能力として必要な容量を有する

設計とする。また，逸走防止のインターロッ

クを設ける設計とする。 

ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガ

ラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを

二重化し，フックに脱落防止機構を施すとと

もに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフ

ェイルセイフ機能を有する構造とする。さら

に，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内

に制限できるインターロックを設ける設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

変動を考慮すると目標からばらつくことが考

えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス

固化体を製造する場合，製造されるガラス固

化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の

最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設

計とする。 

ｄ．固化セル移送台車 

固化セル移送台車は，ガラス固化体が転倒

しない構造とするとともに，遠隔自動運転と

し，運転を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

ｅ．溶 接 機 

溶接機は，ガラス固化体内容物の飛散防止

等の物理的閉じ込め機能を確保するため，固

化セル内でガラス固化体容器にふたを溶接す

る装置である。 

ｆ．除染装置 

除染装置は，ガラス固化体を固化セルから

つり上げ，ガラス固化体の表面の除染を行う

装置である。除染装置のガラス固化体のつり

上げ機構は，ガラス固化体の落下防止のた

め，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時にもつり

荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する

構造とする。さらに，除染装置のガラス固化

体のつり上げ機構は，ガラス固化体のつり上
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 15 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

げ高さを９ｍ以内に制限できるインターロッ

クを設け，万一のガラス固化体の落下によっ

てもガラス固化体容器に著しい損傷を与えな

い設計とする。 

また，除染装置のガラス固化体のつり上げ

機構は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。 

ｇ．ガラス固化体検査室天井クレーン 

ガラス固化体検査室天井クレーンは，ガラ

ス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二

重化し，フックに脱落防止機構を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する構造とする。 

さらに，ガラス固化体検査室天井クレーン

は，収納管外でのガラス固化体のつり上げ高

さを９ｍ以内に制限できるインターロックを

設け，万一のガラス固化体の落下によっても

ガラス固化体容器に著しい損傷を与えない設

計とする。 

また，ガラス固化体検査室天井クレーン

は，遠隔自動運転とし，運転を安全かつ確実

に行うため，逸走防止のインターロックを設

ける設計とする。 

ｈ．ガラス固化体検査装置 

(ａ) ガラス固化体外観検査装置 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 16 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放

射線分解により発生する水素による爆発」の

同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供

給液槽及び供給槽を常設重大事故等対処設備

として位置付け，重大事故等が発生した場合

において，当該貯槽等からの放射性物質の漏

えいを防止できる設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放

射線分解により発生する水素による爆発」の

同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供

給液槽及び供給槽は，同時に発生するおそれ

がある冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放

射線分解により発生する水素による爆発によ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対し

ガラス固化体外観検査装置は，テレビカメ

ラによりガラス固化体の外観観察及び標識読

取りを行う装置である。 

(ｂ) ガラス固化体表面汚染検査装置 

ガラス固化体表面汚染検査装置は，ガラス

固化体の表面にろ紙を押しつけることにより

スミヤサンプルを採取する装置である。 

(ｃ) ガラス固化体閉じ込め検査装置 

ガラス固化体閉じ込め検査装置は，ガラス

固化体を容器内に収納し，容器内を吸引する

ことによりガラス固化体の閉じ込め性を検査

する装置である。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 17 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

て，重大事故等への対処に必要な機能を損な

わない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放

射線分解により発生する水素による爆発」の

同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供

給液槽及び供給槽は，「放射線分解により発生

する水素による爆発」の発生を仮定する機器

における水素濃度ドライ換算 12vol％での水

素爆発に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力

の影響を考慮しても，重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場

合においても，常設重大事故等対処設備であ

る「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放

射線分解により発生する水素による爆発」の

同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供

給液槽及び供給槽は，第１章共通項目の「9.2 

重大事故等対処設備」の「9.2.7 地震を要因

とする重大事故等に対する施設の耐震設計」

に基づく設計とすることで重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び

供給槽は，外部からの衝撃による損傷を防止
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 18 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

できる高レベル廃液ガラス固化建屋に設置

し，風（台風）等により，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び

供給槽は，配管の全周破断に対して，適切な

材料を使用することにより，漏えいした放射

性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒

等）により重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能

の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解に

より発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び

供給槽は，内部発生飛散物の影響を受けない

場所に設置することにより，重大事故等への

対処に必要な機能を損なわない設計とする。 
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再処理－発電炉 記載比較 
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基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，ト

レンチ移送台車，ガラス固化体検査室パワー

マニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，

ガラス固化体受入れクレーン，第１ガラス固

化体貯蔵建屋床面走行クレーン，冷却空気入

口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成

する。 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガ

ラス固化設備からガラス固化体を受け入れる

設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液

ガラス固化設備のガラス固化体検査室天井ク

レーンにより高レベル廃液ガラス固化建屋内

の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はト

レンチ移送台車により第１ガラス固化体貯蔵

建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建

屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固

化体受入れクレーンを用いて，トレンチ移送

台車から取り出す。取り出したガラス固化体

3.3.2 ガラス固化体貯蔵設備  

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス

固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に設置

するガラス固化体貯蔵設備で構成する。ガラス固

化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備に

て製造したガラス固化体を受け入れ，保管廃棄す

る設備である。 

(１) 系統構成 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレ

ンチ移送台車，ガラス固化体検査室パワーマニ

プレータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガラ

ス固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯

蔵建屋床面走行クレーン，冷却空気入口シャフ

ト及び冷却空気出口シャフトで構成する。 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガ

ラス固化設備からガラス固化体を受け入れ

る。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固

化設備のガラス固化体検査室天井クレーンに

より高レベル廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピ

ットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移

送台車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払

い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払

い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入

れクレーンを用いて，トレンチ移送台車から

取り出す。取り出したガラス固化体は，第１

ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンによ
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【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 20 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレ

ーンにより第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯

蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体か

ら発生する崩壊熱によるガラス固化体及び構

造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却

空気を冷却空気入口シャフトから貯蔵ピット

の下部に流入し，ガラス固化体からの崩壊熱

により生じる通風力によって、収納管と通風

管の間の円環流路を上昇しながらガラス固化

体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空

気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気

出口シャフト排気口から大気中へ放出する設

計とし，これらによってガラス固化体及び構

造物の温度を適切に維持する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固

化体からの崩壊熱が適切に除去されているこ

とを確認するため，冷却空気の温度を監視す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

り第１ガラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピット

に搬送し，貯蔵する設計とする。 

 

(２) 主要設備 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体か

らの崩壊熱により生じる通風力によって流れ

る冷却空気により適切に崩壊熱を除去する設

計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体か

らの崩壊熱が適切に除去されていることを確

認するため，冷却空気の温度を監視する設計

とする。 

ａ．貯蔵ピット 

貯蔵ピットは，収納管，通風管，支持架構

及びプレナム形成板で構成し，ガラス固化体

のもつ閉じ込め機能を維持するために，ガラ

ス固化体を収納管内に収納し，収納管と通風

管の間に冷却空気を流す構造とする。 

冷却空気は，高さ約29ｍ（高レベル廃液ガ

ラス固化建屋）及び高さ約25ｍ（第１ガラス

固化体貯蔵建屋）の冷却空気入口シャフトか

ら貯蔵ピットの下部に流入し，円環流路を上

昇しながらガラス固化体から発生する崩壊熱

を除去する。この崩壊熱を除去した空気は，

十分な通風力を与える高さ約35ｍの冷却空気

出口シャフト排気口から大気中へ放出する。 
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29℃を外気温とし，2.3ｋＷのガラス固化体

が全数収納された状態でのガラス固化体の温

度は，次のとおりとなる設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵ピット 

ガラス固化体容器表面温度 約 270℃ 

ガラス固化体中心温度 約 410℃ 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵ピット 

ガラス固化体容器表面温度 約 280℃ 

ガラス固化体中心温度 約 420℃ 

この場合，冷却空気の円環流路出口温度

は，それぞれ約75℃，約90℃である。 

また，発熱量の経年変化を考慮しても，冷

却空気流量の減少割合に比較し，ガラス固化

体の崩壊熱量減少割合の方が大きいため，ガ

ラス固化体の温度が上昇することはない。 

なお，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に

除去されていることを確認するため，冷却空

気入口，出口温度監視用に冷却空気入口シャ

フト，冷却空気出口シャフトに温度計を設け

る。 

また，収納管は，気体廃棄物の廃棄施設の

換気設備に接続し，収納管内を負圧に維持す

る。貯蔵ピットは，ガラス固化体貯蔵におい

てガラス固化体容器が機械的強度上十分耐え

得るたて積み９段以下の設計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵区域の天井
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等のコンクリート温度が65℃を超えないよう

に断熱材及び貯蔵区域側壁部に空気流路を設

けるとともに，上部及び下部プレナム部での

空気流路を形成するプレナム形成板を設ける

設計とする。 

収納管及び通風管は，使用環境を考慮し，

防食処理（アルミニウム溶射）した炭素鋼を

用いる設計とする。 

収納管は，万一のガラス固化体の落下時に

も，収納管とガラス固化体との間隙を小さく

することにより，収納管内の空気が間隙から

排出されにくく，収納管内の空気による圧縮

抵抗が働き，ガラス固化体の落下速度，落下

衝撃を減少させる効果が働くような設計とす

る。 

また，収納管の底部には衝撃吸収体を兼ね

たガラス固化体受台を設置し，万一のガラス

固化体落下時にもガラス固化体容器に著しい

損傷を与えないようにするとともに，収納管

の機能を失うような損傷を生じない設計とす

る。 

収納管は，貯蔵区域の天井スラブで懸架支

持し，通風管は，貯蔵ピットの支持架構で固

定支持する。収納管と通風管との間にはスペ

ーサを設け地震時の収納管の荷重をスペーサ

を介して支持架構で支持する構造とする。さ
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トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れク

レーン等については，ガラス固化体を搬送す

る能力として必要な容量を有する設計とす

る。また，逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

ガラス固化体受入れクレーン等について

は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワ

イヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施

すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持で

きるフェイルセイフ機能を有する構造とす

る。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを

９ｍ以内に制限できるインターロックを設け

る設計とする。 

 

 

 

らに，支持架構は，高レベル廃液ガラス固化

建屋又は第１ガラス固化体貯蔵建屋の側面に

固定する。 

なお，収納管に顕著な変化がないことを確

認するために，収納管等の目視等による観察

が可能な措置を講ずる。 

ｂ．トレンチ移送台車 

トレンチ移送台車に設置する遮蔽容器は，

その中にガラス固化体１本を収納できる構造

とする。 

トレンチ移送台車は，遮蔽容器内にガラス

固化体の側面に沿うガイドを設けガラス固化

体が転倒しない構造とするとともに，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う

ため，逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。 

ｃ．ガラス固化体受入れクレーン 

    ガラス固化体受入れクレーンは，ガラス固

化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すとともに，

電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイル

セイフ機構を有する構造とする。 

さらに，ガラス固化体受入れクレーンは，

ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制

限できるインターロックを設け，万一のガラ

ス固化体の落下によってもガラス固化体容器
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に著しい損傷を与えない設計とする。 

また，ガラス固化体受入れクレーンは，遠

隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に

行うため，逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

ｄ．第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーン 

    第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレー

ンに設置する遮蔽容器は，ガラス固化体３

本，収納管プラグ等を収納できる構造とす

る。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレー

ンは，ガラス固化体の落下防止のため，つり

ワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持

できるフェイルセイフ機構を有する構造とす

る。さらに，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面

走行クレーンは，収納管外でのガラス固化体

のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるイン

ターロックを設け，万一のガラス固化体の落

下によってもガラス固化体容器に著しい損傷

を与えない設計とする。 

また，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行

クレーンは，遠隔自動運転とし，運転を安

全，かつ，確実に行うため，逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とする。 

ｅ．冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャ
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5.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル

濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄

物処理系及びチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理系で構成する。 

 

5.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

 

 

 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固

化装置は，各１系列で構成する。低レベル濃

フト 

冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シ

ャフトは，高レベル廃液ガラス固化建屋又は

第１ガラス固化体貯蔵建屋と一体構造とし，

建屋の側面に設ける。 

冷却空気出口シャフトは，ガラス固化体の

崩壊熱を除去できる十分な冷却空気の風量を

与える高さとする。 

なお，冷却空気出入口シャフトの開口部に

は異物の侵入を防止する措置を講ずるととも

に，入口シャフト底部については目視等によ

る観察及び必要に応じ，じんあい等の除去が

可能な措置を講ずる。 

 

3.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮

廃液処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理系

及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処

理系で構成する。 

 

3.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理設備から発生する低レ

ベル濃縮廃液を処理する系である。 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化

装置は，各１系列で構成する。低レベル濃縮廃液
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 26 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低

レベル廃液処理設備から発生する低レベル濃

縮廃液を処理することが可能な能力を有する

設計とする。 

低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レ

ベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃

液を，乾燥装置へ連続供給して乾燥した後，

圧縮成型し，ドラム缶又は角型容器（以下｢ド

ラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系

の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じ

チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯

蔵系へ移送する設計とする。また，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系から

発生する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供

給し固化材と混合した後，ドラム缶内に固化

し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レ

ベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵

系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４

低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とす

る。 

 

 

 

 

処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液

処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理

することが可能な能力を有する設計とする。 

(１) 系統構成 

 低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の

廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レ

ベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃

液を，乾燥装置（蒸発温度：約100℃）へ連続

供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶

又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡）に

詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第

２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第

２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設

計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル

濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化材と混合

した後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体

廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵

系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物

貯蔵系へ移送する設計とする。 

 乾燥装置から発生する廃ガスは，気体廃棄

物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送

する設計とする。 

(２) 主要設備 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 27 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.2 廃溶媒処理系 

 

 

 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶

媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処

理系から発生する廃溶媒を処理することが可

能な能力を有する設計とする。 

 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の

溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸化カ

 低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置，固化

装置等の放射性物質を内包する機器は，ニッ

ケル基合金又はステンレス鋼を用い，接液部

は溶接構造等の設計とする。液体状の放射性

物質を内包する主要設備を収納する室の床に

は，漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製

又は樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えい

した液体状の放射性物質は，適切に移送する

設計とする。 

  低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置等は，

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備に接続する設計とする。また，乾燥装置

は，加熱蒸気温度等を測定し，運転状態を監

視する設計とする。 

 

3.3.3.2 廃溶媒処理系 

低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄

施設の低レベル廃液処理設備から発生する低レ

ベル濃縮廃液を処理する系である。 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処

理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から

発生する廃溶媒を処理することが可能な能力を

有する設計とする。 

(１) 系統構成 

 廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の

溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸化カ
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 28 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

ルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してり

ん酸と可燃性ガスに熱分解する設計とする。

りん酸は，熱分解と同時に水酸化カルシウム

で中和し熱分解生成物として熱分解装置から

抜き出し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２

低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２

貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・

バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計と

する。また，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて

燃焼し，燃焼後の廃ガスは，気体廃棄物の廃

棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してり

ん酸と可燃性ガスに熱分解（約450℃）する。

りん酸は，熱分解と同時に水酸化カルシウム

で中和し熱分解生成物として熱分解装置から

抜き出し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２

低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２

貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・

バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計と

する。また，可燃性ガスは，燃焼装置（約

900℃）へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガスは，

気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設

備へ移送する設計とする。 

(２) 主要設備 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の放射性物質

を内包する機器は，ステンレス鋼，炭素鋼又

はニッケル基合金を用い，接液部は溶接構造

等の設計とする。また，液体状の放射性物質

を内包する主要設備を収納する室の床には，

漏えい検知装置を備えたステンレス鋼製又は

樹脂製の漏えい液受皿を設置し，漏えいした

液体状の放射性物質は，適切に移送する設計

とする。 

  廃溶媒処理系の熱分解装置等は, 気体廃棄

物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備に接続

する設計とする。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 29 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

また，熱分解装置は，窒素ガスを供給する

ことにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱

分解する設計とする。また，熱分解装置は，外

部ヒータを適切に制御するとともにその内部

温度を測定し，運転状態を監視する設計とす

る。 

燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼

状態を監視する設計とするとともに，耐火物

を内張りし，装置外面における過度の温度上

昇を防止する設計とする。 

 

 

5.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

 

 

 

雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生す

る雑固体を処理することが可能な能力を有す

る設計とする。 

 

 廃溶媒処理系の熱分解装置等の廃溶媒を取

り扱う機器は，接地するとともに，電動機等

は，防爆構造とし，着火源を適切に排除する

設計とする。 

ａ．熱分解装置 

  熱分解装置は，窒素ガスを供給することに

より，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解す

る設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒ

ータを適切に制御するとともにその内部温度

を測定し，運転状態を監視する設計とする。 

ｂ．燃焼装置 

  燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼

状態を監視する設計とするとともに，耐火物

を内張りし，装置外面における過度の温度上

昇を防止する設計とする。 

 

 

3.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する

紙，フィルタ，ポンプ等の雑固体を焼却若しくは

圧縮減容又はそのまま取り扱う系である。 

雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑

固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固

体を処理することが可能な能力を有する設計と

する。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 30 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生

する雑固体のうち焼却可能なものを必要に応

じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型

装置で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，

また，雑固体のうち焼却しないものを圧縮減

容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，

又は，そのままドラム缶等に詰め，主に低レ

ベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄

物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必

要に応じチャンネルボックス・バーナブルポ

イズン貯蔵系へ移送する設計とする。 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設

備の油分除去系から発生する廃活性炭は，雑

固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶

に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は

第２貯蔵系へ移送する設計とする。 

ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系に貯

蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

(１) 系統構成 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生す

る雑固体のうち焼却可能なものを必要に応じ

焼却装置（約 900℃）で焼却し廃溶媒処理系の

圧縮成型装置で圧縮成型した後，ドラム缶等に

詰め，また，雑固体のうち焼却しないものを圧

縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰

め，又は，そのままドラム缶等に詰め，主に低

レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃

棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必

要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン貯蔵系へ移送する設計とする。 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備

の油分除去系から発生する廃活性炭は，雑固体

廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰

め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯

蔵系へ移送する設計とする。 

ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第

２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系に貯蔵

する設計とする。 

焼却装置から発生する廃ガスは，セラミック

フィルタを経て，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽

類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。 

(２) 主要設備 

雑固体廃棄物処理系の焼却装置及びセラミ
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 31 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

また，焼却装置及びセラミックフィルタは，

耐火物を内張りし，機器外面における過度の

温度上昇を防止する設計とする。 

 

 

5.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理系 

 

 

 

 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」という。）

は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・Ｂ

Ｐ処理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，

せん断前の処理として，使用済燃料集合体か

ら取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可

能な能力を有する設計とする。 

 

 

 

ックフィルタのケーシングは，炭素鋼を用い，

溶接構造等の漏えいし難い設計とするととも

に，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理

設備に接続する設計とする。 

また，焼却装置及びセラミックフィルタは，

耐火物を内張りし，機器外面における過度の温

度上昇を防止する設計とするとともに，焼却装

置は燃焼状態を監視する設計とする。 

 

3.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブルポイズン

処理系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理

系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前

の処理として，使用済燃料集合体から取り外した

ＣＢ及びＢＰを処理する系(以下｢ＣＢ・ＢＰ処理

系｣という｡)である。 

ＣＢ・ＢＰ処理系は，２系列(一部１系列)で構

成する。ＣＢ・ＢＰ処理系は，使用済燃料の貯蔵

施設において，せん断前の処理として，使用済燃

料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理するこ

とが可能な能力を有する設計とする。 

 

 

(１) 系統構成 

ＣＢ・ＢＰ処理系は,使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポ
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 32 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設

備において，せん断前の処理として，使用済

燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第

１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ切断装置により

使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断

後, チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断

装置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット

水中で更に切断し，収納容器に収納して，ド

ラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯蔵設

備のチャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系に移送する設計とする。第１ＣＢ切

断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断

装置は更に切断し，平板状にする設計とする。

第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本

体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒

本体をせん断する設計とする。また，切断ピ

ットは，ピット水の水質の維持・管理を図る

設計とする。 

 

 

 

 

 

イズン処理建屋に設置する。 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設

備において，せん断前の処理として，使用済燃

料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ

切断装置及び第１ＢＰ切断装置により使用済

燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋

へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置及び第

２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に

切断し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰

め，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネル

ボックス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送す

る設計とする。第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つ

に切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平

板状にする設計とする。第１ＢＰ切断装置はＢ

Ｐを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２Ｂ

Ｐ切断装置はＢＰ棒本体をせん断する設計と

するまた，切断ピットは，ピット水の水質の維

持・管理を図る設計とする。 

 

(２) 主要設備 

第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置を

設置する切断ピットの内面は，液体状の放射性

物質の漏えいを防止するため，ステンレス鋼を

内張りし，接液部は溶接構造等の設計とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110



再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 33 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯

蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネル

ボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１

低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵

系で構成する。 

 

 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設

から発生する低レベル固体廃棄物（廃樹脂及

び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及び

ＢＰの処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，

廃溶媒の処理物，雑固体の処理物等）及びＭ

ＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発

生する雑固体を貯蔵する能力を有する設計と

また，切断ピットに漏えい検知装置を設けると

ともに漏えいした液体状の放射性物質は，適切

に移送する設計とする。 

切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理

を図る設計とする。 

また，第１切断装置及び第２切断装置は，そ

の運転状態を監視する設計とする。 

 

3.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵

系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低レベル

廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レ

ベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及

び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。 

また，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵

系は，廃棄物管理施設と共用する。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設か

ら発生する低レベル固体廃棄物（廃樹脂及び廃

スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰ

の処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒

の処理物，雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加

工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体

を貯蔵する能力を有する設計とする。 
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する。 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する

設計とする。 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶

等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又は貯蔵

プールに貯蔵する設計とする。 

 

 

5.3.4.1 廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設の

プール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設の使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理

系，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エ

ンドピースを貯蔵するハル・エンドピース貯

蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣ

Ｂ・ＢＰ処理系から発生する廃樹脂及び廃ス

ラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，

それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・

エンドピース貯蔵建屋及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する

設計とする。 

 

5.3.4.2 ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設か

ら発生するハル・エンドピース等を詰めたド

ラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・

 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設

計とする。 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等

又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又は貯蔵プ

ールに貯蔵する設計とする。 

 

(１) 系統構成 

ａ．廃樹脂貯蔵系 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプ

ール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，低

レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピー

スを貯蔵するハル・エンドピース貯蔵系並びに

低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理

系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹

脂貯槽に貯蔵する系であり，それぞれ使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵

建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋に設置する設計とする。 

 

 

ｂ．ハル・エンドピース貯蔵系 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設か

ら発生するハル・エンドピース等を詰めたド

ラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハ
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エンドピース貯蔵建屋に設置する設計とす

る。また，貯蔵プールは，プール水の水質,水

位及び温度の維持・管理を図る設計とする。 

 

 

5.3.4.3 チャンネルボックス・バーナブルポイズ

ン貯蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備のＣ

Ｂ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの

処理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋に設置する設計とする。 

 

5.3.4.4 第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処

理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶

等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル

濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃

液の固化体を詰めたドラム缶及び各種施設の

うち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない

雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若し

ル・エンドピース貯蔵建屋に設置する設計と

する。また，貯蔵プールは，プール水の水質,

水位及び温度の維持・管理を図る設計とす

る。 

 

ｃ．チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯

蔵系 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン

貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備のＣ

Ｂ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの

処理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系で

あり，チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋に設置する設計とする。 

 

ｄ．第１低レベル廃棄物貯蔵系 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処

理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶

等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル

濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃

液の固化体を詰めたドラム缶及び各種施設の

うち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない

雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液若し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113



再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 36 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

くは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそ

れのない雑固体であるセル及びグローブボッ

クス以外から発生する雑固体を詰めたドラム

缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル廃棄

物貯蔵建屋に設置する設計とする。 

 

5.3.4.5 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃

棄物貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設

備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体

を詰めたドラム缶を貯蔵する系であり，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３

階に設置する設計とする。 

 

5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設

から発生する低レベル固体廃棄物を貯蔵する

とともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管

理施設から発生し容器に詰められた雑固体を

貯蔵する設計とする。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物貯蔵

系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用す

る。 

くは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそ

れのない雑固体であるセル及びグローブボッ

クス以外から発生する雑固体を詰めたドラム

缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル廃棄

物貯蔵建屋に設置する設計とする。 

 

ｅ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物

貯蔵系 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄

物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設

備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体

を詰めたドラム缶を貯蔵する系であり，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３

階に設置する設計とする。 

 

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設か

ら発生する低レベル固体廃棄物を貯蔵すると

ともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施

設から発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵

する設計とする。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用し，第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処
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共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再

処理施設から発生する低レベル固体廃棄物，

ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から

発生する雑固体の推定年間発生量に対して必

要な容量を有する設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 

5.3.4.6.1 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系

は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃

縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系

から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物又は

そのまま容器に詰める雑固体，各種施設か

ら発生する低レベル固体廃棄物処理設備の

雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を

詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施

設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体

が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であ

り，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１

階に設置する設計とする。 

 

 

 

理施設から発生する低レベル固体廃棄物，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生

する雑固体の推定年間発生量に対して必要な

容量を有する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

（ａ）第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，

低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生

する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰め

る雑固体，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理

しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯ

Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生

する雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵す

る系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地

上１階に設置する設計とする。 

ドラム缶等を貯蔵する場合は，遮蔽設計及び

建屋の強度設計に影響がないように，表面線量

当量率及び質量を貯蔵前に管理する設計とす

る。 
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5.3.4.6.2 第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系

は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベ

ル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃

縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系

から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物等，

各種施設から発生する低レベル固体廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しな

い雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ

燃料加工施設から発生する雑固体を詰めた

ドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階

及び地下３階に設置する設計とする。ただ

し，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃

棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に

再処理設備本体の運転開始に先立ち第１貯

蔵系を使用する場合には，再処理設備本体の

運転開始後を対象とした第２低レベル廃棄物

貯蔵建屋に係る遮蔽設計に影響がないよう

に，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固

体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めた

ドラム缶等の表面線量当量率を貯蔵前に管理

する設計とする。 

 

（ｂ）第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，

低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生

する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰め

る雑固体，各種施設から発生する低レベル固体

廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理

しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯ

Ｘ燃料加工施設から発生する雑固体を詰めた

ドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル

廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下

３階に設置する設計とする。ただし，よう素フ

ィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地下

２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計とする。 
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貯蔵する設計とする。 

 

5.3.4.7 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料

の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低

レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処

理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶

等，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル

濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃

液の固化体を詰めたドラム缶及び各種施設の

うち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設

を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物

処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない

雑固体のうち，セル及びグローブボックス以

外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を

貯蔵する系であり，第４低レベル廃棄物貯蔵

建屋に設置する設計とする。 

 

 

ｇ．第４低レベル廃棄物貯蔵系 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の

受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レ

ベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理

系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低

レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃

液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固

化体を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使

用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く

施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設

備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体

のうち，セル及びグローブボックス以外から発

生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する

系であり，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置

する設計とする。 

 

(２) 主要設備 

廃樹脂及び廃スラッジを内包する機器は，ス

テンレス鋼を用い，接液部は溶接構造等の設計

とする。また，廃樹脂及び廃スラッジを内包す

る主要設備を収納する室の床には，漏えい検知

装置を備えたステンレス鋼製又は樹脂製の漏

えい液受皿を設置し，漏えいした液体状の放射

性物質は，適切に処置できる設計とする。 
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ハル・エンドピース貯蔵系の貯蔵プールの内

面は，ステンレス鋼を内張りし，かつ，接液部

は溶接構造等の設計とする。また，貯蔵プール

に漏えい検知装置を設けるとともに漏えいし

た液体状の放射性物質は，適切に移送する設計

とする。また，貯蔵プールは，プール水の水質

等の維持・管理を図る設計とする。 

フィルタ貯蔵室は，低レベル廃棄物処理建屋

換気筒に接続する設計とする。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，貯蔵する各

低レベル固体廃棄物の推定年間発生量，使用済

燃料による総合試験期間（平成 18年 3 月 31日

開始）中に発生する各低レベル固体廃棄物，増

設に必要な期間等を考慮して，次のとおりの貯

蔵容量を有する設計とする。 

廃樹脂貯蔵系は，約 40 年分の貯蔵容量を有

する設計とする。ハル・エンドピース貯蔵系は，

約５年分の貯蔵容量を有する設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯

蔵系は，ＢＷＲ使用済燃料及びＰＷＲ使用済燃

料を年間 400ｔ・ＵＰｒずつ再処理する場合に

発生するＣＢ及びＢＰの処理物等の約 10 年分

の貯蔵容量を有する設計とする。 

また，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第

２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第
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２貯蔵系並びに第４低レベル廃棄物貯蔵系は，

低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生

する雑固体の処理物等並びに各種施設から発

生する雑固体を再処理事業の開始から約 27 年

分の貯蔵容量を有する設計とする。 

第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系及び第４低レ

ベル廃棄物貯蔵系は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設を使用して，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵を行う場合に発生する雑固体並びに低レベ

ル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処

理系の固化装置のしゅん工（平成 19 年 3月 30

日）後に発生する低レベル濃縮廃液の固化体を

再処理事業の開始から約 30 年分の貯蔵容量を

有する設計とする。 
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3.3.5 固体廃棄物の年間発生量及び保管廃棄容量 

（1） 固体廃棄物の種類と発生量 

固体廃棄物には，ガラス固化体，ハル・エ

ンドピース，低レベル濃縮廃液の乾燥処理物

及び固化体，廃溶媒の熱分解生成物並びに

紙，布，フィルタ，ポンプ等の雑固体等があ

る。 

液体廃棄物発生量及び設計運転条件から推

定した固体廃棄物の推定年間発生量を第3.3-1

表に示す。 

 

（2） 固体廃棄物の保管廃棄容量 

ガラス固化体は，ガラス固化体貯蔵設備に

保管廃棄する。 

これ以外の固体廃棄物を詰めたドラム缶等

は，低レベル固体廃棄物貯蔵設備に保管廃棄

する。 

固体廃棄物の保管廃棄容量を第3.3-2表に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「紙，布，フィル

タ，ポンプ等」と

は発生する雑固

体の総称として

の記載であるこ

とから「等」のま

まとした。 

「雑固体等」とは

固体廃棄物の総

称として記載で

あ る こ と か ら

「等」のままとし

た。 
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3.3.6 固体廃棄物の封入容器及び保管廃棄の状態 

固体廃棄物を貯蔵する建屋の主要部は，管理

区域として管理する。 

固体廃棄物の保管廃棄は，以下のように行

う。 

（1） 高レベル廃液をガラス溶融炉でガラス固化

したガラス固化体は，貯蔵ピットに貯蔵す

る。 

（2） ハル・エンドピースは，容器（ドラム）に

詰め，貯蔵プール水中に貯蔵する。 

（3） 乾燥装置で乾燥処理した低レベル濃縮廃液

の乾燥処理物は，圧縮成型装置で圧縮成型

した後，ドラム缶又は角型容器（以下「ド

ラム缶等」という。）に詰め，固化装置で

ドラム缶内に固化した低レベル濃縮廃液の

固化体とともに，貯蔵室に貯蔵する。 

（4） 熱分解装置で分解処理した廃溶媒の熱分解

生成物は，圧縮成型装置で圧縮成型した

後，ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵す

る。 

（5） 廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵す

る。 

（6） 雑固体は，焼却可能なものは焼却装置で焼

却した後，圧縮成型装置で圧縮成型し，ド

ラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。ま

た，焼却しないものは圧縮減容装置で圧縮

4.1 処理方法 

固体廃棄物処理設備は，雑固体廃棄

物焼却設備，固化装置，濃縮廃液の減容

固化設備，雑固体廃棄物の減容装置等

からなる。 

 

 

 

 

 

使用済み樹脂，廃スラッジは，貯蔵タ

ンク内に貯蔵し放射能を減衰させる

が，将来ドラム缶内に固化すること等

を考慮する。 

濃縮廃液は，減容固化設備で乾燥・造

粒固化後，容器に詰めて廃棄物処理建

屋の減容固化体貯蔵室に保管するか，

または，そのまま固化材と混合してド

ラム缶内に固化し，固体廃棄物貯蔵庫

に貯蔵保管する。 

可燃性の雑固体廃棄物は，雑固体廃

棄物焼却設備で焼却処理し，焼却灰は

ドラム缶に詰め，固体廃棄物貯蔵庫に

貯蔵保管する。 

不燃性の雑固体廃棄物は，圧縮可能

なものは必要に応じて圧縮減容し，ド

 

 

 

 

 

当社固有の設計

上の考慮であり，

新たな論点が生

じるものではな

い。 

設備構成の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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減容した後，ドラム缶等に詰め，又は，直

接ドラム缶等に詰め，貯蔵室に貯蔵する。

また，ウラン・プルトニウム混合酸化物燃

料加工施設（以下、「ＭＯＸ燃料加工施

設」という。）及び廃棄物管理施設で発生

しドラム缶等に詰められた雑固体は，その

まま貯蔵室に貯蔵する。 

（7） 雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油

分除去系から発生する廃活性炭は，雑固体

廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に

詰め，貯蔵室に貯蔵する。 

（8） 使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・Ｂ

Ｐは，切断装置で切断しドラム缶等に詰

め，貯蔵室に貯蔵する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラム缶に詰める等放射性物質が飛散し

ないような措置を講じて，固体廃棄物

貯蔵庫に貯蔵保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済制御棒等主として炉心から取

り出された固体廃棄物は，一時，燃料プ

ールに貯蔵した後，移送容器に収納し

て廃棄物処理建屋に運搬し，サイトバ

ンカプール内に貯蔵する。 

なお，雑固体廃棄物焼却設備，固体廃

棄物貯蔵庫は，東海発電所と共用する。 

また，これらを最終的に処分する場

合には，関係官庁の承認を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設

計上の考慮であ

り，新たな論点が

生じるものでは

ない。 
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第3.3-1表 固体廃棄物の推定年間発生量 

種 類 推定年間発生量
（注1) 備 考 

ガラス固化体 約 1,000本（注3) 
高レベル廃液（注2） 

約 520㎥ 相当 

低レベル濃縮廃液

の乾燥処理物 
約 950本 

低レベル濃縮廃液 

約 560㎥ 相当 

低レベル濃縮廃液

の固化体(注4) 
約 250本 

低レベル濃縮廃液 

約 30㎥ 相当 

廃溶媒の熱分解生

成物 
約 150本 

廃溶媒 

約 40㎥ 相当 

廃樹脂及び廃スラ

ッジ 
約 10㎥ ― 

ハル・エンドピー

ス 
約 400本 

約 300ｔ 
（廃棄物質量） 

ＣＢ・ＢＰ 約 550本（注5) 約 100ｔ(注5) 
（廃棄物質量） 

雑固体（注6） 約 4,300本 
約 1,000ｔ相当 

（発生時の廃棄物質量） 

雑固体（注7） 約 50本 約 ９㎥ 

雑固体（注8） 約 1,000本 ― 

雑固体（注9） 約 75本 約 15㎥ 

(注1) 廃樹脂及び廃スラッジを除く廃棄物の貯蔵形態は貯蔵容器

であり，高レベル廃液にあってはガラス固化体，ハル・エ

ンドピースにあっては1,000Lドラム，その他にあっては

200Lドラム缶換算の本数である。 

(注2) 高レベル廃液は，高レベル濃縮廃液，不溶解残渣廃液，ア

ルカリ濃縮廃液，アルカリ洗浄廃液である。 

(注3) １本当たりの発熱量を約2.3ｋＷとした場合のガラス固化体

の推定年間発生量である。 

(注4) 低レベル濃縮廃液処理系の固化装置のしゅん工後発生す

る。 

(注5) ＢＷＲ使用済燃料及びＰＷＲ使用済燃料を年間 400ｔ・Ｕ

Ｐｒずつ再処理する場合の推定年間発生量である。 

(注6) 再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設を使用して，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵を行う期間に発生する雑固体の推定年間発生量は，200L

ドラム缶換算で約 1,700本である。 

(注7) 六ヶ所保障措置分析所から受入れる雑固体。 

(注8) ＭＯＸ燃料加工施設で発生する雑固体。 

(注9) 廃棄物管理施設で発生する雑固体。 

 

 

4.2 固体廃棄物の発生源と推定発生量 

固体廃棄物の発生源及び発生推定量

は次のとおりである。 

種 類 

年 間 発 生 量 

個 数 

体積

（㎥

） 

200ℓドラム

缶相当(本) 

使用済 

樹 脂 

原子炉浄化

系フィルタ

脱塩装置 

 

燃料プール

冷却系フィ

ルタ脱塩装

置 

 

復水脱塩装

置 

 

液体廃棄物

処理系脱塩

装置 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

約7 

 

約2 

 

約12 

 

約3 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

廃スラ

ッジ 

液体廃棄物

処理系助材

型ろ過装置 

 

液体廃棄物

処理系非助

材型ろ過装

置 

－ 

 

－ 

(約1)

※1 

 

約16 

－ 

 

－ 

濃縮廃

液 

液体廃棄物

処理系濃縮

装置 
－ 約200 (約30㎥)※2 

雑固体 

廃棄物 

可燃性雑固

体廃棄物焼

却灰 

 

不燃性雑固

体 

廃棄物 

－ 

 

－ 

約8 

 

約300 

約40 

 

約1,500 

使用済 

制御棒

等 

制御棒 

ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ 

その他 

約19本 

約200個 

発生量不定 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
※1 通常における機器ドレン廃液の処理は非助材型

ろ過装置で行うので，助材型ろ過装置からの廃ス

ラッジの発生はないが，ここでは年間の機器ドレ

ン廃液推定発生量の 1％程度を助材型ろ過装置

で処理する場合を想定して発生量を推定した。 
※2 造粒固化体としての発生量である。 

設備構成の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 46 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

第3.3-2表 固体廃棄物の保管廃棄容量 

貯蔵 

設備 種 類 建 屋 保管廃棄容量(注1) 

ガラス固化

体貯蔵設備 

ガラス

固化体 

高レベル廃液 

ガラス固化建屋 
315 本 

第１ガラス固化体

貯蔵建屋 

2,880 本（東棟） 

5,040 本（西棟） 

低レベル固

体廃棄物 

貯蔵設備 

廃樹脂

及び廃

スラッ

ジ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 

約 570 ㎥ 

(約 190㎥ /基×3基 ) 

CB・BP処理建屋 
約 160 ㎥ 

(約 80㎥ /基×2基 ) 

ハル・ 

エンドピース 

貯蔵建屋 

約 120 ㎥ 

(約 120㎥ /基×1基 ) 

ＣＢ・

ＢＰ 
CB・BP処理建屋 約 7,000 本(注4) 

ハル・

エンド

ピース 

ハル・ 

エンドピース 

貯蔵建屋 
約 2,000 本 

雑固体 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋 
約 430 本(注5) 

第１低レベル廃棄

物貯蔵建屋 
約 13,500 本(注2) 

第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋(注3) 

約 12,700 本(第 1貯蔵系 ) 

約 42,500 本(第 2貯蔵系 ) 
第４低レベル廃棄

物貯蔵建屋 
約 13,500 本(注2) 

(注1) 廃樹脂及び廃スラッジを除く廃棄物の貯蔵形態は貯蔵容器

であり，高レベル廃液にあってはガラス固化体，ハル・エ

ンドピースにあっては1,000Lドラム，その他にあっては

200Lドラム缶換算の本数である。 

(注2) 低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の

処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処

理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物等

並びに各種施設から発生する雑固体廃棄物を貯蔵する。 

(注3) 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は上記(注2)の雑固体廃棄物に

加えＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設で発生する雑

固体廃棄物を貯蔵する。 

(注4) CB・BPの処理物及び低レベル固体廃棄物処理設備の各処理

系から発生する雑固体等を貯蔵する。 

(注5) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レ

ベル廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑

固体を詰めたドラム缶を貯蔵する。 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。 
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再処理－発電炉 記載比較 

【添付書類 Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関する説明書】( 47 / 47 )                 別紙４ 

再処理施設 発電炉 備 考 

基本設計方針 添付書類 Ⅵ－１－６－１ 添付書類 Ⅴ－１－１  

3.3.7 ガラス固化体の崩壊熱の除去に関する説明 

固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化

体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する設計につ

いては，高レベル廃液ガラス固化建屋及びガ

ラス固化体貯蔵建屋におけるガラス固化体貯

蔵設備に認可を受けたものから構造等に変更

はないことから，以下の認可を受けたものに

同じである。 

 

・平成11年１月29日付け10安(核規)第538号に

て認可を受けた第７回申請の設工認申請書

の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

の適合に関する説明書」の「添付-18 ガラ

ス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する

説明書」 

・平成11年７月５日付け11安(核規)第135号に

て認可を受けた第８回申請の設工認申請書

の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

の適合に関する説明書」の「添付-10 ガラ

ス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する

説明書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガラス固化体貯

蔵設備の崩壊熱

の除去に関する

設計を「参考１ 

ガラス固化体貯

蔵設備の崩壊熱

の除去に関する

説明書」及び「参

考２ ガラス固

化体貯蔵設備の

崩壊熱の除去に

関する説明書」に

示す。 
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令和５年１月５日 

参考１ 

ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に 

関する説明書 

（ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する説明書） 
平成 11 年１月 29 日付け 10 安(核規)第 538 号にて認可を受けた第７回設工
認申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」
の「添付-18 ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する説明書」 
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令和５年 １ 月 ５ 日 

参考２ 

ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に 

関する説明書 

（ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する説明書） 
平成 11 年７月５日付け 11 安(核規)第 135 号にて認可を受けた第８回申請の
設工認申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明
書」の「添付-10 ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する説明書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 
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補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙５①

補足すべき事項

2 　第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし

3 　低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計
とする。

※補足すべき事項の対象なし

4 　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，
地下１階の建物とする設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

5 　ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階の建物とする
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

6 　第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

7 　第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする
設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

8 　第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

※補足すべき事項の対象なし
基本設計方針 添付書類

1 第２章　個別項目
5. 放射性廃棄物の廃棄施設
5.3　固体廃棄物の廃棄施設

　固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する
高レベル廃液ガラス固化設備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体
貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下「廃溶媒」と
いう。），チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブ
ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル
固体廃棄物処理設備並びに低レベル固体廃棄物を貯蔵する低レベル固
体廃棄物貯蔵設備で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，
ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄
物処理建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋
に，低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブ
ルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃
棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物
貯蔵建屋に収納する設計とする。

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，配置，構造等を説明
する。
（系統図，配置図，構造図等）

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の配置，構造等を説明する。
（配置図，構造図等）
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし

9 　固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル
固体廃棄物貯蔵設備は，放射性廃棄物を保管廃棄するために必要な容
量を有する設計とする。
　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切
な措置を講ずる設計とする。

【再処理施設に関する図面】
・固体廃棄物の廃棄施設の設備構成，系統構成，配置，構造等を説明
する。
（系統図，配置図，構造図等）

10 　高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液
を約140Ⅼ／ｈで処理できる能力を有する設計とする。
　低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管
理センターが運営する六ヶ所保障措置分析所（以下「各種施設」とい
う。）で発生する低レベル濃縮廃液約0.2㎥／ｈ及び200Ⅼドラム缶約2
本／日，廃溶媒を約8Ⅼ／ｈ，焼却可能な雑固体を約75㎏／ｈ及び圧縮
減容可能な雑固体を圧縮力1,500ｔ並びにＣＢ・ＢＰを各々約1個／ｈ
及び0.5個／ｈで処理できる能力を有する設計とする。

11 5.3.1　高レベル廃液ガラス固化設備

　高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル
廃液処理設備の高レベル廃液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処
理することが可能な能力を有する設計とする。
　高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル
廃液貯蔵設備から高レベル濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル廃
液混合槽に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃縮廃液及びアル
カリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。
　必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗
浄廃液は，高レベル廃液混合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の
廃液は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽及び供給槽を経
てガラス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。
　また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に
替えてガラス溶融炉に模擬廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラ
ス原料とともに溶融する設計とする。
　ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス
固化体容器に注入する設計とする。
　注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置に
て，ガラス固化体表面の除染を行う。その後，ガラス固化体検査装置
での各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，閉じ込め検査）
を実施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンにより
ガラス固化体貯蔵設備に移送する設計とする。
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12 　なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度
上昇を防止する観点から，高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス
固化体１本当たりの発熱量2.3ｋＷ以下を目標としてガラス固化体を製
造する。

※補足すべき事項の対象なし

13 　ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつ
き，ガラス溶融炉への高レベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並
びにガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮すると目標から
ばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化体
を製造する場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考
慮して１本の最大値としては 2.8ｋＷ／本となるような設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

14 　ガラス溶融炉は，計測制御系統施設の固化セル移送台車上の重量計
の信号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流下
ノズルの加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用
弁を開とし，その他再処理設備の附属施設の安全圧縮空気系から空気
を供給し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設計とす
る。

Ⅵ-1-1-2-1
　安全機能を有す
る施設の閉じ込め
の機能に関する説
明書

【安全機能を有する施設の閉じ込めの機能に関する説明書】
2.　基本方針
2.1　閉じ込め
放射性物質を限定された区域に閉じ込める設計について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

15 　高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和
槽）及び高レベル廃液供給液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくは
ん用にかくはん装置を設ける設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

16 　ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を
炉の上部から流下ノズル内部に挿入できる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

17 　なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等につ
いては，ガラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計
とする。また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止の
ため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有する
構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限
できるインターロックを設ける設計とする。

Ⅵ-1-1-10　搬送
設備に関する説明
書

【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について
説明する。
【搬送設備の容量】
・搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。
【搬送設備のつり上げ高さ】
・搬送設備の高さ制限について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

18 　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給
液槽及び供給槽を常設重大事故等対処設備として位置付け，重大事故
等が発生した場合において，当該貯槽等からの放射性物質の漏えいを
防止できる設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）
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19 　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給
液槽及び供給槽は，同時に発生するおそれがある冷却機能の喪失によ
る蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発による温
度，圧力，湿度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・高レベル廃液ガラス固化設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

20 　「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生す
る水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給
液槽及び供給槽は，「放射線分解により発生する水素による爆発」の
発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算12vol％での水素爆発
に伴う瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故
等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

21 　地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大
事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射
線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベ
ル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，第１章共通項目の「9.2　重大
事故等対処設備」の「9.2.7　地震を要因とする重大事故等に対する施
設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

22 　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定
する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，外部からの衝撃に
よる損傷を防止できる高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台
風）等により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

※補足すべき事項の対象なし

23 　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定
する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，配管の全周破断に
対して，適切な材料を使用することにより，漏えいした放射性物質を
含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

24 　常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」
及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を仮定
する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，内部発生飛散物の
影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必
要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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25 5.3.2　ガラス固化体貯蔵設備

　ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス
固化体検査室パワーマニプレータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガ
ラス固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行ク
レーン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成す
る。
　ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス
固化体を受け入れる設計とする。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラ
ス固化設備のガラス固化体検査室天井クレーンにより高レベル廃液ガ
ラス固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移
送台車により第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガ
ラス固化建屋から払い出したガラス固化体は，ガラス固化体受入れク
レーンを用いて，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガラス
固化体は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・ガラス固化体貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分ごとに
図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

26 　ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱による
ガラス固化体及び構造物の過度の温度上昇を防止するため，冷却空気
を冷却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入し，ガラス固化
体からの崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の間の
円環流路を上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を
除去した空気は，十分な通風力を与える高さの冷却空気出口シャフト
排気口から大気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固化体
及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。

Ⅵ-1-6
放射性廃棄物の廃
棄施設に関する説
明書

「ガラス固化体貯
蔵設備の崩壊熱の
除去に関する説明
書」

※補足すべき事項の対象なし

27 　また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切
に除去されていることを確認するため，冷却空気の温度を監視する設
計とする。

※補足すべき事項の対象なし

28 　トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガ
ラス固化体を搬送する能力として必要な容量を有する設計とする。ま
た，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防
止のため，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとと
もに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機能を有す
る構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制
限できるインターロックを設ける設計とする。

Ⅵ-1-1-10　搬送
設備に関する説明
書

【使用済燃料等の落下防止対策】
・搬送設備の逸走防止，落下防止及び搬送中の動力供給停止について
説明する。
【搬送設備の容量】
・搬送設備の搬送物重量の容量について説明する。
【搬送設備のつり上げ高さ】
・搬送設備の高さ制限について説明する。

※補足すべき事項の対象なし

【ガラス固化体貯蔵設備の崩壊熱の除去に関する説明書】
【崩壊熱除去に関する基本方針】
・ガラス固化体からの崩壊熱によりコンクリートが加熱される恐れが
あることから間接自然空冷貯蔵方式にて崩壊熱を除去しコンクリート
温度を適切に維持する旨記載する。
【崩壊熱除去対象設備】
・冷却空気によるガラス固化体から発生する崩壊熱の除去、断熱材等
による貯蔵区域天井部コンクリートの過熱防止、空気流路（側壁流
路）による貯蔵区域の側壁部の発熱除去、断熱材による冷却空気出口
シャフトの過熱防止について記載する。
【崩壊熱量】
・ガラス固化体一本当たりの平均発熱量2.3kWから各解析に用いる発
熱量を設定する。
【崩壊熱除去解析方法】
・解析フロー、解析モデル、パラメータ設定、解析コードについて記
載する。
【計算コード】
・温度評価に用いる解析コードおよびその使用の妥当性について記載
する。
【解析のケース】
・解析を実施する上で温度が厳しい条件となるガラス固化体収納状態
をいくつかケース分けし記載する
【解析結果】
・崩壊熱除去解析により得られた冷却空気量、ガラス固化体温度、コ
ンクリート部温度を記載する。
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29 5.3.3　低レベル固体廃棄物処理設備

　低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒
処理系，雑固体廃棄物処理系及びチャンネルボックス・バーナブルポ
イズン処理系で構成する。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

30 5.3.3.1　低レベル濃縮廃液処理系

　低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構
成する。低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベ
ル廃液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を処理することが可能
な能力を有する設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

31 　低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液
処理設備の第１低レベル廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液
を，乾燥装置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型し，ドラム缶又は
角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄
物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系
へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移
送する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液
処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化材と
混合した後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第
１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若
しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送する設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし

32 5.3.3.2　廃溶媒処理系

　廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒
の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を処理することが可能な
能力を有する設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

33 　廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する
廃溶媒を，水酸化カルシウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸
と可燃性ガスに熱分解する設計とする。りん酸は，熱分解と同時に水
酸化カルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出
し，圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯
蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，
必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送す
る設計とする。また，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼
後の廃ガスは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送
する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

34 　また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不
活性な雰囲気下で熱分解する設計とする。また，熱分解装置は，外部
ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を測定し，運転状態を
監視する設計とする。
　燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とす
るとともに，耐火物を内張りし，装置外面における過度の温度上昇を
防止する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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35 5.3.3.3　雑固体廃棄物処理系

　雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系
は，各種施設から発生する雑固体を処理することが可能な能力を有す
る設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

36 　雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可
能なものを必要に応じ焼却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置
で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑固体のうち焼却しな
いものを圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又は，そ
のままドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低
レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。
　また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生
する廃活性炭は，雑固体廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰
め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の
第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計とする。
　ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵
系の第２貯蔵系に貯蔵する設計とする。
　また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機
器外面における過度の温度上昇を防止する設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

37 5.3.3.4　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・Ｂ
Ｐ処理系」という。）は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・Ｂ
Ｐ処理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，せん断前の処理とし
て，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可
能な能力を有する設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物処理設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

38 　使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の
処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用
済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切断装置及び第１ＢＰ
切断装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャン
ネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２
ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切断装置により切断ピット水中で更に切断
し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベル固体廃棄物貯
蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送する
設計とする｡ 第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断
装置は更に切断し，平板状にする設計とする。第１ＢＰ切断装置はＢ
Ｐを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置はＢＰ棒本
体をせん断する設計とする。
　また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を図る設計とす
る。

※補足すべき事項の対象なし
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39 5.3.4　低レベル固体廃棄物貯蔵設備

　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピー
ス貯蔵系，チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低
レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯
蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構
成する。
　低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固
体廃棄物（廃樹脂及び廃スラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢ
Ｐの処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処理物，雑固体の
処理物等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑
固体を貯蔵する能力を有する設計とする。
　廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。
その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰
め，貯蔵室又は貯蔵プールに貯蔵する設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

40 5.3.4.1　廃樹脂貯蔵系

　廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃
棄物の廃棄施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，
低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピースを貯蔵するハル・
エンドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ
処理系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する
系であり，それぞれ使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピー
ス貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に
設置する設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

41 5.3.4.2　ハル・エンドピース貯蔵系

　ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンド
ピース等を詰めたドラムをプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エ
ンドピース貯蔵建屋に設置する設計とする。また，貯蔵プールは，
プール水の水質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。

Ⅵ-2
再処理施設に関す
る図面
Ⅵ-2-3 系統図
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（系統図，配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

42 5.3.4.3　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系

　チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体
廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処理
物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チャンネルボックス・
バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。

Ⅵ-2　再処理施設
に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし
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43 5.3.4.4　第１低レベル廃棄物貯蔵系

　第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る
施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系
で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設
備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体
を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に
係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固
体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，プルトニウムを含む溶液
若しくは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑固体であ
るセル及びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム
缶等を貯蔵する系であり，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設
計とする。

Ⅵ-2　再処理施設
に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

44 5.3.4.5　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系

　使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料
の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の
雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶を貯蔵する
系であり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置
する設計とする。

Ⅵ-2　再処理施設
に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

45 5.3.4.6　第２低レベル廃棄物貯蔵系

　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固
体廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施
設から発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する設計とする。
　第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２
低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。
　共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低
レベル固体廃棄物，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生
する雑固体の推定年間発生量に対して必要な容量を有する設計とする
ことで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-4-1
安全機能を有する
施設が使用される
条件の下における
健全性に関する説
明書

【2. 基本方針
　　(5) 共用に対する考慮】
【7. 共用に対する考慮】

安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工施設
又は使用施設と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を
損なうことのない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
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46 5.3.4.6.1　第１貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処
理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処
理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体
廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める
雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体
廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃
料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体が詰められたドラ
ム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上１階
に設置する設計とする。

Ⅵ-2　再処理施設
に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

47 5.3.4.6.2　第２貯蔵系
　第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処
理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処
理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体
廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰める
雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体
廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃
料加工施設から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であ
り，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下３階
に設置する設計とする。ただし，よう素フィルタ等は，第２低レベル
廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計とする。

Ⅵ-2　再処理施設
に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし

48 5.3.4.7　第４低レベル廃棄物貯蔵系

　第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る
施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系
で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベル固体廃棄物処理設
備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体
を詰めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に
係る施設を除く施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固
体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，セル及びグローブボック
ス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，
第４低レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。

Ⅵ-2　再処理施設
に関する図面
Ⅵ-2-4 配置図
Ⅵ-2-5 構造図

【再処理施設に関する図面】
・低レベル固体廃棄物貯蔵設備の系統構成について各規則の施設区分
ごとに図面に示す。
（配置図，構造図等）

※補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第二十五条 保管廃棄施設）

別紙５②

展開要否 理由

基本設計方針からの展開では、補足すべき事項はない。 発電炉の補足説明資料には、本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がなく、また、発電炉の補足説明資料には本条文

に該当する内容の資料がないことから、確認の結果として追加で補足すべき事項はない。

なお、補足説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する高レベル廃液ガラス固化設

備，ガラス固化体を貯蔵するガラス固化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機溶媒（以下

「廃溶媒」という。），チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。），バーナブルポイズン（以

下「ＢＰ」という。）及び雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処理設備並びに低レベル固体廃棄

物を貯蔵する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，ガラス固化体貯蔵設備は，高

レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低

レベル廃棄物処理建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，低レベル固体廃

棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建

屋，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵建屋

に収納する設計とする。 

 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，地上１階，地下２階の建物とする設計とする。 

低レベル廃棄物処理建屋は，地上４階，地下２階の建物とする設計とする。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋は，地上２階，地下１階の建物とする設計と

する。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，地上２階，地下４階の建物とする設計とする。 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上２階，地下３階の建物とする設計とする。 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，地上１階の建物とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

5. 放射性廃棄物の廃棄施設 

5.3 固体廃棄物の廃棄施設 

 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文(第 1,2,3,6,7,8回申請） 

保管廃棄①-1～4 

保管廃棄②-1,2 

保管廃棄③-1,2 

保管廃棄④-1～3 

保管廃棄⑤-1～7 

保管廃棄⑥-1～3 

保管廃棄⑦-1～3 

：既設工認に記載されている内容と同様 
 
：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが、既設 
 工認の記載を詳細展開した内容であり、設計上実施していたもの 
 
：その他既設工認に記載されていないが、従前より設計上考慮して 
 実施していたもの 

【凡例】 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

固体廃棄物の廃棄施設のうち，ガラス固化体貯蔵設備及び低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，放射

性廃棄物を保管廃棄するために必要な容量を有する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体の冷却のための適切な措置を講ずる設計とする。 

 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，各施設から発生する高レベル廃液を処理できる能力を有する設

計とする。 

低レベル固体廃棄物処理設備は，各施設及び公益財団法人核物質管理センターが運営する六ヶ所

保障措置分析所（以下「各種施設」という。）で発生する低レベル濃縮廃液，廃溶媒，焼却可能な

雑固体及び圧縮減容可能な雑固体並びにＣＢ・ＢＰを処理できる能力を有する設計とする。 

 

 

5.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

 

高レベル廃液ガラス固化設備は，２系列(一部１系列)で構成する。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液処理設備の高レベル廃

液濃縮系等から発生する高レベル廃液を処理することが可能な能力を有する設計とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備は，液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液貯蔵設備から高レベル

濃縮廃液及び不溶解残渣廃液を高レベル廃液混合槽に受け入れる設計とする。また，アルカリ濃

縮廃液及びアルカリ洗浄廃液をアルカリ濃縮廃液中和槽に受け入れる設計とする。 

必要に応じて中和等の処理をしたアルカリ濃縮廃液及びアルカリ洗浄廃液は，高レベル廃液混

合槽に移送する。高レベル廃液混合槽内の廃液は，必要に応じて組成調整を行った後，供給液槽

及び供給槽を経てガラス溶融炉に移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。 

また，ガラス溶融炉の洗浄運転を実施する場合は，高レベル廃液に替えてガラス溶融炉に模擬

廃液供給設備より模擬廃液を移送し，ガラス原料とともに溶融する設計とする。 

ガラス溶融炉内で溶融したガラスは，固化セル移送台車上のガラス固化体容器に注入する設計

とする。 

注入後，溶接機にてガラス固化体容器にふたを溶接し，除染装置にて，ガラス固化体表面の除

染を行う。その後，ガラス固化体検査装置での各種検査（外観検査，表面汚染検査，寸法検査，

閉じ込め検査）を実施したガラス固化体は，ガラス固化体検査室天井クレーンによりガラス固化

体貯蔵設備に移送する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 高レベル廃液ガラス固化設備 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管廃棄①-3～5 

保管廃棄②-3,5 

保管廃棄③-3 

保管廃棄④-1～3 

保管廃棄⑤-2～7,11～13,22～27,29,32,34,38,39 

保管廃棄⑥-1～6,9,13,14 

保管廃棄②-8～10     

保管廃棄④-4～9      

保管廃棄⑤-8～10,14～21,28,30,31 

保管廃棄⑥-7,8,10 

保管廃棄④-2,3 

保管廃棄⑤-1,8～10,28,33 

既設工認 本文(第 1,2,3,6,7,8回申請） 

添付書類（第 7,8回申請） 

既設工認 本文(第 2,6,7,8回申請） 

既設工認 本文(第 6,7回申請） 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

なお，ガラス固化体貯蔵設備で貯蔵中のガラス固化体の過度の温度上昇を防止する観点から，

高レベル廃液ガラス固化設備では，ガラス固化体１本当たりの発熱量 2.3ｋＷ以下を目標としてガ

ラス固化体を製造する。 

ただし，ガラス固化体の発熱量は，高レベル廃液の分析値のばらつき，ガラス溶融炉への高レ

ベル廃液及びガラス原料の供給量の変動並びにガラス固化体容器へのガラス注入量の変動を考慮

すると目標からばらつくことが考えられ，2.3ｋＷ／本以下を目標としてガラス固化体を製造する

場合，製造されるガラス固化体の発熱量は，ばらつきを考慮して１本の最大値としては 2.8ｋＷ

／本となるような設計とする。 

 

 

 

ガラス溶融炉は，固化セル移送台車の重量計により流下ガラス質量を監視するとともに，流下

ガラスがガラス固化体容器以外に流下することを防止するため，計測制御系統施設の固化セル移

送台車上の重量計の信号が固化ガラス１本分の質量になると発信する信号により，流下ノズルの

加熱を停止し，さらに，流下ノズル冷却用の冷却空気供給用弁を開とし，その他再処理設備の附

属施設の安全圧縮空気系から空気を供給し，溶融ガラスの流下停止を行う流下停止系を設ける設

計とする。 

 

 

高レベル廃液調整槽（高レベル廃液混合槽，アルカリ濃縮廃液中和槽）及び高レベル廃液供給

液槽（供給液槽，供給槽）は，廃液かくはん用にかくはん装置を設ける設計とする。 

ガラス溶融炉は，運転中に流下性の改善を図るため，棒状の装置を炉の上部から流下ノズル内

部に挿入できる設計とする。 

 

 

 

なお，固化セル移送台車，ガラス固化体検査室天井クレーン等については，ガラス固化体を搬

送する能力として必要な容量を有する設計とする。また，逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。 

ガラス固化体検査室天井クレーン等は，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ

機能を有する構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるインタ

ーロックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文(第 7回申請） 

既設工認 本文(第 7回申請） 

保管廃棄⑤-28,33 

 

保管廃棄⑤-9 

 

既設工認 本文(第 7回申請） 

保管廃棄⑤-28 

 

既設工認 本文(第 7回申請） 

保管廃棄⑤-9,10,29,33 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽を常設重大事故等対処設備として位置

付け，重大事故等が発生した場合において，当該貯槽等からの放射性物質の漏えいを防止できる

設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，同時に発生するおそれがある冷却

機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生する水素による爆発による温度，圧力，湿

度，放射線及び荷重に対して，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時

発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，「放射線分解により発生する水素

による爆発」の発生を仮定する機器における水素濃度ドライ換算 12vol％での水素爆発に伴う瞬間

的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。 

地震を要因とする重大事故等が発生した場合においても，常設重大事故等対処設備である「冷

却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発生する水素による爆発」の同時発生を

仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，第１章共通項目の「9.2 重大事故等対処

設備」の「9.2.7 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とするこ

とで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，外

部からの衝撃による損傷を防止できる高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，風（台風）等によ

り，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，配

管の全周破断に対して，適切な材料を使用することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性

の液体（溶液，有機溶媒等）により重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。 

常設重大事故等対処設備である「冷却機能の喪失による蒸発乾固」及び「放射線分解により発

生する水素による爆発」の同時発生を仮定する高レベル廃液混合槽，供給液槽及び供給槽は，内

部発生飛散物の影響を受けない場所に設置することにより，重大事故等への対処に必要な機能を

損なわない設計とする。 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，貯蔵ピット，トレンチ移送台車，ガラス固化体検査室パワーマニプ

レータ，ガラス固化体検査室収納架台，ガラス固化体受入れクレーン，第１ガラス固化体貯蔵建

屋床面走行クレーン，冷却空気入口シャフト及び冷却空気出口シャフトで構成する。 

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化設備からガラス固化体を受け入れる設計と

する。ガラス固化体は，高レベル廃液ガラス固化設備のガラス固化体検査室天井クレーンにより

高レベル廃液ガラス固化建屋内の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵するか，又はトレンチ移送台車によ

り第１ガラス固化体貯蔵建屋へ払い出す。高レベル廃液ガラス固化建屋から払い出したガラス固

化体は，ガラス固化体受入れクレーンを用いて，トレンチ移送台車から取り出す。取り出したガ

ラス固化体は，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンにより第１ガラス固化体貯蔵建屋内

の貯蔵ピットに搬送し，貯蔵する設計とする。 

 

 

 

ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体から発生する崩壊熱によるガラス固化体及び構造物の

過度の温度上昇を防止するため，冷却空気を冷却空気入口シャフトから貯蔵ピットの下部に流入

し，ガラス固化体からの崩壊熱により生じる通風力によって、収納管と通風管の間の円環流路を

上昇しながらガラス固化体の崩壊熱を除去する。崩壊熱を除去した空気は，十分な通風力を与え

る高さの冷却空気出口シャフト排気口から大気中へ放出する設計とし，これらによってガラス固

化体及び構造物の温度を適切に維持する設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備は，ガラス固化体からの崩壊熱が適切に除去されていることを確

認するため，冷却空気の温度を監視する設計とする。 

 

 

 

トレンチ移送台車，ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体を搬送する能力

として必要な容量を有する設計とする。また，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

ガラス固化体受入れクレーン等については，ガラス固化体の落下防止のため，つりワイヤを二

重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセ

イフ機能を有する構造とする。さらに，ガラス固化体のつり上げ高さを９ｍ以内に制限できるイ

ンターロックを設ける設計とする。 

 

 

 

5.3.2 ガラス固化体貯蔵設備 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 添付書類Ⅵ(第 7,8回申請） 

保管廃棄④-2,3 

保管廃棄⑤-1,11～13,28,29,34 

保管廃棄⑥-1～6,9,11 

保管廃棄⑤-38,39 

保管廃棄⑥-13,14 

既設工認 本文(第 6,7,8回申請） 

既設工認 添付書類Ⅵ(第 8回申請） 

保管廃棄⑥-5,6,9,11 

 

245



別紙６ 
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変 更 前 変 更 後 

5.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

 

低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル濃縮廃液処理系，廃溶媒処理系，雑固体廃棄物処理

系及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系で構成する。 

 

 

 

5.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

 

低レベル濃縮廃液処理系の乾燥装置及び固化装置は，各１系列で構成する。低レベル濃縮廃

液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備から発生する低レベル濃縮廃液を

処理することが可能な能力を有する設計とする。 

低レベル濃縮廃液処理系は，液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備の第１低レベル

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，乾燥装置へ連続供給して乾燥した後，圧縮成型

し，ドラム缶又は角型容器（以下｢ドラム缶等｣という｡)に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送する設計とする。また，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液を，固化装置へ供給し固化材と混合した

後，ドラム缶内に固化し，低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第１低レベル廃棄物貯蔵系，第２低

レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系若しくは第２貯蔵系又は第４低レベル廃棄物貯蔵系へ移送す

る設計とする。 

 

 

 

5.3.3.2 廃溶媒処理系 

 

廃溶媒処理系は，１系列で構成する。廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系

から発生する廃溶媒を処理することが可能な能力を有する設計とする。 

廃溶媒処理系は，酸及び溶媒の回収施設の溶媒処理系から発生する廃溶媒を，水酸化カルシ

ウムと混合し，熱分解装置へ供給してりん酸と可燃性ガスに熱分解する設計とする。りん酸

は，熱分解と同時に水酸化カルシウムで中和し熱分解生成物として熱分解装置から抜き出し，

圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物

貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン

貯蔵系へ移送する設計とする。また，可燃性ガスは，燃焼装置へ導いて燃焼し，燃焼後の廃ガ

スは，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備へ移送する設計とする。 

5.3.3 低レベル固体廃棄物処理設備 

 

変更なし 

 

 

 

 

5.3.3.1 低レベル濃縮廃液処理系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.2 廃溶媒処理系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文(第 2,6,7,8回申請） 

保管廃棄②-1,2 

保管廃棄④-1,6,7,8 

保管廃棄⑤-14 

保管廃棄②-1,2 

保管廃棄④-1,4,5,10,13 

保管廃棄②-1,2,8～10     

保管廃棄④-1,4～13         

保管廃棄⑤-6,7,14～21,30,31,35 

保管廃棄⑥-7,8,10,12 

 

既設工認 本文(第 2,6回申請） 

既設工認 本文(第 2,6,7回申請） 
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変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

また，熱分解装置は，窒素ガスを供給することにより，廃溶媒を不活性な雰囲気下で熱分解

する設計とする。また，熱分解装置は，外部ヒータを適切に制御するとともにその内部温度を

測定し，運転状態を監視する設計とする。 

燃焼装置は，その内部温度を測定し，燃焼状態を監視する設計とするとともに，耐火物を内

張りし，装置外面における過度の温度上昇を防止する設計とする。 

 

 

5.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

 

雑固体廃棄物処理系は，１系列で構成する。雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する

雑固体を処理することが可能な能力を有する設計とする。 

雑固体廃棄物処理系は，各種施設から発生する雑固体のうち焼却可能なものを必要に応じ焼

却装置で焼却し廃溶媒処理系の圧縮成型装置で圧縮成型した後，ドラム缶等に詰め，また，雑

固体のうち焼却しないものを圧縮減容装置で圧縮減容した後ドラム缶等に詰め，又は，そのま

まドラム缶等に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯

蔵系又は第２貯蔵系へ，必要に応じチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系へ移送す

る設計とする。 

また，雑固体のうち，低レベル廃液処理設備の油分除去系から発生する廃活性炭は，雑固体

廃棄物処理系で水切りした後，ドラム缶に詰め，主に低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系又は第２貯蔵系へ移送する設計とする。 

ただし，雑固体のうち，よう素フィルタは第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系に貯蔵す

る設計とする。 

また，焼却装置及びセラミックフィルタは，耐火物を内張りし，機器外面における過度の温

度上昇を防止する設計とする。 

 

 

5.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系（以下「ＣＢ・ＢＰ処理系」という。）

は，２系列(一部１系列)で構成する。ＣＢ・ＢＰ処理系は，使用済燃料の貯蔵施設において，

せん断前の処理として，使用済燃料集合体から取り外したＣＢ・ＢＰを処理することが可能な

能力を有する設計とする。 

使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備において，せん断前の処理として，使用済燃料

集合体から取り外したＣＢ及びＢＰは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋で，それぞれ第１ＣＢ切

断装置及び第１ＢＰ切断装置により使用済燃料の貯蔵施設のプール水中で切断後, チャンネル

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.3 雑固体廃棄物処理系 

 

変更なし 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3.4 チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

保管廃棄②-8～10 

保管廃棄⑤-6,7,21 

保管廃棄⑥-7,8,10,12 

保管廃棄②-1,2 

保管廃棄④-1,9,12 

保管廃棄⑤-15～20,30,35 

既設工認 本文(第 2,7,8回申請） 

既設工認 本文(第 2,6,7回申請） 
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変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

ボックス・バーナブルポイズン処理建屋へ移送し, それぞれ第２ＣＢ切断装置及び第２ＢＰ切

断装置により切断ピット水中で更に切断し，収納容器に収納して，ドラム缶等に詰め，低レベ

ル固体廃棄物貯蔵設備のチャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系に移送する設計とす

る｡ 第１ＣＢ切断装置はＣＢを二つに切断し，第２ＣＢ切断装置は更に切断し，平板状にする

設計とする。第１ＢＰ切断装置はＢＰを支持体とＢＰ棒本体に分割切断し，第２ＢＰ切断装置

はＢＰ棒本体をせん断する設計とする。また，切断ピットは，ピット水の水質の維持・管理を

図る設計とする。 

 

 

5.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンドピース貯蔵系，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン貯蔵系，第１低レベル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低

レベル廃棄物貯蔵系，第２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物（廃樹脂及び廃ス

ラッジ，ハル・エンドピース，ＣＢ及びＢＰの処理物，低レベル濃縮廃液の処理物，廃溶媒の処

理物，雑固体の処理物等），ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体を貯蔵

する能力を有する設計とする。 

廃樹脂及び廃スラッジは，貯槽に貯蔵する設計とする。 

その他の低レベル固体廃棄物は，ドラム缶等又は容器（ドラム）に詰め，貯蔵室又は貯蔵プー

ルに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

5.3.4.1 廃樹脂貯蔵系 

 

廃樹脂貯蔵系は，使用済燃料の貯蔵施設のプール水浄化系，液体廃棄物の廃棄施設の使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のハル・エンドピー

スを貯蔵するハル・エンドピース貯蔵系並びに低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・ＢＰ処理

系から発生する廃樹脂及び廃スラッジを，廃樹脂貯槽に貯蔵する系であり，それぞれ使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.1 廃樹脂貯蔵系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管廃棄②-3,4,5,6,7 

保管廃棄③-1,3 

保管廃棄⑤-2,25～27,32,37 

保管廃棄①-1～4     

保管廃棄②-3～10     

保管廃棄③-1～3 

保管廃棄⑤-2～7,22～27,32,36,37 

保管廃棄⑥-7,10 

既設工認 本文(第 1,2,3,6,7,8回申請） 

既設工認 本文(第 2,3,7回申請） 

248



別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

5.3.4.2 ハル・エンドピース貯蔵系 

 

ハル・エンドピース貯蔵系は，溶解施設から発生するハル・エンドピース等を詰めたドラム

をプール水中に貯蔵する系であり，ハル・エンドピース貯蔵建屋に設置する設計とする。ま

た，貯蔵プールは，プール水の水質,水位及び温度の維持・管理を図る設計とする。 

 

5.3.4.3 チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系 

 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備のＣＢ・

ＢＰ処理系等から発生するＣＢ・ＢＰの処理物等を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，チ

ャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に設置する設計とする。 

 

 

5.3.4.4 第１低レベル廃棄物貯蔵系 

 

第１低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベ

ル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベ

ル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設から発生

する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，プルトニ

ウムを含む溶液若しくは粉末又は高レベル廃液による汚染のおそれのない雑固体であるセル及

びグローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第１低

レベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。 

 

 

 

5.3.4.5 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る

施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めた

ドラム缶を貯蔵する系であり，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋地下２階及び地下３階に設置する

設計とする。 

 

 

 

5.3.4.2 ハル・エンドピース貯蔵系 

 

変更なし 

 

 

 

5.3.4.3 チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系 

 

変更なし 

 

 

 

 

5.3.4.4 第１低レベル廃棄物貯蔵系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.5 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文(第 2,6,7回申請） 

保管廃棄①-3,4 

保管廃棄③-2 

 

保管廃棄①-1,2 

保管廃棄③-1 

保管廃棄②-8 

保管廃棄⑤-6,7 

保管廃棄⑥-7,10 

保管廃棄⑤-2,3,22～24,32,36 

既設工認 本文(第 1,3回申請） 

既設工認 本文(第 1,3回申請） 

既設工認 本文(第 7回申請） 

249



別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物を貯蔵するとと

もに，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生し容器に詰められた雑固体を貯蔵する

設計とする。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，第２低レベル廃棄物貯蔵系の

第１貯蔵系は，廃棄物管理施設と共用する。 

共用する第２低レベル廃棄物貯蔵系は，再処理施設から発生する低レベル固体廃棄物，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生する雑固体の推定年間発生量に対して必要な容量

を有する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

5.3.4.6.1 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰め

る雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理

しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設から発生す

る雑固体が詰められたドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上

１階に設置する設計とする。 

 

 

5.3.4.6.2 第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮

廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する

廃溶媒の処理物，雑固体廃棄物処理系から発生する雑固体の処理物又はそのまま容器に詰め

る雑固体，各種施設から発生する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理

しない雑固体を詰めたドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を詰めたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，地下２階及び地下

３階に設置する設計とする。ただし，よう素フィルタ等は，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋地

下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する設計とする。 

 

 

 

5.3.4.6 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.6.1 第１貯蔵系 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.6.2 第２貯蔵系 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管廃棄⑤-4,5,30 

保管廃棄⑤-4,5,30 

既設工認 本文(第 7回申請） 

既設工認に記載はないが、共用については既設工認時より想定しており、基本

設計方針に変更がないため変更前に記載 

既設工認 本文(第 7回申請） 
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別紙６ 

変更前記載事項の既設工認等との紐づけ（第 2 回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

5.3.4.7 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

 

第４低レベル廃棄物貯蔵系は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設から発生する低レベ

ル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰めたドラム缶等，低レベ

ル固体廃棄物処理設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の固化体を詰

めたドラム缶及び各種施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く施設から発生

する低レベル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体のうち，セル及び

グローブボックス以外から発生する雑固体を詰めたドラム缶等を貯蔵する系であり，第４低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋に設置する設計とする。 

 

5.3.4.7 第４低レベル廃棄物貯蔵系 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管廃棄⑦-1～3 

既設工認 本文(変更申請） 
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